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は　し　が　き

　法務総合研究所研究部が最近実施した研究調査の結果を取りまとめ，ここに研究部報告第14号を刊行

する。

　報告する調査研究は，「暴力団関係受刑者の意識等に関する研究」及び「暴力組織関係保護観察付き執

行猶予者に関する研究」であり，このうち，前者は矯正施設に収容されている受刑者を対象に，その人

格・行動に関する特性に加えて，組織への帰属意識，組織離脱の意欲，離脱の際の障害事由に関する意

識等を，また，後者は，保護観察付きの執行猶予となった暴力組織関係者について，その特徴，保護観

察実施上の問題，成り行きに影響を与える要因等をそれぞれ調査分析したものである。

　集団的に，又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織としての暴力団に対する取締りは，

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成4年3月施行），「組織的な犯罪の処罰及び犯

罪収益の規制等に関する法律」（昨年2月施行）の運用等を通じて，一層強化されてきており，近年の暴

力団排除機運の高まりもあって，暴力団は社会から孤立しつつある。しかしながら，その一方では，広

域暴力団への系列化が進むとともに，伝統的な資金獲得活動に加えて，民事介入暴力，企業対象暴力，

密入国の仲介，総会屋活動等，その活動を次第に多様化，巧妙化させつつある。

　このような現状にかんがみれば，現下の暴力団関係犯罪者の人格・行動特性，組織に対する意識，再

犯の可能性及び要因等に関する調査研究は，時宜に適ったものといえる上に，今後の彼らに対する社会

復帰に向けた処遇をより効果的なものとしてゆく上でも参考になると思われるので，部内はもとより，

関係各界において活用されることがあれば，幸いである。

　なお，今回の調査研究の実施に当たり，御理解と御協力を賜った法務省矯正局及び矯正施設並びに法

務省保護局及び保護観察所の関係各位に，心からの謝意を表する次第である。

平成13年3月

法務総合研究所長

　　　頃　安　健　司

ⅰ
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第1　調査の実施概要

　1　調査の目的

　本調査は，暴力団関係受刑者の生育環境，非行歴，犯罪傾向，暴力団への加入動機，帰属意識の根拠

等を探るとともに，近年，矯正施設において，積極的に実施されるようになってきた暴力団離脱指導の

実情及びその問題点並びに同指導の受講意欲を向上させるための方策等について検討することを目的と

する。

　なお，本稿中，評価・意見にわたる部分は，筆者らの個人的見解であることを予めお断りしておく。

　2　調査方法

　　（1）調査対象者

　本調査は，平成11年11月20日から同12年2月20日までの3か月問に，全国のB級受刑者処遇施設であ

る刑務所を出所予定であった男子受刑者を対象に行った。

　全国の矯正施設から回収した調査票は，3，318件であるが，記入の不備等で493件を除外したので，最

終的な分析対象件数は2，825件である。

　なお，調査対象施設は，計41施設（刑務所37施設，少年刑務所4施設）である。

　　（2）調査方法

　施設の被収容者が自ら記載する択一回答方式の質問用紙と，施設職員が分類調査票等の公的資料に

よって作成する調査票の2種類によって，調査を実施した。

3　調査協力者

本調査は，法務省矯正局及び全国のB級受刑者を処遇している行刑施設の協力の下に行われた。
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第2　暴力団関係受刑者の意識等

　1　犯罪内容

　本調査対象者の犯罪内容を，暴力団所属の有無別（暴力団に所属していた者については，所属暴力団

での地位で更に分けた。）に見たものが表1である。

　各群の回答者総数に対する各罪種別の比率を見ると，殺人，傷害，恐喝，窃盗，暴力行為等処罰法違

反及び銃刀法違反において，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団関係受刑者は，傷害，恐喝

及び暴力行為等処罰法違反において，それ以外の受刑者に比べて有意に多く，窃盗において有意に少な

くなっている。殺人では，所属暴力団での地位が組員である受刑者（以下，「暴力団組員」という。）が

それ以外の受刑者に比べて，また，銃刀法では，所属暴力団での地位が幹部である受刑者（以下，「暴力

団幹部」という。）がそれ以外の受刑者に比べて，それぞれ有意に多くなっている。

　なお，覚せい剤取締法違反は，回答者総数の50％を超えているが，彼らについて服役の根拠となった

罪名の内訳を暴力団所属の有無別で見たものが，図1である。暴力団所属の有無にかかわらず，同法違

反に加えて窃盗を服役の根拠としている者が最も多くなっていることが分かる。

　ちなみに，昭和45年，昭和60年及び平成11年における暴力団関係新受刑者の罪名別構成比を見てみる

と，図2のようになる。

　構成比で大幅に増加したのは覚せい剤取締法違反であり，昭和45年と昭和60年の間には37．7ポイント

の差がある。逆に，傷害及び恐喝は，昭和45年から昭和60年の間で，それぞれ7．9ポイント，4．9ポイン

ト減少している。

　図3は，昭和45年以降の暴力団関係者の刑法犯検挙人員について，また，図4は，暴力団関係者の特

別法犯検挙人員について，それぞれ罪名別構成比の推移を見たものである。

　刑法犯については，傷害，暴行及び賭博がおおむね低下傾向にあり，窃盗は若干上昇傾向にあること，

60．0

50．0

40。0

30，0

20．0

10．0

0．0

図1 覚せい剤取締法違反者の服役根拠である罪名の内訳

56．0
口暴力団関係受刑者

□それ以外の受刑者

　　　覚せい剤　　　覚せい剤　　　覚せい剤　　　覚せい剤
　　　　　　　　　と窃盗　　　　と傷害・恐喝　　　とそれ以外

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「それ以外」とは，殺人，強盗，詐欺，強姦等，暴力行為等処罰法，銃刀法，

　　業過及び入管法をいう。

　3　数値は，覚せい剤取締法違反が服役の根拠となっている暴力団関係受刑者

　　（417人）・それ以外の受刑者（1，064人）の回答者総数別の比率である。

　4　無回答を除く。
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表1　調査対象受刑者の罪名別人員

面　　　名
暴力団関係受刑者 それ以外 検定結果

非
幹　部 組　員 の受刑者

合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

殺　　　　　　人 13 11 35 59

（3．4） （4．0） （1．7） （2．2） 9，497 2 0，009 ＊＊

［1．8］ △　［2．2］ ▼　［一3．0］

強　　　　　　盗 13 14 71 98

（3．4） （5．1） （3．4）－ （3．6） 2，024 2 0，363
［一〇．2］ ［1．4］ ［一〇．8］

傷　　　　　害 99 64 313 476

（26．1） （23．4） （15．1） （17．4） 34，171 2 0，000 ＊＊

△　［4．8］ △　［2．7］ ▼　［一5．8］

恐　　　　　　喝 52 48 147 247

（13．7） （17．5） （7．1） （9．1） 43，470 2 0，000 ＊＊

△　［3．4］ △　［5．1］ ▼　［一6．4］

窃　　　　　　盗 149 130 1，274 1，553

（39．2） （47．4） （61．4） （56．9） 75，819 2 0，000 ＊＊

▼　［一7．5］ ▼　［一3．3］ △　［8．5］

詐　　　　　　欺 59 42 359 460

（15．5） （15．3） （17．3） （16．9） 1，240 2 0，538

［ 〇．7］ 卜0．7］ ［1．1］

強　　姦　　等 6 3 52 61

（L6） （1．1） （2．5） （2．2） 3，080 2 0，214
［一〇．9］ ［一1，3］ ［1．7］

暴力行為等処罰法 30 19 76 125

（7．9） （6．9） （3，7） （4．6） 17，000 2 0，000 ＊＊

△　［3．3］ △　［2．Ol ▼　卜4．1］

銃　　　刀　　　法 43 18 81 142

（1L3） （6．6） （3．9） （5．2） 36，889 2 0，000 ＊＊

△　［5．8］ ［1．1］ ▼　［一5．4］

業　　　　　　過 19 6 77 102

（5．0） （2．2） （3．7） （3．7） 3，510 2 0，173

［L4］ ［一1．4］ ［ 〇．1］

覚せい剤取締法 208 148 1，064 1，420

（54．7） （54．0） （51，3） （52．1） 1，988 2 0，370
［1．1］ ［0．7］ ［一1．4］

入　　管　　法 』 　 4 4
（0．2） （0．1） 0．753m

［一〇．8］ ［一〇．7］ ［L1］

合　　　　　　計 380 274 2，074 2，728

注　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
　10
　11

法務総合研究所の調査による。

「強姦等」とは，強姦及び強制わいせつをいう。

「業過」は，重過失致死傷を除く。

複数の犯罪を服役の原因とする者については，その該当するそれぞれの罪名において，一人として計上されている。

（）内は，幹部・組員・それ以外の受刑者別回答者総数に対する比率である。

［］内は，調整済残差を示す。

「P値」欄の「m」は，モンテカルロ法によることを示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないごとを示す。

「暴力団関係受刑者」のうち，地位不明の者を除く。

その他の罪名及び無回答を除く。
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昭和45年

昭和60年

平成H年

　　図2　新受刑者中暴力団関係者の罪名別構成比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銃刀法
殺くr臨　恐喝瀞親顯覚せ　締法

、2・1

2．613．7

乙．チぞ鱒レ夢6う”ド2・3L4＼

！　！3．1卦0、71

　　　1．91．9
注　矯正統計年報による．

4．1＿杢0．7

図3　暴力団関係者の刑法犯検挙人員の罪名別構成比の推移

　　　　　　　　　　　　　　　（昭和45年～平成11年）
（％）
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20．0

15．0

10。0

5，0

0．0

一←殺人

＋強盗
＋暴行
一→一一傷害

一一恐喝
一◆一・窃盗

・★・・詐欺

一一一一その他

＋賭博
｝脅迫

　　　　　　　　　　　　　　　　▲・
・
．
▲

．▲。▲。▲．▲、▲・▲・▲・▲・▲’▲鴨▲’▲麿▲’▲。▲’

・▲o

▲

　　　　昭和45　　　　　50　　　　　55　　　　　60　　　平成2　　　　　　7　　　　11

　　　　注　1　警察庁刑事局の資料「犯罪統計便覧」による。

　　　　　2　「その他」は，放火，強姦，凶器準備集合，証人威迫，器物損壊及びその他である。

そして，特別法犯については，覚せい剤取締法違反が昭和49年から昭和61年までの間に16．8ポイントも

上昇するという著しい上昇傾向を示していることなど，暴力団関係新受刑者の罪名別構成比の動向とほ

ぼ同様の特徴を示している。

　2　対象者の年齢層

　表2は，調査対象者を年齢層別に見たものである。平均年齢は，暴力団関係受刑者が40．0歳であるの

に対し，それ以外の受刑者が44．2歳と，暴力団関係受刑者の方が若干若くなっている。調査対象者の年

齢層を比べると，1％以下の水準で有意差が認められ，20～39歳は，暴力団組員で有意に多く，50歳以

上は，それ以外の受刑者で有意に多くなっている。

　図5は，昭和45年，同60年及び平成11年における暴力団関係新受刑者の年齢層別構成比の推移を見た

ものであるが，昭和45年当時58．9％であった29歳以下の者は，昭和60年，平成11年と下降し，それぞれ，
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図4　暴力団関係者の特別法犯検挙人員の罪名別構成比の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和45年～平成11年）
（％）

30，0

25．0

20，0

15，0

10，0

5．0

0，0

＋銃砲刀
剣類

＋覚せい
剤取締
法

・苓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，×・×．
　　　　　　　　　　　　　　X・×・X・×・X・×’×・X’　　　　9X嘲X

　　　　　　X・・X・X・X．．ズ　　　　　　　　ーX
　　　　　　　　　　　X・　　曹×・

＋公営
　　ギヤン
　　ブル

・曇一その他

昭和45　　　　　50　　　　　55　　　　　60　　　平成2　　　　　　7　　　　11

注　1　警察庁刑事局の資料「犯罪統計便覧」による。

　　2　「公営ギャンブル」は，競馬法，自転車競技法，小型自動車競走法及びモーターボート競走法である。

　　3　「その他」は，風俗営業法，売春防止法，麻薬取締法，児童福祉法，職業安定法及びその他である。

表2　調査対象受刑者の年齢層別人員

年　齢　層
暴力団関係受刑者 それ以外 検定結果

幹　部 組　員 の受刑者
合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

20　－　29　歳 34 103 288 425

（8．9） （37．6） （13．9） （15．6）

▼　［一3．8］ △　［10．6］ ▼　卜4．3］

30　 　39　歳 121 112 523 756

（3L8） （40．9） （25．2） （27．7）

［L9］ △　［5．1］ ▼　卜5．2］

40　－　49　歳 103 37 508 648

（27．1） （13．5） （24．5） （23．8） 225，054 10 0，000 ＊＊

［1．7］ ▼　卜4．2］ ［1．6］

50　－　59　歳 110 20 509 639

（28．9） （7，3） （24．5） （23．4）

△　［2．7］ ▼　［ 6．6］ △　［2，5］

60　歳　以　上 12 2 245 259

（3．2） （0．7） （11．8） （9．5）

▼　［一4．5］ ▼　［一5．2］ △　［7．4］

合　　　　　　計 380 274 2，073 2，727

（100．0） （100．0） （100，0） （100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

年齢は，調査実施時のものである。

（）内は，構成比であり，

年齢不詳の者を除く。

表1の注8～10に同じ。

無回答を除く。

は，調整済残差を示す。
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20歳未満

昭和45年

昭和60年

図5　新受刑者中暴力団関係者の年齢層別構成比

58．2 3LO

一 一 ’

q・7 ノノL£

0．3

0．5

俳3

平成11年 2．O

　　　O、0
注　矯正統計年報による。

図6　全国年齢層別人口構成比（昭和45年・60年・平成11年）

　　　20－29歳　　　　　30－39歳　　　　40－49歳　　50－59歳　60歳以上

45年

60年

11年

注　　　総務庁統計局の人口統計資料による。

　　数値は，各年の総人口に対する構成比であr），合計は100．0％にならない。

26．5％，25．1％となっている。一方，30歳代，40歳代は，50歳代はそれぞれ上昇しており，とりわけ50

歳代は，1．2％だったものが，昭和60年には4．4％，平成11年には16．5％と，30年の間に15．3ポイントも

上昇している。

　また，図6は，昭和45年，60年及び平成11年の我が国の年齢層別人口構成比の推移を見たものである

が，図5の暴力団関係新受刑者の年齢層別構成比と比べてみると，昭和45年当時は，20歳代の比率の較

差が大きいこと，昭和60年には，20歳代での較差が縮小したが30歳代の較差が広がったこと，そして，

平成11年では，30歳代で若干の較差が認められるものの20歳代，40歳代および50歳代では較差が縮小し

ていることが分かる。

　表3は，調査対象の暴力団関係受刑者の年齢層構成比を罪名別に見たものである。

　1％以下の水準で有意差が認められたのは傷害であり，20歳代で有意に多く，60歳以上で有意に少な

くなっている。
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表3　年齢層別罪名別人員

罪　　　名 20－29歳 30 39歳 40 49歳 60歳以上 合計
検定結果

50－59歳 κ2値 自由度
P値 判定

傷　　　　　　害 47 59 37 31 1 175

（32．0） （23．0） （23，0） （20．1） （3．1） 14，366 4 0，006 ＊＊

△［2．8］ ［一〇．2］ ［一〇．1］ ［一1，0］ ▼［一2．8］

恐　　　　　　喝 26 44 17 21 1 109

（17．7） （17．1） （10．6） （13．6） （3．1） 8，071 4 0，089

［1．2］ ［1．5］ ［一1．6］ ［一〇．3］ ［1．9］

窃　　　　　　盗 67 112 73 66 18 336

（45．6） （43．6） （45．3） （42．9） （56．3） 2，141 4 0，710

［0．2］ ［一〇．5］ ［0．2］ ［一〇．5］ ［1．3］

詐　　　　　　欺 19 48 26 20 7 120

（12．9） （18．7） （16．1） （13．0） （21．9） 4，274 4 0，370

［一L1］ ［1．5］ ［0．1］ ［一Ll］ ［0．9］

暴力行為等処罰法 7 23 9 11 2 52

（4．8） （8．9） （5．6） （7．1） （6．3） 3，181 4 0，528

［一L2］ ［1．6］ 卜0．8］ ［0．1］ ［ 〇．2］

銃　　　刀　　法 8 22 20 16 4 70

（5．4） （8．6） （12．4） （10．4） （12．5） 5，215 4 0，266

［1．8］ 卜0．5］ ［1．5］ ［0．5］ ［0．6］

覚せい剤取締法 73 145 97 85 17 417

（49．7） （56．4） （60．2） （55．2） （53．1） 3，667 4 0，453

［一1．6］ ［0．4］ ［1．4］ 卜0．1］ ［〇．3］

合　　　　　　計 147 257 161 154 32 751

注 法務総合研究所の調査による。

調査対象受刑者中，暴力団関係受刑者のみ（751人）を対象としている．

複数の犯罪を服役の原因とする者については，その該当するそれぞれの罪名において，一人として計上されている。

（）内は，年齢層別回答者総数に対する比率であり，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以fで，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

その他の罪名及び無回答を除く。

　3　対象者の配偶関係等

　表4は，調査対象者の配偶関係を見たものである。1％以下の水準で有意差が認められ，「独身である」

はそれ以外の受刑者で，「内縁者がいる」又は「結婚している」は暴力団関係受刑者で，それぞれ，有意

に多くなっている。

　また，暴力団幹部と暴力団組員である受刑者を比べると，独身者は暴力団組員に多く，その構成比の

差は31．0ポイントとなっている。

　図7は，昭和45年，昭和60年及び平成11年の暴力団関係新受刑者の配偶関係を見たものである。昭和

45年及び昭和60年には，「有配偶」の比率はそれぞれ50％を超えていたが，平成11年には，34．7％にまで

下がっている。

　表5は，調査対象者について，離婚歴の有無を調べたものである。1％以下の水準で有意差が認めら
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表4　調査対象受刑者の配偶者の有無別人員

暴力団関係受刑者 それ以外 A
検定結果

配偶者の有無
幹　部 組　員 の受刑者

。　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

独身であ　る 147 191 1，499 1，837

（38．7） （69．7） （72．5） （67．5）

▼［一12．9］ ［0，8］ △　［9．9］

内縁者がいる 106 40 250 396

（27．9） （14．6） （12．1） （14．5） 168，436 4 0，000 ＊＊

△　［8．0］ ［0．0］ ▼　［一6．5］

結婚している 127 43 319 489

（33．4） （15．7） （15．4） （18．0）

△　［8．5］ ［一LO］ ▼　［ 6．1］

合　　　　　　計 380 274 2，068 2，722

（100．0） （100．0） （100．0） （100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　（）内は，総数に対する比率である。

　　　［］内は，調整済残差を示す。

　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　無回答を除く。

図7　新受刑者中暴力団関係者の配偶者関係

未婚 有配偶

死別観不詳

昭和45年 33．8 。58．4…i 繊21α2

ノ／　　Ol4

昭和60年 27．6
』
5
5
．
5 1鷺α8

0、4：

平成11年
33、7

34．7「、』 0．4

0．1

注　矯正統計年報による。

れ，「離婚したことがある」とする者の比率は，暴力団幹部で有意に多く，暴力団組員及びそれ以外の受

刑者で有意に少なくなっている。

　表6は，子供の有無別の人員を調べたものである。この場合も，1％以下の水準で有意差が認められ，

「子供はいる」と答えた者の比率は，暴力団幹部で有意に多く，それ以外の受刑者で有意に少なくなって

いる。



暴力団関係受刑者の意識等に関する研究 13

表5　調査対象受刑者の離婚歴の有無別人員

離婚歴の有無
暴力団関係受刑者

それ以外
の受刑者

合　計 κ2値 自由度
検定結果

幹　部 組　員 P　値 判　定

離婚したことがある 　　261
　　（68．9）

△　［6．9］

　　118
　　（44．4）

▼　［一2．8］

　　997
　　（50．5）

▼　卜3．7］

1，376

（52．5）

51，000 2 0，000 ＊＊
離婚したことはない 　　118

　　（3L1）

▼　［一6．9］

　　148
　　（55．6）

△　［2．8］

　　978
　　（49．5）

△　［3．7］

1，244

（47．5）

合　　　　　　計 　379
（100．0）

　266
（100．0）

1，975

（100．0）

2，620

（100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比である。

［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。

表6　調査対象受刑者の子供の有無別人員

子供の有無
暴力団関係受刑者

それ以外
の受刑者

合　計 κ2値 自由度
検定結果

幹　部 組　員 P　値 判　定

子供は　い　る 　　　280
　　（73．9）

△　［8．5］

　135
（50．2）

［1．2］

　　1，015

　　（50．3）

▼　［一6．1］

1，430

（53．7）

72，649 2 0，000 ＊＊

子供はいない 　　　99
　　（26，1）

▼　［一8．5］

　134
（49．8）

［L2］

　　1，002

　　（49．7）

△　［6．1］

1，235

（46．3）

合　　　　　　計 　379
（100．0）

　269
（100．0）

2，017

（100．0）

2，665

（100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比である。

［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。

4　身元引受人の状況

　表7は，身元引受人別の人員を見たものであるが，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団幹

部は，「配偶者」及び「知人」で有意に多く，「父母」及び「更生保護施設」で有意に少なくなっており，

暴力団組員は「父母」で有意に多く，「更生保護施設」で有意に少なくなっている。一方，それ以外の受

刑者では「更生保護施設」で有意に多く，「配偶者」及び「知人」で有意に少なくなっている。
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表7　調査対象受刑者の身元引受人別人員

暴力団関係受刑者 それ以外
検定結果

身元引受人
幹　部 組　貝

の受刑者
合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

父　　　　　　母 77 94 493 664

（20．3） （34．3） （23．9） （24，4）

▼　［一2．0］ △　［4．0］ 卜1．2］

配　　偶　　者 156 48 299 503

（内縁関係を含む） （41．2） （17．5） （14．5） （18．5）

△　［12．2］ ［一〇．4］ ▼　［一9．6］

兄　弟　姉　妹 25 21 136 182

（6．6） （7．7） （6．6） （6．7）

［ 〇．1］ ［0．7］ ［一〇．4］

その他の親族 11 8 58 77

（2．9） （2，9） （2．8） （2．8）

［0．1］ ［0．1］ ［一〇．1］

知　　　　　　人 30 19 87 136

（7．9） （6．9） （4．2） （5．0）

△　［2，8］ ［L5］ ▼　［一3，4］

18 0，000 ＊＊

雇　　　　　　主 9 10 46 65
268，210

（2．4） （3．6） （2．2） （2．4）

［0．0］ ［1．4］ ［一1．0］

更生保護施設 7 16 503 526

（1．8） （5．8） （24．4） （19．4）

▼　［ 9．3］ ▼　［一6．0］ △　［11．8］

社会福祉施設 2 1 15 18

（0．5） （0．4） （0．7） （0．7）

［一〇．3］ ［一〇．6］ ［0．7］

未　　　　　　定 51 49 375 475

（13．5） （17．9） （18．2） （17．5）

▼　［一2．2］ ［0．2］ ［L7］

そ　　の　　他 11 8 52 71

（2．9） （2．9） （2．5） （2．6）

［0．4］ ［0．3］ ［一〇．5］

合　　　　　　計 379 274 2，064 2，717

（100．0） （100．0） （100．0） （100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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　5　非行歴，生活状況，事件の契機等

　　（1）少年時代の非行経験等

　表8は，「少年時代に次のような経験がありますか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果

を示したものである。

　「親・兄弟からの暴力・虐待」以外の選択肢について，経験があると回答した者の比率に，いずれも1％

以下の水準で有意差が認められている。

　暴力団幹部は，「薬物使用」，「暴走族などの不良集団への加入」で有意に多く，「いじめられたこと」

で有意に少なくなっており，暴力団組員は，暴力団幹部である受刑者と同様の傾向に加えて，「親・兄弟

への暴力」及び「他の人をいじめたこと」で有意に多くなっている。

　一方，それ以外の受刑者は，「薬物使用」，「不良集団への加入」，「親・兄弟への暴力」及び「他の人を

いじめたこと」で有意に少なく，「いじめられたこと」で有意に多くなっている。

　図8は，昭和45年，昭和60年及び平成11年の暴力団関係新受刑者の少年院送致歴の推移を見たもので

ある。昭和45年は33．9％であったが，昭和60年は28．5％，平成11年は30．8％と，大きな変化は認められ

ない。

表8　調査対象受刑者の少年時代の経験

少年時代の経験
暴力団関係受刑者

それ以外 検定結果

幹　部 組　員 の受刑者
合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

薬　物　使　用 254 209 972 1，435

（78．9） （83．6） （66．7） （70．7） 41，930 2 0，000 ＊＊

△　［3．5］ △　［4．8］ ▼　［一6．4］

暴走族などの 214 196 633 1，043

不良集団への加入 （66．5） （78．4） （43．4） （51．4） 139，396 2 0，000 ＊＊

△　［5．9］ △　［9．1］ ▼［一1L5］

親・兄弟への暴力 70 90 305 465

（21．7） （36．0） （20．9） （22．9） 27，780 2 0，000 ＊＊
［一〇．5］ △　［5．3］ ▼　［一3．4］

親・兄弟からの 35 37 194 266

暴力　　虐待 （10．9） （14．8） （13．3） （13．1） 2，096 2 0，351

［一1．3］ ［0．8］ ［0．4］

他の人をいじめた 152 128 582 862

こと （47．2） （51．2） （39．9） （42．5） 14，641 2 0，001 ＊＊

［1．9］ △　［3．0］ ▼　［一3．7］

いじめられたこと 66 61 510 637

（20．5） （24．4） （35．0） （31．4） 32，141 2 0，000 ＊＊

▼　［一4．6］ ▼　［ 2．5］ △　［5．6］

合　　　　　　計 322 250 1，458 2，030

注 法務総合研究所の調査による。

「薬物使用」は，シンナー，ボンド，トルエン，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤等の使用をいう。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

重複選択による。

無回答を除く。
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　図8　新受刑者中暴力団関係者の少年院送致歴

少年院送致歴あり　　　　　　　　　　　少年院送致歴なし

昭和45年

昭和60年

33．9 66．1

28．5 71．5F

、

、

平成ll年 30．8 69．2

注　矯正統計年報による。

　　（2）警察による初度逮捕時の年齢等

表9は，「初めて警察に捕まったときは何歳でしたか」との質問に対する回答結果を示したものであ

る。

18・19歳以外の年齢層で，1％水準以下での有意差が認められた。所属暴力団での地位別に比率を見

ると，暴力団幹部は14・15歳の年齢層で，暴力団組員は15歳以下の年齢層で有意に多く，また，両群共

表9　調査対象受刑者の初度逮捕時年齢層別人員

暴力団関係受刑者 それ以外
検定結果

年　　　齢
幹　部 組　員

の受刑者
合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

14　歳　未　満 81 80 346 507

（2L7） （29．9） （17．5） （19．4）

［1．2］ △　［4．6］ ▼　［一4．2］

14　　　15　歳 101 84 399 584

（27．1） （3L3） （20．2） （22．3）

△　［2．4］ △　［3．7］ ▼　卜4．6］

16　　　17　歳 76 52 318 446

（20．4） （19．4） （16．1） （17．0） 109，804 8 0，000 ＊＊

［1．8］ ［1．1］ ▼　［一2．3］

18　　　19　歳 50 23 237 310

（13．4） （8．6） （12．0） （11．9）

［1．0］ ［一1．7］ ［0．4］

20　歳　以　上 65 29 675 769

（17．4） （10．8） （34．2） （29．4）

▼　［一5．5］ ▼　［一7．0］ △　［9．4］

合　　　　　　計 373 268 1，975 2，616

（100．0） （100．0） （100．0） （100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比を示し，［1内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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表10　調査対象受刑者の初度逮捕時の非行・犯罪

非行・犯罪
暴力団関係受刑者

それ以外 A
検定結果

幹　部 組　員 の受刑者
。　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

お金や物にかかわる 163 132 1，179 1，474

もの （44．1） （49．8） （60．3） （56．9） 39，415 2 0，000 ＊＊

▼　卜5。4］ ▼　［一2．5］ △　［6．1］

暴力にかかわるもの 154 73 379 606

（41．6） （27．5） （19．4） （23．4） 88，778 2 0，000 ＊＊

△　［8．9］ ［1．7］ ▼　［一8．5］

性にかかわるもの 10 7 72 89

（2．7） （2．6） （3．7） （3．4） 1，458 2 0，482

［一〇．8］ ［一〇．7］ ［1．2］

車の運転にかかわる 116 101 537 754

もの （31．4） （38．1） （27．5） （29．1） 13，912 2 0，001 ＊＊

［1．0］ △　［3．4］ ▼　［一3．2］

薬物にかかわるもの 72 71 349 492

（19．5） （26．8） （17．8） （19．0） 12，215 2 0，002 ＊＊

［0．2］ △　［3．4］ ▼　［一2．6］

そ　　　の　　　他 29 18 106 153

（7．8） （6．8） （5．4） （5．9） 3，694 2 0，158

［1．7］ ［0．6］ ［一1．8］

合　　　　　　計 370 265 1，956 2，591

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

「非行・犯罪」については，重複選択による。

無回答を除く。

に，20歳以上の年齢層で有意に少なくなっている。また，それ以外の受刑者は，17歳以下の各年齢層で

有意に少なく，20歳以上の年齢層で有意に多くなっている。

　表10は，「初めて警察に捕まったときの非行や犯罪は何でしたか」との質問について，重複選択で回答

を求めた結果を示したものである。

　「性にかかわるもの」を除いて，1％以下の水準で有意差が認められた。

　暴力団幹部は，「暴力にかかわるもの」で有意に多く，「お金や物にかかわるもの」で有意に少なくなっ

ており，暴力団組員は「車の運転にかかわるもの」及び「薬物にかかわるもの」で有意に多く，「お金や

物にかかわるもの」で有意に少なくなっている。一方，それ以外の受刑者は「お金や物にかかわるもの」

で有意に多く，「暴力にかかわるもの」，「車の運転にかかわるもの」及び「薬物にかかわるもの」で有意

に少なくなっている。

　　（3）少年時代に育った家庭の生活状況

　表11は，「あなたの育った家庭の生活状況・生活程度はどうでしたか」との質問に対する回答結果を示

したものである。

　各群の回答の間に，統計上の有意な差は認められなかった。
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表11調査対象受刑者の育った家庭の生活状況・生活程度

暴力団関係受刑者 それ以外
検定結果

生活状況・生活程度
幹　部 組　員

の受刑者
合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

裕福だったと思う 23 16 104 143

（6．1） （5．8） （5．1） （5．3）

［0．8］ ［0。4］ ［一〇．9］

まあ裕福だったと 35 24 188 247

思う （9．3） （8．8） （9．2） （9．2）

［0．1］ ［一〇．2］ ［0，1］

普通であ　る 199 128 999 1，326

（52．9） （46．7） （48．9） （49．2） 5，878 8 0，661

［1．6］ ［一〇．9］ ［一〇．6］

やや苦しかったと 53 53 350 456

思う （14．1） （19．3） （17．1） （16．9）

［一1．6］ ［1．1］ ［0．5］

苦しかったと思う 66 53 404 523

（17．6） （19．3） （19．8） （19．4）

［一1．0］ ［0．0］ ［0．8］

合　　　　　　計 376 274 2，045 2，695

（100．0） （100．0） （100．0） （100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　無回答を除く。

　　（4）受刑前の生活状況

　表12は，「受刑前の生活状況・生活程度はどうでしたか」との質問に対する回答結果を示したものであ

る。1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団幹部は，「裕福だったと思う」，「まあ裕福だったと思う」

及び「普通である」で有意に多く，「やや苦しかったと思う」及び「苦しかったと思う」で有意に少なく

なっている。一方，それ以外の受刑者は，「やや苦しかったと思う」及び「苦しかったと思う」で有意に

多く，「裕福だったと思う」，「まあ裕福だったと思う」及び「普通である」で有意に少なくなっている。

　構成比を見れば，「苦しかったと思う」又は「やや苦しかったと思う」と答えた者が，それ以外の受刑

者では45．1％になっているのに対し，暴力団組員は34．3％，暴力団幹部は19．0％にとどまっている。

　　（5）事件の契機

　表13は，「今回の事件は，だれのために起こしたのですか」との質問に対する回答結果を示したもので

ある。1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団幹部は「組など，所属組織のため」及び「友人のた

め」で有意に多く，「自分のため」で有意に少なくなっており，暴力団組員は「組など，所属組織のため」

で有意に多く，「自分のため」で有意に少なくなっている。一方，それ以外の受刑者は「自分のため」で

有意に多く，「友人のため」及び「組など，所属組織のため」で有意に少なくなっている。

　表14は，事件の契機に関して，「自分のため」又は「家族のため」を「自分等のため」にグループ化し

た上，暴力団関係受刑者についてそれを罪種別で見たものである。

　その結果，5％以下の水準で有意差が認められ，窃盗は「自分等のため」に，銃刀法は「友人のため」

に，殺人は「組など，所属組織のため」に，それぞれ行ったとする者が多いことが分かった。
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表12　調査対象受刑者の受刑前の生活状況
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生活状況
暴力団関係受刑者

それ以外 検定結果

幹　部 組　員 の受刑者
合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

裕福だったと思う 26 18 58 102

（6．9） （6．6） （2．8） （3．8）

△　［3．4］ △　［2．6］ ▼　［一4．6］

まあ裕福だったと 68 26 144 238

思う （17．9） （9．5） （7．0） （8．8）

△　［6．8］ ［0．4］ ▼　［一5。8］

普通であ　る 213 136 923 1，272

（56．2） （49．6） （45．1） （47。1） 142，858 8 0，000 ＊＊

△　［3．8］ ［0．9］ ▼　［一3．7］

やや苦しかったと 42 65 443 550

思う （11．1） （23．7） （21．7） （20．4）

▼　［一4．8］ ［1．5］ △　［2．9］

苦しかったと思う 30 29 478 537

（7．9） （10．6） （23．4） （19．9）

▼　［一6．3］ ▼　卜4．1］ △　［8．0］

合　　　　　　計 379 274 2，046 2，699

（100．0） （100．0） （100．0） （100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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表13調査対象受刑者の事件の契機

暴力団関係受刑者 それ以外
検定結果

事件の契機
幹　部 組　員

の受刑者
合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

自分の　ため 268 212 1，830 2，310

（71．5） （78．2） （90．4） （86．5）

▼　［一9．2］ ▼　［一4．2］ △　［10．4］

家族のため 8 1 41 50

（2．1） （0．4） （2．0） （1．9）

［0。4］ ［一1．9］ ［1．0］

友人のため 29 14 76 119

（7．7） （5．2） （3．8） （4．5） 247，065 8 0，000 ＊＊

△　［3．3］ ［0．6］ ▼　卜3．1］

組など， 50 32 10 92

所属組織のため （13．3） （1L8） （0．5） （3．4）

△　［11．3］ △　［8．0］ ▼［一14．8］

そ　　の　　他 20 12 68 100

（5．3） （4．4） （3．4） （3．7）

［1．7］ ［0．6］ ［一L9］

合　　　　　　計 375 271 2，025 2，671

（100．0） （100．0） （100．0） （100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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表14　調査対象暴力団関係受刑者の事件の契機（罪種別）

事件の契機 殺人 強盗 傷害 恐喝 窃盗 詐欺
暴力行為
処罰法

銃刀法
覚せい剤
取締法

合計

自分等のため 　　11
　（47．8）

▼［一3．4］

　21
（75．0）

［一〇．3］

　127
（73．4）

［一1．4］

　79
（72．5）

［一1．3］

　　272

　（81．7）

△［2．6］

　100
（84．0）

［L9］

　33
（63．5）

［一2．5］

　49
（71．0）

［1．3］

＄24

（78．5）

［0。9］

　574
（77．3）

友人のため 　2

（8．7）

［0．4］

　　1
（3．6）

［ 〇．7］

　13

（7．5）

［0．6］

　8

（7．3）

［0。3］

　23

（6．9）

［0．3］

　　4
（3．4）

［一L6］

　5

（9．6）

［0．9］

　　10
　（14．5）

△［2．8］

　27
（6．5）

［一〇．1］

　49

（6．6）

組など，

所属組織のため

　　10
　（43．5）

△［5．0］

　　6
（21．4）

［1．8］

　20
（11．6）

［0、2］

　16
（14．7）

［1．3］

　　27
　（8．1）

▼［一2．4］

　　7
（5．9）

［一2．0］

　10
（19．2）

［1．9］

　　8
（11．6）

［0．1］

　46
（11．1）

［0．0］

　83
（11．2）

そ　　の　　他 　　』

［一1．1］

　　一

［一1．2］

　13

（7．5）

［1．7］

　6

（5．5）

［0．3］

　ll
（3．3）

［一L9］

　8

（6．7）

［LO］

　4

（7．7）

［0．9］

　　2
（2．9）

［一〇．8］

　16
（3．9）

［一1．6］

37

合　　　　　計 　　23

（100．0）

　　28

（100．0）

　173
（100．0）

　109
（100．0）

　333
（100．0）

　119
（100．0）

　　52

（100．0）

　　69

（100．0）

　413
（100．0）

　743
（100．0）

κ2値 3，660 1，963 10，094 7，501 2，461

自由度 3 3 3 3 3

P値 0．000m 0．180m 0，301 0，580 0，018 0，058 0．093m 0．041m 0，482

判定 ＊＊ ＊ ＊

注 法務総合研究所の調査による。

複数の犯罪を服役の原因とする者については，その該当するそれぞれの罪名において，一人として計上されている。

「事件の契機」欄の「自分等のため」は，問10で「自分のため」又は「家族のため」を選択したものである。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「P値」欄の「m」は，モンテカルロ法によることを示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

その他の罪名及び無回答を除く。

　6　服役中の信書の発受及び面会状況

　表15は，調査対象者について，在所期間中における信書発受の有無別人員を見たものである。暴力団

関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べて，「発受あり（在所期間中に信書の発信又は受信が1件でも

あったもの）」で有意に多くなっている（有意水準1％以下）。

　表16は，刑の執行を開始した後の1か月当たりの信書の発信状況を示したものである。各群の比率の

間には，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団関係受刑者の場合は，暴力団幹部及び暴力団組

員とも「発信あり（1か月平均1件以上の発信があったもの）」で有意に多く，「発信なし（1か月平均

1件未満の発信しかなかったもの）」で有意に少なくなっており，それ以外の受刑者は「発信なし」で有

意に多く，「発信あり」で有意に少なくなっている。

　表17は，受信状況を見たものであるが，発信状況と同じ傾向が認められる。

　表18は，調査対象者について，在所期間中における面会の有無別人員を見たものである。1％以下の

水準で有意差が認められ，暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べて，「面会あり（在所期間中に

面会が1件でもあったもの）」で有意に多くなっている。
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表15調査対象受刑者の信書の発受の有無

発受の有無
暴力団関係受刑者 それ以外

の受刑者
合　計 κ2値 自由度

検定結果

幹　部 組　員 P　値 判　定

発　受　あ　り 　　281
　　（75．9）

△　［11．4］

　　176
　　（66．7）

△　［6．2］

　　829
　　（41．2）

▼［一13．6］

1，286

（48．6）

189，868 2 0，000 ＊＊

発　受　な　し 　　　89
　　（24．1）

▼［一11．4］

　　　88
　　（33。3）

▼　［一6．2］

　1，185
　　（58．8）

△　［13．6］

1，362

（51．4）

合　　　　　計 　370
（100．0）

　264
（100．0）

2，014

（100．0）

2，648

（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　在所期間中，信書の発信又は受信が1件でもあったものを「発受あり」，信書の発受が全くなかったものを「発受なし」

　　として計上している。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。

表16調査対象受刑者の発信状況

発信状況
暴力団関係受刑者 それ以外

の受刑者
合　計 κ2値 自由度

検定結果

幹　部 組　員 P　値 判　定

発　信　あ　　り 　　255
　（68．9）

△　［10．3］

　　157
　（59．5）

△　［5．2］

　　760
　（62．3）

▼［一12．0］

1，172

（44．3）

150，698 2 0，000 ＊＊

発　信　な　し 　　115

　（3L1）
▼［一10．3］

　　107
　（40，5）

▼　［一5．2］

　1，254
　（37．7）

△　［12．0］

1，476

（55．7）

合　　　　　　計 　370
（100．0）

　264
（100．0）

2，014

（100．0）

2，648

（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　在所期間中，信書の発信件数が，1か月平均1件以上あったものを「発信あり」，なかったものを「発信なし」として計

　　上している。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。
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表17　調査対象受刑者の受信状況

受信状況
暴力団関係受刑者

それ以外
の受刑者

合　計 κ2値 自由度
検定結果

幹部 組員　　　　　　　　　　　　　　　　　P　値 判　定

受　信　あ　り 　　242
　　（65．4）

△　［12．1］

　　　138
　　（52．3）

△　［5．4］

　　　604
　　（30．0）

▼［一13．6］

　984
（37．2）

196，570 2 0，000 ＊＊

受　信　な　し 　　　128
　　（34．6）

▼［一12．1］

　　　126
　　（47．7）

▼　［一5．4］

　　1，410

　　（70．0）

△　［13．6］

1，664

（62．8）

合　　　　　　計 　370
（100．0）

　264
（100．0）

2，014

（100．0）

2，648

（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　在所期間中，信書の受信件数が，1か月平均1件以上あったものを「受信あり」，なかったものを「受信なし」として計

　　上している。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。

表18　調査対象受刑者の面会の有無

面会の有無
暴力団関係受刑者

それ以外
の受刑者

合　計 κ2値 自由度
検定結果

幹部 組　員 P　値 判　定

面　会　あ　り 　　308
　　（83．2）

△　［8．9］

　　193
　　（73．1）

△　［3．8］

　1，150
　　（57．1）

▼　［一9．9］

1，651

（62．3）

105，458 2 0，000 ＊＊

面　会　な　し 　　　62
　　（16．8）

▼　［一8．9］

　　　71
　　（26．9）

▼　［一3．8］

　　864
　　（42．9）

△　［9．9］

997

（37．7）

合　　　　　　計 　370
（100．0）

　264
（100．0）

2，014

（100．0）

2，648

（100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

在所期間中，面会が1件でもあったものを「面会あり」，全くなかったものを「面会なし」として計上している。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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表19　調査対象受刑者の面会状況

面会状況
暴力団関係受刑者 それ以外

の受刑者
合　計 κ2値 自由度

検定結果

幹　部 組　員 P　値 判　定

面　会　あ　り 　　106
　（28，6）

△　［10．1］

　39
（14．8）

［1．1］

　　188
　　（9．3）

▼　［一9．0］

333

（12．6）

107，345 2 0，000 ＊＊

面　会　な　し 　　264
　（71．4）

▼［一10．1］

225

（85．2）

［一L1］

　1，826
　（90．7）

△　［9．0］

2，315

（87．4）

合　　　　　計 　370
（100．0）

　264
（100．0）

2，014

（100．0）

2，648

（100．0）

注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　在所期間中，面会件数が，1か月平均1件以上あったものを「面会あり」，なかったものを「面会なし」として計上して

　　いる。

　3　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　4　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　5　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　6　無回答を除く。

　表19は，面会状況を見たものである。「面会あり（1か月平均1件以上の面会があったもの）」は暴力

団幹部で有意に多く，それ以外の受刑者で有意に少なくなっており，「面会なし（1か月平均1件未満の

面会しかなかったもの）」はそれ以外の受刑者で有意に多く，暴力団幹部で有意に少なくなっている。

　7　服役中の懲罰状況

　表20は，服役中の懲罰状況を見たものである。「暴力事犯」及び「財産事犯」については，暴力団組員

の懲罰事犯者が，それ以外の受刑者のそれより有意に多くなっていることが分かる。ちなみに，昭和39

年に実施した調査の結果（表21）では，殺人，傷害及び暴行を内容とする規律違反行為を犯した者の比

率は，暴力団幹部37．9％，暴力団組員47．5％であり，今回の調査結果と比較すると，暴力団組員では19。8

ポイント，暴力団幹部では，22．6ポイント低くなっている（なお，矯正統計年報によると，昭和39年及

び平成11年における全出所者中の殺人，傷害又は暴行事犯による懲罰受罰者率は，いずれも約9％であ

る。）。
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表20調査対象受刑者の懲罰状況

懲罰事犯
暴力団関係受刑者

それ以外
の受刑者

合　計 κ2値 自由度
検定結果

幹部 組　員 P　値 判　定

暴　力　事　犯 　58
（15．3）

［1．0］

　　76
　（27．7）

△　［7．2］

　　236
　（11．4）

▼　［一5．9］

370

（13．6） 56，332 2 0，000 ＊＊

財　産　事　犯 　57
（15．0）

［1。7］

　　45
　（16。4）

△　［2．2］

　　235

　（1L3）
▼　［一2．9］

337

（12．4） 8，653 2 0，013 ＊

そ　　の　　他 　　157
　（41．3）

△　［2．4］

　　156
　（56．9）

△　［7．7］

　　666
　（32．1）

▼　［一7．3］

979

（35．9） 70，469 2 0，000 ＊＊

合　　　　　　計 380 274 2，074 2，728

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「暴力事犯」は，職員殺傷，職員暴行，同衆殺傷及び同衆暴行をいう。

　　　「財産事犯」は，物品授受製作，物品殿棄及び怠役をいう。

　　　「その他」には，職員抗命，同衆抗命，自傷及びその他の事犯を含む。

　　　（）内は，「幹部」，「組員」及び「それ以外の受刑者」の回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示

　　す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。

表21組織内の地位別反則者の反則内容

総　数 幹　部 組　員

総　　　　数 2，932 393 2，539

職員抗命 695（23．7） 98（24．9） 597（23．5）

殺・傷・暴 1，355（46．2） 149（37．9） 1，206（47．5）

たばこ反則 1，021（34．8） 152（38．7） 869（34．2）

その他の反則 1，662（56．7） 217（55．2） 1，445（56．9）

注　1　「暴力組織関係受刑者の実態に関する研究」（昭和39年法務総合研究所

　　紀要26）による。

　　2　（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率である。
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　8　暴力団への帰属意識等

　表22は，暴力団関係受刑者（暴力団幹部380人，暴力団組員274人）に対する「組に加入して良かった

と思いますか」との質問についての回答結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。

　暴力団幹部と暴力団組員との間の回答内容に有意差は認められず，「良かったと思う」と答えた者は

20％強，「良かったとは思わない」は35％前後，「良かったかどうかは分からない」は40％前後となって

いる。

　表23は，暴力団関係受刑者に対する「組に入ったことの魅力・メリット・得たものはどんなことでし

たか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。

　暴力団幹部が，魅力・メリットとして，最も多く選んだのは「組の名前で仕事がしやすい」で，以下，

「刺激にあふれている」，「仲間が増える」が続いている。一方，暴力団組員は，「組の名前で仕事がしや

すい」，「仲間が増える」，「面倒を見てもらえる」の順となっている。

　選択率を見ると，「出世できる」，「面倒を見てもらえる」及び「世間の役に立っている」で1％以下の

水準で有意差が認められた。暴力団幹部は「出世できる」及び「世間の役に立っている」で有意に多く，

「面倒を見てもらえる」で有意に少なくなっており，暴力団組員は「面倒を見てもらえる」で有意に多く，

「出世できる」及び「世間の役に立っている」で有意に少なくなっている。

　表24は，暴力団関係受刑者に対する「あなたにとって，組に入ったことの不利益・デメリット・失っ

たものはどんなことでしたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地

位別に示したものである。

　暴力団幹部が，不利益・デメリットとして，最も多く選んだのは「家族に迷惑をかける」で，以下，

「警察ににらまれる」，「両親に迷惑をかける」が続いている。一方，暴力団組員は，「家族に迷惑をかけ

る」，「両親に迷惑をかける」，「警察ににらまれる」の順となっている。

　選択率を見ると，「警察ににらまれる」，「一度入ると脱けることができない」及び「かたくるしい」で

5％以下の水準で有意差が認められた。暴力団幹部では，「警察ににらまれる」で有意に多く，「一度入

表22　調査対象受刑者の暴力団加入の是非

暴力団加入の是非
暴力団関係受刑者

合　計 π2値 自由度
検定結果

幹　部 組　員 P　値 判　定

良かったと思う 　92
（24．7）

［0．2］

　63
（24．0）

［一〇．2］

　155
（24．4）

1，158 2 0，560

良かったとは思わない 　125
（33．6）

［一1．0］

　99
（37．6）

［1．0］

224

（35．3）

良かったかどうかは

分からない

155

（41．7）

［0．8］

　101
（38．4）

卜0．8］

256

（40．3）

合　　　　　　　計 　372
（100．0）

　263
（100．0）

　635
（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　無回答を除く。
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表23　調査対象受刑者の暴力団加入の魅力・メリット

暴力団加入の魅力・ 所属暴力団での地位 検定結果

メリット
幹部 組　員

合　計 κ2値 自由度

P　値 判　定

特にない 103 76 179

（32．4） （32．9） （32．6） 0，016 1 0，900

卜0．1］ ［0．1］

自分が強くなれる 51 44 95

（16．0） （19．0） （17．3） 0，847 1 0，357

［一〇．9］ ［0．9］

組の名前で仕事が 116 77 193

しやすい （36．5） （33．3） （35．2） 0，580 1 0，446

［0．8］ ［一〇．8］

金に困らない 60 59 119

（18．9） （25．5） （21．7） 3，510 1 0，061

［一1。9］ ［1．9］

出世できる 79 32 111

（24．8） （13．9） （20．2） 10，019 1 0，002 ＊＊

△　［3．2］ ▼　［一3．2］

面倒を見てもらえる 41 60 101

（12．9） （26．0） （18．4） 15，251 1 0，000 ＊＊

▼　［一3．9］ △　［3．9］

格好がいい 57 54 111

（17．9） （23．4） （20．2） 2，466 1 0，116

［一1．6］ ［L6］

女性にもてる 33 28 61

（10．4） （12．1） （11．1） 0，412 1 0，521

［一〇．6］ ［0．6］

仲間が増える 81 61 142

（25．5） （26．4） （25．9） 0，061 1 0，805

［ 〇．2］ ［0．2］

刺激にあふれている 86 56 142

（27．0） （24．2） （25．9） 0，548 1 0，459

［0．7］ ［一〇．7］

世間の役に立っている 36 11 47

（11．3） （4．8） （8．6） 7，353 1 0，007 ＊＊

△　［2．7］ ▼　［一2．7］

その他 30 25 55

（9．4） （10．8） （10．0） 0，286 1 0，593
［一〇．5］ ［0．5］

合　　　　　　　計 318 231 549

注　1

　　2
　　3
　　4
　　5
　　6

法務総合研究所の調査による。

（）内は，暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

重複選択による。

無回答を除く。
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表24　調査対象受刑者の暴力団加入の不利益・デメリット

暴力団加入の不利益・ 所属暴力団での地位 検定結果

デメリット 幹　部 組　員
合　計 κ2値 自由度

P値 判定

特にない 37 24 61

（10．9） （9．7） （10．4） 0，235 1 0，682

［0．5］ ［一〇．5］

家族に迷惑をかける 231 170 401

（68．1） （68．5） （68．3） 0，011 1 0，929

［一〇．1］ ［0．1］

両親に迷惑をかける 183 143 326

（54．0） （57．7） （55．5） 0，785 1 0，401

［一〇．9］ ［0．9］

世間から冷たい（白い） 95 74 169

目で見られる （28．0） （29．8） （28．8） 0，230 1 0，645

［一〇．5］ ［0．5］

普通の人から相手にされ 69 59 128

なくなる （20．4） （23．8） （2L8） 0，992 1 0，363

［一1．0］ ［LO］

危ない目に遭いやすい 158 102 260

（46．6） （41．1） （44，3） 1，742 1 0，207

［1．3］ ［一1．3］

警察ににらまれる 227 142 369

（67．0） （57．3） （62．9） 5，777 1 0，019 ＊

△　　［2．4］ ▼　　［一2．4］

一度入ると脱けることが 32 38 70

できない （9．4） （15．3） （11．9） 4，720 1 0，039 ＊

▼　　［一2．2］ △　　［2．2］

思ったよりも経済的に苦 103 94 197

しい （30．4） （37。9） （33．6） 3，632 1 0，063

［一1．9］ ［1．9］

普通の生活ができなくな 158 108 266

る （46．6） （43．5） （45．3） 0，541 1 0，502

［0．7］ ［一〇．7］

かた苦しい 54 57 111

（15．9） （23．0） （18．9） 4，648 1 0，033 ＊

▼　　［ 2．2］ △　　［2．2］

その他 11 17 28

（3．2） （6．9） （4．8） 4，109 1 0，050 ＊

▼　　［一2．0］ △　　［2．0］

合　　計 339 248 587

注　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6

法務総合研究所の調査による。

（）内は，暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

重複選択による。

無回答を除く。



暴力団関係受刑者の意識等に関する研究 29

表25暴力団加入の魅力・メリット（暴力団加入に対する意識別）

暴力団加入の
暴力団加入に対する意識 検定結果

魅力・メリット 良かったと

　思う

良かったとは

　思わない

良かったかどう

かは分からない

合計 κ2値 自由度
P値 判定

特にない 31 78 75 184

（22．0） （41．3） （33．6） （33．3） 13，548 2 0，001 ＊＊

▼　　卜3．3］ △　　［2．9］ ［0．1］

自分が強くなれる 36 23 37 96

（25．5） （12．2） （16．6） （17．4） 10，205 2 0，006 ＊＊

△　　［3．0］ ▼　　［一2．3］ ［一〇．4］

組の名前で仕事がしや 57． 62 71 190

すい （40．4） （32．8） （3L8） （34．4） 3，132 2 0，209

［1．8］ 卜0．6］ ［一1．0］

金に困らない 41 31 45 117

（29．1） （16．4） （20．2） （2L2） 7，993 2 0，018 ＊

△　　［2．7］ ▼　　［一2．0］ 卜0．5］

出世できる 49 22 37 108

（34．8） （1L6） （16．6） （19．5） 29，499 2 0，000 ＊＊

△　　［5．3］ ▼　　［一3．4］ ［一1．4］

面倒を見てもらえる 35 31 36 102

（24．8） （16．4） （16．1） （18．4） 5，122 2 0，077

［2．3］ ［一〇．9］ ［一1．1］

格好がいい 37 30 44 111

（26．2） （15．9） （19．7） （20．1） 5，438 2 0，066

［2．1］ ［一L8］ ［一〇．2］

女性にもてる 20 16 26 62

（14．2） （8．5） （11．7） （11．2） 2，728 2 0，256

［1．3］ 卜1．5］ ［0．3］

仲間が増える 46 41 55 142

（32．6） （21．7） （24．7） （25．7） 5，257 2 0，072

［2．2］ ［一1．5］ ［一〇．4］

刺激にあふれている 51 34 55 140

（36．2） （18．0） （24．7） （25．3） 14，202 2 0，001 ＊＊

△　　［3．4］ ▼　　［一2．9］ ［一〇．3］

世間の役に立っている 23 4 20 47

（16．3） （2．1） （9．0） （8．5） 21，032 2 0，000 ＊＊

△　　［3．9］ ▼　　［一3．9］ ［0．3］

その他 20 9 27 56

（14．2） （4．8） （12．1） （10．1） 9，489 2 0，009 ＊＊

［L9］ ▼　　［一3．0］ ［1．3］

合計 141 189 223 553

注　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6

法務総合研究所の調査による。

（）内は，暴力団加入に対する意識別回答者総数に対する比率であり，［］内は，調整済残差を示す。

「暴力団加入の魅力・メリット」については，重複選択による。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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ると脱けることができない」及び「かた苦しい」で有意に少なくなっており，暴力団組員では「一度入

ると脱けることができない」及び「かた苦しい」で有意に多く，「警察ににらまれる」で有意に少なくなっ

ている。

　表25は，暴力団関係受刑者に対する「組に入ったことの魅力・メリット・得たものはどんなことでし

たか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，「組に加入して良かったと思いますか」との

質問に対する回答結果別に示したものであり，表26は，同様に，「組に入ったことの不利益・デメリット・

失ったものはどんなことでしたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，「組に加入して

良かったと思いますか」との質問に対する回答結果別に，示したものである。

　魅力・メリットについて見ると，「自分が強くなれる」，「出世できる」，「刺激にあふれている」及び「世

間の役に立っている」は，1％以下の水準で，また，「金に困らない」は5％以下の水準で，それぞれ有

意差が認められた。

　選択肢の選択率を見ると，「（組に加入して）良かったと思う」とする者は，「組の名前で仕事がしやす

い」（40．4％），「刺激にあふれている」（36．2％），「出世できる」（34．8％）の順で多くなっており，「良

かったとは思わない」とする者との間で，「組の名前で仕事がしやすい」について約8ポイント，「刺激

にあふれている」について約18ポイントのひらきが生じている。

　一方，不利益・デメリットについて見ると，「家族に迷惑をかける」，「両親に迷惑をかける」，「世間か

ら冷たい（白い）目で見られる」，「普通の人から相手にされなくなる」，「一度入ると脱けることができ

ない」，「思ったよりも経済的に苦しい」，「普通の生活ができなくなる」及び「かたくるしい」は1％以

下の水準で，また，「警察ににらまれる」は5％以下の水準で，それぞれ有意差が認められた。

　選択肢の選択率を見ると，「（組に加入して）良かったとは思わない」とする者は，「家族に迷惑をかけ

る」（79．5％），「警察ににらまれる」（67．6％），「両親に迷惑をかける」（66．7％）の順で高くなっており，

「良かったと思う」とする者との間で，「家族に迷惑をかける」は約26ポイント，「警察ににらまれる」は

約13ポイント，「両親に迷惑をかける」は約21ポイントのひらきが生じている。

　表27は，「本件犯行時に加入していた組での地位に満足していましたか」との質問について回答を求め

た結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。

　「満足していた」と回答した者の比率が，暴力団幹部で有意に多く，暴力団組員で有意に少なくなって

いる一方，「分からない」が暴力団組員で有意に多く，暴力団幹部で有意に少なくなっている。

　表28は，「本件犯行時に加入していた組の人間関係に満足していましたか」との質問について回答を求

めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものであるが，暴力団幹部及び暴力団組員のうちの約28％

が「満足していた」と答え，約35％が，「満足していなかった」と答えており，各群の間に有意な差は認

められなかった。

　表29は，「本件犯行時に加入していた組で，出世の見込みはありましたか」との質問に対して回答した

結果をまとめたものである。1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団幹部では，「見込みはあった」

と回答した者で有意に多く，「見込みはなかった」及び「分からない」で有意に少なくなっており，暴力

団組員では「見込みはなかった」及び「分からない」で有意に多く，「見込みはあった」で有意に少なく

なっている。
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表26　暴力団加入の不利益・デメリット（暴力団加入に対する意識別）

暴力団加入に対する意識 検定結果
　暴力団加入の

不利益・デメリット 良かったと

　思う

良かったとは

　思わない

良かったかどう

かは分からない

合計 κ2値 自由度
P値 判定

特にない 26 12 27 65

（18．6） （5．5） （11．0） （10．8） 15，271 2 0，001 ＊＊

△　　［3．4］ ▼　　［一3．2］ ［0．2］

家族に迷惑をかける 75 174 161 410

（53．6） （79．5） （65．7） （67．9） 27，124 2 0，000 ＊＊

▼　　［一4．1］ △　　［4．6］ ［一〇．9］

両親に迷惑をかける 64 146 124 334

（45．7） （66．7） （50．6） （55．3） 18，829 2 0，000 ＊＊

▼　　［一2．6］ △　　［4．2］ ［一1．9］

世間から冷たい（白い） 33 87 51 171

目で見られる （23．6） （39．7） （20．8） （28．3） 22，390 2 0，000 ＊＊

［一L4］ △　　［4．7］ ▼　　　［一3．4］

普通の人から相手にさ 8 78 47 133

れなくなる （5．7） （35．6） （19．2） （22．0） 46，403 2 0，000 ＊＊

▼　　［一5．3］ △　　［6。1］ ［一1．4］

危ない目に遭いやすい 61 104 96 261

（43．6） （47．5） （39．2） （43．2） 3，260 2 0，196

［0．1］ ［1．6］ ［一L7］

警察ににらまれる 77 148 148 373

（55．0） （67．6） （60．4） （61．8） 6，039 2 0，049 ＊

［一1．9］ △　　［2．2］ ［一〇．6］

一度入ると脱けること 6 43 24 73

ができない （4．3） （19．6） （9．8） （12．1） 20，971 2 0，000 ＊＊

▼　　［一3．2］ △　　［4．3］ ［一1．4］

思ったよりも経済的に 23 104 69 196

苦しい （16．4） （47．5） （28．2） （32．5） 41，043 2 0，000 ＊＊

▼　　［一4．6］ △　　［6．0］ ［一1．9］

普通の生活ができなく 43 117 109 269

なる （30．7） （53．4） （44．5） （44．5） 17，832 2 0，000 ＊＊

▼　　［一3．8］ △　　［3．3］ ［0．0］

かた苦しい 9 58 44 111

（6．4） （26．5） （18．0） （18．4） 22，949 2 0，000 ＊＊

▼　　卜4．2］ △　　［3．9］ ［一〇．2］

その他 5 13 10 28

（3．6） （5．9） （4。1） （4．6） 1，366 2 0，505

卜0．7］ ［1．1］ ［一〇．5］

合計 140 219 245 604

注　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6

法務総合研究所の調査による。

（）内は，暴力団加入に対する意識別総数に対する比率であり，［］内は，調整済残差を示す。

「暴力団加入の不利益・デメリット」については，重複選択による。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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表27　調査対象受刑者の所属暴力団での地位に対する満足度

地位に対する満足度
所属暴力団での地位

合　計 κ2値 自由度
検定結果

幹　部 組　員 P値 判定

満足していた 　　　132
　　　（34．8）

△　　［5．2］

　　　　44
　　　（16．4）

▼　　［一5．2］

　176
（27。2）

29，422 3 0，000 ＊＊

満足していなかった 　86
（22．7）

［一L7］・

　77
（28．6）

［1．7］

　163
（25．2）

どちらとも言えない 　129
（34．0）

［一L6］

　108
（40．1）

［1．6］

　237
（36．6）

分からない 　　　　32
　　　（8．4）

▼　　［一2．6］

　　　　40
　　　（14．9）

△　　［2．6］

　72
（11．1）

合　　計 379 269 648

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比をを示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。

表28　調査対象受刑者の所属暴力団での人問関係に対する満足度

人問関係に対する

　　満足度

所属暴力団での地位
合　計 κ2値 自由度

検定結果

幹　部 組　員 P値 判定

満足していた 　105
（27．7）

［一〇．1］

　75
（28．1）

［0．1］

　180
（27．9）

2，471 3 0，481

満足していなかった 　134
（35．4）

［0．4］

　90
（33．7）

［一〇．4］

　224
（34．7）

どちらとも言えない 　119
（31．4）

［0．5］

　79
（29．6）

［一〇．5］

　198
（30．7）

分からない 　21
（5．5）

［一1．5］

　23

（8．6）

［1．5］

　44

（6．8）

合　　計 379 267 646

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［

無回答を除く。

］内は，調整済残差を示す。
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表29　調査対象受刑者の所属暴力団での出世見込みの有無

所属暴力団での地位 検定結果
出世見込みの有無 合　計 κ2値 自由度

幹　部 組　貝 P値 判定

見込みはあった 194 85 279

（51．2） （32．0） （43．3）

△　　［4．9］ ▼　　［一4．9］

見込みはなかった 33 36 69

（8．7） （13．5） （10．7）

▼　　［一2．0］ △　　［2．0］

どちらとも言えない 109 79 188
33，589 3 0，000 ＊＊

（28．8） （29．7） （29．1）

［一〇．3］ ［0．3］

分からない 43 66 109

（1L3） （24．8） （16．9）

▼　　［一4．5］ △　　［4．5］

合　　計 379 266 645

（100．0） （100．0） （100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（〉内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。

　表30は，暴力団関係受刑者に対する「本件犯行時までに組を離脱しなかった理由は何だと思いますか」

との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。

　暴力団を離脱しなかった理由として最も多く認識されているのは，暴力団幹部は「親分兄弟分との関

係が切れなかったから」であり，以下，「組に義理があったから」，「組員としての生活に満足していたか

ら」の順となっており，暴力団組員では，「組に義理があったから」に続いて，「親分兄弟分との関係が

切れなかったから」，「組員としての生活に満足していたから」の順になっている。

　暴力団幹部と暴力団組員の回答内容の間には，「自分には入れ墨・指つめがあるから」（1％以下の水

準）以外には統計上の有意差は認められなかった。
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表30　調査対象受刑者の暴力団を離脱しなかった理由

暴力団を離脱 所属暴力団での地位 検定結果

しなかった理由 幹　部 組　貝
合　計 κ2値 自由度

P値 判定

組員としての生活に満足 128 73 201

していたから （35．4） （30．2） （33．3） 1，762 1 0，184

［1．3］ ［一1．3］

組に義理があったから 150 112 262

（41。4） （46．3） （43．4） 1，386 1 0，239

［一1．2］ ［1．2］

親分兄弟分との関係が切 159 94 253

れなかったから （43．9） （38．8） （41．9） 1，537 1 0，215

［1．2］ ［一1．2］

脱けるのは男の面子が立 71 45 116

たないから （19。6） （18．6） （19．2） 0，097 1 0，756

［0．3］ ［一〇．3］

離脱するには金が要るか 15 17 32

ら （4．1） （7．0） （5．3） 2，400 1 0，121

［一1．5］ ［1．5］

離脱すると自分や家族が 22 24 46

攻撃を受けるから （6．1） （9．9） （7．6） 3，040 1 0，081

卜L7］ ［1．7］

他の手段で生活できな 106 66 172

かったから （29．3） （27．3） （28．5） 0，287 1 0，592

［0．5］ ［一〇．5］

世問が受け入れてくれな 38 27 65

いから （10．5） （11．2） （10．8） 0，066 1 0，798

［一〇．3］ ［0．3］

自分には入れ墨・指っめ 94 38 132

があるから （26．0） （15．7） （21．9） 8，948 1 0，003 ＊＊

△　　［3．0］ ▼　　［一3．0］

その他 43 36 79

（11．9） （14．9） （13．1） 1，146 1 0，284

［一L1］ ［1．1］

合　計 362 242 604

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

「暴力団を離脱しなかった理由」については，重複選択による。

無回答を除く。
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　9　暴力団離脱指導の受講状況等

　調査対象施設では，収容している暴力団関係受刑者に対して，暴力団離脱指導を受講するよう働きか

けを行っており，受講を希望した者に対しては，施設がそれぞれ独自に編成したカリキュラムに従って，

職員，篤志面接委員，教講師，警察職員その他の外部講師による講話，集団討議，ビデオ視聴，読書指

導，面接指導等を行っている。今回の特別調査において，暴力団離脱指導を受講した者は，調査対象と

なった暴力団関係受刑者のうちの129人（17．2％）であった。

　表31は，離脱指導の受講率を暴力団での地位別に見たものである。5％以下の水準で有意差が認めら

れており，「受けた」とする者は，暴力団組員で有意に多く，また，構成比の差は7．2ポイントとなって

いる。

表31調査対象受刑者の離脱指導受講状況

離脱指導の受講状況
所属暴力団での地位

合　計 κ2値 自由度
検定結果

幹　部 組　員 P値 判定

受けた 　　　61
　　（16．6）

▼　　［一2．2］

　　　61
　　（23．8）

△　　［2．2］

122

（19．6）

4，974 1 0，026 ＊

受けていない 　　　306
　　（83．4）

△　　［2．2］

　　　195
　　（76．2）

▼　　［一2．2］

501

（80．4）

合　　計 　367
（100．0）

　256
（100．0）

623

（100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。

表32　調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（施設収容規模別）

離脱指導受講の状況
施設収容規模

合　計 κ2値 自由度
検定結果

500人未満 1，000人未満 1，500人未満 1，500人以上 P値 判定

受けた 　　　　59
　　　（33．1）

△　　［5．2］

　51
（22．7）

［L3］

　　4
（9．3）

［一1．8］

　　　　15
　　　（7．4）

▼　　［一5．4］

　129
（19．9）

43，675 3 0，000 ＊＊

受けていない 　　　　119

　　　（66．9）

▼　　［一5．2］

　174
（77．3）

［一1．3］

　39
（90、7）

［1．8］

　　　　188

　　　（92．6）

△　　［5．4］

　520
（80．1）

合　　計 　178
（100．0）

　225
（100．0）

　　43

（100．0）

　203
（100．0）

　649
（100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

「施設収容規模」は，平成11年12月31日現在の収容人員総数によった。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。
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　表32は，施設の収容規模別で離脱指導の受講状況を見たものである。1％以下の水準で有意であった

が，更に，収容現員を従属変数，離脱指導の受講率を従属変数として単回帰分析を行ったところ，1％

以下の有意水準で回帰直線（Y＝一0．001259x＋2．692）にあてはまることが分かった。

　表33は，離脱指導の受講状況を施設の収容率別に見たものであるが，1％以下の水準で有意差が認め

られ，収容率が90％未満の施設においては，離脱指導を受講したとする者が有意に多く，また，収容率

が90％以上100％未満の施設においては，離脱指導を受講していないとする者が有意に多いことがわか

る。

　表34は，離脱指導の受講状況を施設の暴力団関係者収容率別に見たものであるが，1％以下の水準で

有意差が認められ，暴力団関係者の収容率が50％以上60％未満の施設においては，離脱指導を受けたと

する者が有意に多いことが分かる。

表33調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（収容率別）

離脱指導の

受講状況

収　　容　　率
合計 κ2値 自由度

検定結果

85％未満 85－89％ 90－94％ 95－99％ 100－104％ 105％以上 P値 判定

受けた 　　　15

　（42．9）

△　［3．6］

　　　37

　（29．6）

△　［3．2］

　　　11

　（10．3）

▼［一2．6］

　　　27

　（12．1）

▼卜3．5］

　37
（23．3）

［1．4］

　　2
（18．2）

［一〇．1］

　129
（19。5）

35，424 5 0，000 ＊＊

受けていない 　　　20

　（57．1）

▼［一3．6］

　　　88

　（70．4）

▼［一3．2］

　　　96

　（89．7）

△　［2．6］

　　197

　（87．9）

△　［3．5］

　122
（76．7）

［1．4］

　　9
（81．8）

［0．1］

　532
（80．5）

合　　計 　　35

（100．0）

　125
（100．0）

　107
（100．0）

　224
（100．0）

　159
（100．0）

　　11

（100．0）

　661
（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。

表34　調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（暴力団関係者収容率別）

離脱指導の受講状況

暴力団関係者の収容率

合　計 κ2値 自由度

検定結果

30％未満
30％以上

40％未満

40％以上

50％未満

50％以上

60％未満
P値 判定

受けた 　42
（19．9）

［0．0］

　　　　28
　　　（13．0）

▼　　［一3．1］

　32
（20．3）

［0．1］

　　　　26
　　　（44．1）

△　　［4．9］

　128
（19。9）

28，003 3 0，000 ＊＊

受けていない 　169
（80．1）

［0．0］

　　　　187

　　　（87．0）

△　　［3．1］

　126
（79．7）

［一〇．1］

　　　　33
　　　（55．9）

▼　　［一4．9］

　515
（80．1）

合　　計 　211
（100．0）

　215
（100．0）

　158
（100．0）

　59
（100．0）

　643
（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。
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表35調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（暴力団加入に対する意識別）

離脱指導受講の状況

暴力団加入に対する意識

合　計 κ2値 自由度

検定結果

良かったと

　思う

良かったと

は思わない

良かったか

　、どフかは

分からない

P値 判定

受けた 　　　21
　　（13．5）

▼　［一2．3］

　　　59
　　（26．7）

△　［3．2］

　47
（17．9）

卜1．0］

127

（19．8）

11，164 2 0，004 ＊＊

受けていない 　　135
　　（86．5）

△　［2．3］

　　162
　　（73．3）

▼　［一3．2］

216

（82．1）

［1．0］

513

（80．2）

合　　計 　156
（100．0）

　221
（100．0）

　263
（100．0）

　640
（100．0）

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

無回答を除く。

　表35は，「組に加入して良かったと思いますか」及び「このたびの受刑中に，組を離脱するための指導・

教育を受けたことがありますか」との質問に対する回答結果の関係について見たものである。

　各群で，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団に加入して良かったと答えている者は，「受け

た」で有意に少なく，「受けていない」で多くなっており，加入して良かったとは思わないと答えた者は，

「受けた」で有意に多く，「受けていない」で有意に少なくなっている。

　表36は，離脱指導を受講した者に対する「受けた内容の中で出所後に役立つと思ったのはどんなもの

ですか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものであ

る。

　暴力団幹部，暴力団組員いずれの場合においても，最も比率が高かったのは「施設職員の話」であり，

暴力団幹部の場合は46．2％，暴力団組員の場合は55．1％に達している。そのほか，暴力団幹部では，「面

接指導」（17．3％），「ビデオなどの視聴覚教材」（11．5％），暴力団組員では「面接指導」（38．8％），「警

察職員・職業訓練所等外部講師の話」（24．5％）の順で高くなっている。

　選択肢別に見ると，「警察職員・職業訓練所等外部講師の話」，「面接指導」，「作文」，「離脱に関する相

談所などの公的機関の紹介」について，5％以下の水準で有意差が認められ，いずれの選択肢について

も，暴力団幹部で有意に少なく，暴力団組員で有意に多くなっている。また，「役立つと思ったものはな

かった」とする者は，暴力団幹部で有意に多く，暴力団組員で有意に少なかった。
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表36役に立った離脱指導の内容（所属暴力団での地位別）

役に立った 所属暴力団での地位
A

検定結果

離脱指導の内容 幹　部 組　員
。　計 κ2値 自由度

P値 判定

ビデオなどの視聴覚教材 6 10 ！6

（1L5） （20．4） （15．8） 1，489 1 0，222

［一L2］ ［L2］

警察職員・職業訓練所等 4 12 16

外部講師の話 （7．7） （24．5） （15．8） 5，339 1 0，021 ＊

▼　　［一2．3］ △　　［2．3］

施設職員の話 24 27 51

（46．2） （55．1） （50．5） 0，808 1 0，369

卜0。9］ ［0．9］

集団討議 2 3 5
（3．8） （6．1） （5．0〉 0，278 1 0，598

［一〇．5］ ［0．5］

面接指導 9 19 28

（17．3） （38．8） （27．7） 5，803 1 0，016 ＊

▼　　［一2．4］ △　　［2．4］

作　　文 2 8 10

（3．8） （16．3） （9．9） 4，405 1 0，036 ＊

▼　　［一2．1］ △　　［2．1］

読書指導 1 2 3
（1．9） （4．1） （3．0） 0，408 1 0，523

［一〇．6］ ［0．6］

離脱に関する相談所など 4 11 15

の公的機関の紹介 （7．7） （22．4） （14．9） 4，344 1 0，037 ＊

▼　　［一2．1］ △　　［2．1］

その他 1 一 1
（L9） （1．0） 0，952 1 0，329

［1．0］ ［一LO］

役立つと思ったものはな 14 5 19

かった （26．9） （10．2） （18。8） 4，617 1 0，032 ＊

△　　［2．1］ ▼　　［一2．1］

合　　計 52 49 101

注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。

「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。

残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

重複選択による。

無回答を除く。
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表37　出所後の所属暴力団との関係別離脱指導受講状況

出所後の所属暴力団との関係 検定結果

離脱指導の

受講状況

組にもどる

つもりであ

組とは関係を断

ち切りたいが，

組とは関係を断

ち切りたくない
組にもどる

つもりはな その他
合　計 κ2値 自由度

P値 判定
組にもどると思 が，組にはもど

る い
、
フ れないと思う

受けた 33 7 2 70 10 122

（12．0） （12．3） （25．0） （31．3） （2L3） （20．0）

▼　［一4．4］ ［一1．5］ ［0．4］ △　［5．3］ ［0．2］

4 0，000 ＊＊

受けていな 241 50 6 154 37 488
30，855

い （88。0） （87．7） （75．0） （68．8） （78．7） （80．0）

△　［4．4］ ［1．5］ ［一〇．4］ ▼　［一5．3］ ［一〇．2］

合　　計 274 57 8 224 47 610

（100．0） （100．0） （100．0） （100．0） （100。0） （100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。

　表37は，暴力団関係受刑者に対する「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，ど

のように考えていますか」との質問について回答を求めた結果を，離脱指導受講の有無別に見たもので

ある。1％以下の水準で有意差が認められ，離脱指導を受けたと回答した者では，「組にもどるつもりは

ない」とする者で有意に多く，離脱指導を受けていないと回答した者では，「組にもどるつもりである」

で有意に多くなっている。

　表38は，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」及

び「組に加入してよかったと思いますか」の質問について，それぞれ得られた回答結果の関連を見たも

のである。なお，「組にもどるつもりである」と「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれない

と思う」は「組に戻りたい」に，また，「組にもどるっもりはない」と「組とは関係を断ち切りたいが，

組にもどると思う」は「組に戻りたくない」としてグループ化しているが，これは表46まで同様である。

　「組に戻りたい」を選択した者は，暴力団に加入して「良かったと思う」とする者の84．9％，「良かっ

たかどうかは分からない」とする者の58．5％，暴力団に加入して「良かったとは思わない」とする者の

15．9％であり，一方，「組に戻りたくない」とする者は，暴力団に加入して「良かったとは思わない」と

する者の84．1％，「良かったかどうかは分からない」とする者の41．5％，「良かったと思う」とする者の

15．1％となっている。各群間には，1％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」と回答した者

は，暴力団に加入して良かったとする者及び良かったかどうか分からないとする者で有意に多く，良

かったとは思わないとする者で有意に少なくなっている。
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表38　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（暴力団加入に対する意識別）

離　脱　意　欲

暴力団加入に対する意識

合　計 κ2値 自由度

検定結果

良かったと

　思う

良かったと

は思わない

良かったか

　　、どフかは

分からない

P値 判定

組に戻りたい 　　　124
　　（84．9）

△　［9。9］

　　　33
　　（15．9）

▼［一12．3］

　　　127
　　（58．5）

△　［3．3］

　284
（49．7）

174，500 2 0，000 ＊＊

組には戻りたくない 　　　22
　　（15．1）

▼　［ 9．9］

　　　175
　　（84．1）

△　［12．3］

　　　90
　　（41．5）

▼　［一3．3］

　287
（50．3）

合　　計 　146
（100．0）

　208
（100．0）

　217
（100．0）

　571
（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれ

　　ないないと思う」と回答した者である。

　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどる

　　と思う」と回答した者である。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。

　表39は，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」及

び「本件犯行時に加入していた組での地位に満足していましたか」の質問について，それぞれ得られた

回答結果の関連を見たものである。

　「組に戻りたい」を選択した者は，（所属暴力団での地位に）「満足していた」とする者の69．1％である

が，「満足していなかった」及び「どちらとも言えない」とする者では45％前後，「分からない」とする

者では32％強にとどまっている。

　各群間には，1％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」と回答した者は，所属暴力団での

地位に「満足していた」とする者で有意に多く，「どちらとも言えない」，「分からない」とする者で有意

に少なくなっている。

　表40は，暴力団関係受刑者に対し，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どの

ように考えていますか」及び「本件犯行時に加入していた組の人間関係に満足していましたか」の質問

について，それぞれ得られた回答結果の関連を見たものである。

　「組に戻りたい」を選択した者は，（所属暴力団での人間関係に）「満足していた」とする者の75．9％で

あるが，「どちらとも言えない」とする者では50％強，「満足していなかった」とする者では32％強，「分

からない」とする者では30％弱となっている。

　各群間には，1％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」と回答した者は，所属暴力団での

人間関係に「満足していた」とする者で有意に多く，「満足していなかった」及び「分からない」とする

者で有意に少なくなっている。
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表39調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（地位に対する満足度別）

離脱　意　欲

地位に対する満足度

合　計 κ2値 自由度

検定結果

満足して

　いた

満足して

いなかった

どちらとも

言えない
分からない P値 判定

組に戻りたい 　　　　112

　　　（69．1）

△　　［5．8］

　63
（45．3）

［一L3］

　　　　　91

　　　（43．5）

▼　　［一2．3］

　　　　　20

　　　（32．3）

▼　　［一3．0］

　286
（50．0）

36，239 3 0，000 ＊＊

組には戻りたくない 　　　　　50

　　　（30．9）

▼　　［一5．8］

　76
（54．7）

［1．3］

　　　　118

　　　（56．5）

△　　［2．3］

　　　　　42

　　　（67，7）

△　　［3．0］

　286
（50．0）

合　　計 　162
（100。0）

　139
（100．0）

　209
（100．0）

　　62

（100．0）

　572
（100．0）

注　1　法務総合研究所の調査による。

　　2　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないな

　　いと思う」と回答した者である。

　　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」

　　　と回答した者である。

　　4　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　5　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　6　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　7　無回答を除く。

表40調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（人問関係に対する満足度別）

離　脱　意　欲

人間関係に対する満足度

合　計 κ2値 自由度

検定結果

満足して

　いた

満足して

いなかった

どちらとも

言えない
分からない P値 判定

組に戻りたい 　　　　123

　　　（75．9）

△　　［7．8］

　　　　67
　　　（32．8）

▼　　［一6．1］

　85
（50．3）

［0．1］

　　　　11
　　　（29．7）

▼　　［一2．5］

　286
（50．0）

73，662 3 0，000 ＊＊

組には戻りたくない 　　　　39
　　　（24．1）

▼　　卜7．8］

　　　　137

　　　（67．2）

△　　［6．1］

　84
（49．7）

［一〇．1］

　　　　26
　　　（70．3）

△　　［2．5］

　286
（50．0）

合　　計 　162
（100．0）

　204
（100．0）

　169
（100．0）

　　37

（100．0）

　572
（100．0）

注　1　法務総合研究所の調査による。

　　2　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないな

　　いと思う」と回答した者である。

　　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」

　　　と回答した者である。

　　4　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　5　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　6　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　7　無回答を除く。
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　表41は，暴力団関係受刑者に対し，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どの

ように考えていますか」の回答結果と，「あなたにとって，組に入ったことの魅力・メリット・得たもの

はどんなことでしたか」と重複選択で尋ねた結果の関連を，回答選択肢別に見たものである。

　「出世できる」及び「世間の役に立っている」との選択肢を選んだ者について，それぞれ1％以下の水

準で有意差が認められ，いずれの選択肢においても，「組に戻りたい」とする者で有意に多くなっている。

表41調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（暴力団加入の魅力・メリット別）

離脱意欲

暴力団加入の魅力・メリット

合計
特にない

自分が強

くなれる

組の名前

で仕事が

しやすい

金に困ら

　ない
出世できる

面倒を

見ても

らえる

格好が

いい

女性に

もてる

仲間が

増える

刺激に

あふれて

　いる

世間の役に

立っている
その他

組に戻りた

い

　80

（48．5）

［一1．2］

　43

（53，8）

［0．31

　93

（53．8）

10．5］

　60

（53，1）

［0．21

　　　65

　　（67．7）

△　［3．4］

　48

（51．1）

［一〇，3］

　48

（49．0）

［〇．7］

　28

（49．1）

［一〇，5］

　78

（59．5）

［L9］

　77

（58。8）

［1．7］

　　　31

　（77．5）

△　［3．3］

　　　32

　（78，0）

△　［3，4］

257

（52，3）

組には戻り

たくない

　85

（51．5）

［L2］

　37
（46．3）

［一〇．3］

　80

（46，2）

［一〇．5］

　53

（46．9）

［一〇，2］

　　　31

　　（32，3）

▼［一3．4］

　46

（48．9）

［0．3］

　50

（51．0）

［0．7］

　29

（50，9）

［0．5］

　53

（40．5〉

［一1．9］

　54

（41．2）

［一1．7］

　　　9

　（22．5）

▼［一3．3］

　　　9

　（22．0）

▼［一3．4］

234

（47．7）

合　計 165 80 173 113 96 94 98 57 131 131 40 41 491

κ2値 1，482 0，076 0，214 0，034 11，295 0，076 0，555 0，268 3，713 2，967 11，049 11，851

自由度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

検定

結果

P値 0，223 0，783 0，643 0，855 0，001 0，783 0，456 0，605 0，054 0，102 0，001 0，001

判定 ＊＊ ＊＊ ＊＊

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」・及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないと

　　思う」と回答した者である。

　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組のもどると思う」

　　と回答した者である。

　　　（）内は，回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　重複選択による。

　　　無回答を除く。
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　表42は，暴力団関係受刑者に対し，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どの

ように考えていますか」の回答結果と，「あなたにとって，組に入ったことの不利益・デメリット・失っ

たものはどんなことでしたか」と重複選択で尋ねた結果の関連を，回答選択肢別に見たものである。

　「世間から冷たい（白い）目で見られる」以外の選択肢において，1％以下（「警察ににらまれる」は

5％以下）の水準で有意差が認められ，いずれの選択肢においても，「組に戻りたくない」とする者で有

意に多くなっている。

表42　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（暴力団加入の不利益・デメリット別）

離脱意欲

暴力団加入の不利益・デメリット

合計
特にない

家族に

迷惑を

かける

両親に

迷惑を

かける

世間から

冷たい

（白い）

目で見ら

れる

普通の人

から相手

にされな

くなる

危ない目

に遭いや

すい

警察に

にらまれ

　る

一度入る

と脱ける

ことがで

きない

思ったよ

りも経済

的に苦し

　い

普通の生

活ができ

なくなる

かた

苦しい
その他

組に戻り

たい

　　42
　（79．2）

△［4．6］

　148
　（40．9）

▼卜5．5］

　120
　（40．0）

▼［一4．8］

　66

（42．6）

［一1．9］

　　33
　（27，5）

▼［一5，4］

　　99
　（41．6）

▼卜3．1］

　154
　（45．6）

▼［一2．1］

　　11
　（16．7）

▼［一5．6］

　　47
　（26．0）

▼［一7．7］

　　90
　（37．8）

▼［一4．7］

　　27
　（26．7）

▼［一5．0］

　11

（40．7）

［一〇．9

260

（49，1）

組には戻

りたくな

い

　　11
　（20．8）

▼［一4．6］

　214
　（59．1）

△［5．5］

　180
　（60．0）

△［4．8］

　89

（57，4）

［1．9］

　　87
　（72．5）

△［5．4］

　139
　（58，4）

△［3．1］

　184
　（54．4）

△［2．1］

　　55
　（83．3）

△［5．6］

　134
　（74．0）

△［7．7］

　148
　（62．2〉

△［4．7］

　　74
　（73．3）

△［5．0］

　16

（59．3）

［0．9

270

（50．9）

合　計 53 362 300 155 120 238 338 66 181 238 101 27 530

κ2値 21，475 30，522 22，689 3，676 28，844 9，620 4，559 31，647 58，638 21，844 24，883 0，787

自由度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

検定

結果

P値 0，000 0，000 0，000 0，055 0，000 0，002 0，033 0，000 0，000 0，000 0，000 0，375

判定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないと

　　思う」と回答した者である。

　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組のもどると思う」

　　と回答した者である。

　　　（）内は，回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　重複選択による。

　　　無回答を除く。
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　表43は，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」に

対する回答結果と，少年時代の非行等の経験を重複選択で尋ねた結果との関連を見たものである。「薬物

使用」は，5％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」とする者で有意に多くなっている。

　なお，配偶者又は子供の有無及び入所前の生活状況と所属暴力団への復帰意欲との関連も調べてみた

が，統計上の有意差は認められなかった。

表43調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（少年時代の経験別）

離　脱　意　欲

少年時代の経験

合　計
薬物使用

暴走族など

の不良集団

への加入

親・兄弟へ

　の暴力

親・兄弟か

らの暴力・

　虐待

他の人をい

じめたこと

いじめられ

　たこと

組に戻りたい 　　220
　　（51．8）

△　［2．4］

　186
（49．6）

［0．3］

　75
（53．2）

［1．1］

　38
（56．7）

［L3］

　132
（52．6）

［1．5］

　49
（44．5）

卜1．1］

256

（49。2）

組には戻りたくない 　　205
　　（48．2）

▼　［一2．4］

　189
（50．4）

［ 〇．3］

　66
（46．8）

［一1．1］

　29
（43．3）

［一1．3］

　119
（47．4）

［一1．5］

　61
（55．5）

［1．1］

264

（50．8）

合　　計 425 375 141 67 251 110 520

κ2値 5，976 0，073 1，214 1，724 2．19 1，225

自由度 1 1 1 1 1 1

検定の

結　果

P値 0，015 0，787 0，270 0，189 0，139 0，268

判定 ＊

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「少年時代の経験jは，重複選択による。

　　　「薬物使用」は，シンナー，ボンド，トルエン，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤等の使用をいう。

　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にはもどれないと

　　思う」と回答した者である。

　5　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及ぴ「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると

　　思う」と回答した者である。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。
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　表44は，「初めて警察に捕まったときは何歳でしたか」との質問に対する回答結果と，組への復帰意欲

との関連を見たものである。5％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」とする者は16・17歳

で有意に多くなっている。

　なお，初めて警察に捕まったときの非行内容と組への復帰意欲との関連については，統計上の有意差

は認められなかった。

表44　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（初度逮捕時年齢層別）

離脱意欲
初度逮捕時年齢層

合　計 π2値 自由度
検定結果

14歳未満 14・15歳 16・17歳 18・19歳 20－29歳 30歳以上 P値 判定

組に戻りたい 　79
（53．4）

［1．1］

　75
（45．7）

［一L1］

　　　67
　　（59．8）

△　［2．5］

　30
（45．5）

卜0．6］

　25
（39．7）

［一1．6］

　　7
（31．8）

［一1．7］

　283
（49．2）

12，962 5 0，032 ＊

組には戻りたく

ない

　69
（46．6）

卜1．1］

　89
（54．3）

［1．1］

　　　45
　　（40．2）

▼　［一2．5］

　36
（54．5）

［0。6］

　38
（60．3）

［1．6］

　15
（68．2）

［1．7］

　292
（50．8）

合　　計 　148
（100．0）

　164
（100．0）

　112
（100．0）

　66
（100．0）

　63
（100．0）

　22
（100．0）

　575
（100．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にはもどれないと思う」

　　と回答した者である。

　　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」

　　と回答した者である。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。
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　表45は，暴力団関係受刑者に対する「組を離脱するために具体的な行動を取りましたか」との質問に

ついて，重複選択で回答を求めた結果を，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，

どのように考えていますか」との質問に対する回答結果別に示したものである。

　「組に戻りたい」とする者の比率は，「何もしていない」で有意に多く，「離脱届を出した」及び「組か

ら破門・絶縁された」とする者で有意に少なくなっている。

　「組には戻りたくない」とする者のうち，「離脱届を出した」と回答した者は88．3％であり，「組から破

門・絶縁された」と回答した者は87．2％となっているが，「組に戻りたい」とする者の中にも，「離脱届

を出した」とする者が21人（11.7％），「組から破門・絶縁された」とする者が11人（12．8％）含まれて

いる。

表45調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（離脱のための具体的行動別）

離　脱　意　欲

離脱のための具体的行動

合　計何もして

いない

離脱届を

出した

組から破門・

絶縁された
その他

組に戻りたい 　　　　184

　　　（73．6）

△　　［13．3］

　　　　21
　　　（11．7）

▼　［一10．9］

　　　　11
　　　（12．8）

▼　　［一6．4］

　　　　　8

　　　（22．9）

▼　　［一2．6］

　220
（44．2）

組には戻りたくない 　　　　66
　　　（26。4）

▼　卜13．3］

　　　　158

　　　（88．3）

△　　［10．9］

　　　　75
　　　（87．2）

△　　［6．4］

　　　　27
　　　（77．1）

△　　［2．6］

　278
（55．8）

合　　計 　250
（100．0）

　179
（100．0）

　　86

（100．0）

　　35

（100．0）

　498
（100．0）

π2値 176，235 119，282 41，524 6，938

自由度 1 1 1 1

検定結果
P値 0，000 0，000 0，000 0，008

判定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるつもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，

　　組にはもどれないないと思う」と回答した者である。

　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を絶ち切りたい

　　が，組にもどると思う」と回答した者である。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　無回答を除く。
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　表46は，「組を離脱するために必要な条件・方法は何だと思いますか」との質問について，重複選択で

回答を求めた結果を，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えてい

ますか」との質問に対する回答結果別に示したものである。「組には戻りたくない」とする者は，「暴力

団（組）事務所との接触を絶つこと」，「一般社会での就業や生活の基盤が確保されること」，「相談に乗っ

てくれる人がいること」及び「自分の家族の身の安全を確保すること」の選択肢において，有意に多く

なっている。

表46　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（離脱のための必要条件・方法別）

離脱意欲

離脱のための必要条件・方法

合計

暴力団
（組）事務

所との接

触を絶つ

　こと

よその土

地で暮ら

すこと

警察など公的

機関によって

一時的に避難

できる場所を

確保してもら

　うこと

一般社会

での就業

や生活の

基盤が確

保される

　こと

入れ墨除

去や義指

金銭的な

援助があ

ること

相談に

乗ってく

れる人が

いること

仕事に関

する訓練

や資格が

あること

周囲の人

が特別な

目で見な

いこと

自分と家

族の身の

安全を確

保するこ

　と

その他

組に戻りたい 　　75
　（25．8）

▼［一6．5］

　78

（32．8）

［一L7］

　10

（26．3）

［一L3］

　　55
　（28．5）

▼［一3．0］

　10

（38．5）

［0．2］

　30

（38．5）

［0，4］

　　47
　（26．6）

▼［一3．5］

　36

（32．1）

［一1．1］

　13

（28．3）

［一1．2

　　23
　（22．8）

▼卜3．2

　　41
　（71．9）

△［6．0

160

（36．4）

組には戻りた

くない

　　216

　（74．2）

△［6．5］

160

（67．2）

［1．7］

　28
（73，7）

［1．3］

　　138

　（7L5）

△［3．0］

　16
（61．5）

［一〇．2］

　48
（61．5）

［一〇．4］

　　130

　（73．4）

△［3．5］

　76

（67．9）

［1．1］

　33
（7L7）

［L2

　　78
　（77．2）

△［3．2

　　16
　（28．1）

▼［一6．1

280

（63．6）

合　計 291 238 38 193 26 78 177 112 46 101 57 440

κ2値 41，650 2，888 1，815 9，193 0，053 0，180 12，315 1，157 1，457 10，465 35，796

自由度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

検定

結果

P値 0，000 0，089 0，178 0，002 0，189 0，671 0，001 0，282 0，227 0，001 0，000

判定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるつもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないと

　　思う」と回答した者である。

　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組のもどると思う」

　　と回答した者である。

　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。

　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。

　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。

　　　重複選択による。

　　　無回答を除く。
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第3　まとめ

　前章では，調査対象となった暴力団関係受刑者について，年齢層，家族状況，経済状況，少年時の家

庭・非行状況等の身上に関する事項のほか，暴力団への加入動機，暴力団への帰属意識，暴力団離脱の

意欲等，所属暴力団に対する意識に関して，彼らからの回答を集計した上，様々な切り口で分析を行っ

た。

　本章では，前章での分析結果を踏まえ，暴力団関係受刑者の犯罪傾向についての全体像を把握した上

で，彼らに対する矯正処遇が現時点で抱えている問題とそれを解決するための方策及び課題について若

干の考察を加えることとしたい。

　調査結果をまとめると，大略以下のとおりとなる。

　1　暴力団関係受刑者の犯罪傾向

　昭和45年当時の暴力団関係者は，暴力行為を構成要件とした犯罪にかかわる可能性が高かったが，昭

和48年ころからは，刑法犯では，窃盗，詐欺等の財産犯の比率が，そして，特別法犯では，覚せい剤取

締法違反の比率が高くなってきている。

　また，年齢構成を見ると，暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者，そして，一般国民に比較しても

若い層が多く，20歳代では，傷害及び恐喝という，暴力団にとってオーソドックスな犯罪形態にかかわ

る者が多い。一方，覚せい剤取締法違反，銃砲刀剣類所持等取締法違反といった犯罪については，20歳

代で少なく，それより年長の30歳代で多くなっている。

　暴力団関係者の犯罪傾向は，このように，暴力行為を構成要件又は背景としたものから次第に覚せい

剤取締法違反へとウェートを移し，ここ20数年，詐欺，窃盗等の構成比も漸増傾向にあり，より多様で

巧妙なものへと変わりつつあるように思われる。こういった犯罪動向は，暴力団を取り巻く社会・経済

情勢，年齢層，構成員の価値観・人生観，集団内の習慣やしきたりを含む副次文化等の変化ともかかわっ

ているように思われるが，これらの関連性については，更なる研究を通して明らかにされなければなら

ない。

　2　非行歴

　暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べて，薬物使用，親・兄弟への暴力及び族等の不良集団

への加入の経験があるとする者が多くなっている。初発非行年齢については，それ以外の受刑者の場合

に比して，15歳以下とする者が多く，初発非行の内容については，「暴力にかかわるもの」，「車の運転に

かかわるもの」及び「薬物にかかわるもの」が多く，逆に，「お金や物にかかわるもの」は少ない。

　こういった結果から，暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者と比べて，比較的早い時期から暴力，薬

物等にかかわる非行が発現していることが分かる。

　3　暴力団関係受刑者の家庭・経済状況等

　暴力団関係受刑者の既婚率（内縁関係を含む。）は，それ以外の受刑者のそれに比較して高い。しかし

ながら，昭和45年及び同60年当時に比べると，平成11年の既婚率は，15ポイント以上も下がっている。

なお，離婚経験についても，暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者に比べその比率が高くなっている。

　また，暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者に比して，受刑中の手紙等の発受や面会の頻度が高く，
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出所後の身元引受人についても，配偶者，父母等を指定する者が多い。

　少年時代の生活状況に関しては，それ以外の受刑者との間に有意な差が認められなかった反面，犯行

当時の生活状況については，それ以外の受刑者に比して，「苦しかったと思う」とする者は少ない。

　事件の契機について，暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べると，「友人のため」及び「組な

ど，所属組織のため」とする者が多い。

　以上のことを要約すると，以下のようになる。

　ア　暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者に比べて，配偶者を含めた家族とのかかわりが深く，犯行

　時の生活状況も良い者が多い。

　イ　事件を所属組織等のために起こしたとする者がそれ以外の受刑者に比べると多く，殺人はそう

　　いった契機で行われることが多い反面，窃盗は自分や家族のために行われることが多い。

　詐欺については，統計上の有意差が認められないものの，窃盗と同様，自分や家族のために行われる

ことが多く，これら2つの罪種の構成比が昭和48年ころからおおむね上昇傾向にあるという事実は，暴

力団構成員の組織に対する凝集性の変化を示しているのかもしれない。

　4　暴力団への帰属意識等

　暴力団関係受刑者のうち，組に加入して良かったとする者は約20％強，逆に良かったとは思わないと

する者が35％強となっている。加入のメリットとして多く挙げられているのは「組の名前で仕事がしや

すい」，「刺激にあふれている」，「仲間が増える」等であり，加入のデメリットとしては，「家族に迷惑を

かける」，「両親に迷惑をかける」，「警察ににらまれる」等が多くなっている。

　組に入って良かったとする者は，メリットとして「出世できる」，「世間の役に立っている」，「刺激に

あふれている」等を挙げるものが多く，逆に，組に入って良かったとは思わないとする者は，デメリッ

トとして，「普通の人から相手にされなくなる」，「世間から冷たい（白い）目で見られる」，「家族に迷惑

をかける」等を挙げるものが多い。

　所属暴力団での地位及び人間関係について，「満足していた」と答えた者は，暴力団幹部及び暴力団組

員を合わせると，それぞれ約27％，約28％である。

　5　暴力団からの離脱の意欲，施設内での暴力団離脱指導受講状況等

　組から離脱しなかった理由としては，「親分兄弟分との関係が切れなかったから」，「組に義理があった

から」，「組員としての生活に満足していたから」等が多く挙げられている。出所後の身のふり方に関し

て，組に戻りたいとする者は，組に戻りたくないとする者に比べて，「出世できる」及び「世間の役に立っ

ている」とする者の比率が高く，逆に，組に戻りたくないとする者は，「世間から冷たい（白い）目で見

られる」との選択肢を除き，「家族に迷惑をかける」，「危ない目に遭いやすい」，「一度入ると脱けること

ができない」，「思ったよりも経済的に苦しい」及び「かた苦しい」の選択肢について，組に戻りたいと

する者より選択率が高くなっている。また，出所後の身のふり方について，離脱指導を受講した者のう

ち，「組にもどるつもりはない」又は「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」と答えている

者は全体の約63％であるが，「組にもどるっもりである」とする者も約27％含まれている。

　収容施設が実施している暴力団離脱指導を受講した者は，全体の約17％にとどまっている。暴力団の

地位別では，暴力団組員の方が約7ポイント高い。

　施設の収容規模と受講率との間には関連が認められ，収容規模等が大きくなるに従い，受講率が下が

る傾向が認められる。
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　組への加入を肯定的に受け止めているか否かに関して，組に加入して良かったとは思わないとする者

は，加入して良かったとする者に比して，離脱指導の受講率が高い。また，出所後の身のふり方に関し

て，組に戻るつもりはないとする者は，その以外の者に比して受講率が高くなっている。

　上述の調査結果を踏まえ，現時点で離脱指導がかかえる問題点等について考察した結果を以下に述べ

る。

（1）(ア)暴力団関係受刑者は比較的早い時期から非行に手を染め，その非行内容も暴力行為を背景又は内

　容とするものが多い，（イ）犯罪を行った当時の生活状況等がその他の受刑者と比較して安定している，

　（ウ)組に戻るとする者が約5割いる，といった事実は，組への帰属意識の強さや犯罪性の進度をうかが

　わせるもので，彼ら自身の更生の困難さが痛感される。離脱指導の受講率が約17％にとどまっている

　のも，こういった事実関係が背景にあってのことと思われるが，一方で，本研究の調査結果は，以下

　の諸点で，離脱指導の受講率向上の可能性をも示唆しているように思われる。受講率向上の努力は継

　続的に続けられるべきであるのは当然であるが，受講率を高めるための具体的な手段・方法について

　の更なる研究が望まれる。

（2）収容規模が大きくなればなるほど受講率は下がる傾向にあるとの調査結果は，離脱指導を含めた各

　種の教育活動への参加率は，施設の規模が小さいほど高いことを意味するものである。大規模施設で

　教育への参加率が低下する理由を明確化することは容易ではなく，本研究でもこのことについて結論

　を出すことはできなかったが，(ア)大規模施設では，被収容者数が多いために集団内での人間関係も一

　層複雑化しており，管理上の配慮により多くの手間と時間をかけざるを得なくなる，(イ）とりわけ，暴

　力団離脱指導のようなものの場合，対象者が見栄や外聞を気にする傾向を有する関係上，抗争関係に

　ある派閥関係者及び友好関係にある派閥関係者を含む他の受刑者の目や耳そして口が気になって，指

　導への参加を躊躇させる，(ウ)実施する対象者が小人数の場合の方が対象者の個々のレディネスに応じ

　た指導が行いやすい，といった事情が存在する可能性は否定できないように思う。

　　いずれにしても，離脱指導を含む教育活動への参加率を上げていくために，小規模施設が適してい

　ることは疑いないことと思われるが，既に建設されている施設の規模を変えることは事実上困難であ

　るから，今後の研究では，小規模施設が実現しているような収容・教育環境をいかにして多くの施設

　で構築していくかが指導受講率向上に関する重要な課題の一つということになろう。

（3）表35にも示されているように，暴力団に加入して良かったとは思わないとする者全員が離脱指導を

　受講しているわけではなく，受講率は約27％にとどまっている。暴力団加入についての後悔がそのま

　ま離脱指導受講へとつながっていくものでないことは，その余の分析結果が示している。前述したよ

　うに，本人には組員であることに対する誇りや他の受刑者に対する見栄があるだろうし，社会で彼を

　待つ家族等の安否，組を離脱して後の生活に関する展望等が彼の受講意欲に影響を与えているはずで

　ある。その意味では，組から離脱した後の彼らの生活を支える社会的基盤の整備，出所後の就職を容

　易にする職業的技術の付与，出所後の就職先の斡旋，家族等の安全の確保などが警察等関係諸機関の

　協力も得て実現されていくことが離脱のための前提となろう。しかし，こういった出所後の社会環境

　の整備と並行して，離脱指導参加への働き掛けの方法・内容をより効果的なものとしていく努力もお

　ろそかにすべきではないし，離脱指導の方法・内容を受講者にとってより実用的で魅力あるものにし

　ていく工夫も重要である。指導を行うに当たって，外部公的機関を含む各種社会資源を活用すること

　は当然考慮されるべきであろうが，受講者の半数以上の者が施設職員の話が役に立ったと答えている

　ように，施設内部の担当者の資質・能力に磨きをかけていくことでこれまで以上に当該指導を効率的

　なものにする可能性も小さくはない。
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（4）また，表35を見ると，指導受講者中の約17％は，暴力団に加入して良かったとする者であることが

　分かる。わざわざ自らの余暇時間を割いて受講するのであるから，これらの者全員が冷やかしである

　とは思われない。組への加入を肯定的に受け止めている者も，内心，参加したことに伴う不利益をそ

　れ相応に重いものとして受け止めていることの証左だと思われる。離脱指導参加への働き掛けは，彼

　らのこういった内面の琴線に触れるものでなければならない。家族等への迷惑，世間の冷たい目と

　いった不利益は，他人に指摘されるまでもなく，彼ら自身が感じているのであり，その意識をより重

　く，よりはっきりしたものにしていくような働き掛けが必要であり，その手段・方法についても分析

　を深めていくことが望ましい。
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「暴力団関係受刑者の意識に関する調査」実施要領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所

　1　調査目的

　本調査は，組織的な犯罪にかかわる刑事政策上の重要課題の一つである暴力団犯罪対策について考察

するに当たり，暴力団関係受刑者を主な対象に，その特質や暴力団関係者に対する処遇の進め方を検討

するための資料を得ることを目的として行われるものです。

　本調査は，暴力団関係受刑者の実態，暴力団離脱をめぐる問題の所在等を明らかにし，我が国の刑事

政策の一翼として矯正施設が果たしている暴力団対策の現状と課題を探ることも試みています。

　2　調査対象者

　平成11年11月20日から同12年2月20日までの3か月間に，全国のB級処遇施設を出所する刑務所受刑

者全員。ただし，本調査を受けることを拒否する者及び心身等の状態により調査を行うことが適当でな

い者については，実施する必要はありません。

　3　調査方法

　調査対象者に，当所から送付する対象者記入用調査票（別添資料1）を配布し，以下4の留意事項に

御配慮の上，直接記入させてください。さらに，同調査票には氏名・生年月日を記入させないことになっ

ていますが，回収した同調査票ごとに回答者が特定できるように適宜の方法で確認し，個々の記入済み

の同調査票の上に，職員記入調査票（別添資料2）をホッチキス，糊等で添付し，これに対象者記入用

調査票の記載者に関する情報を記入して下さい。

　なお，対象者記入用調査票に記入をしなかった対象者については，職員記入調査票を作成する必要は

ありません。

　対象者記入用調査票及び職員記入調査票については，一括して，調査実施日，調査実施人数等必要事

項を記入した送付明細書（別添資料3－1及び3－2）を添付して，当所に送付してください。

　4　調査を行うに当たっての留意事項

　（1）本調査では，対象者記入用調査票に調査対象者本人の氏名を記載させないこととしています。そ

　　のため，同調査票回収後に職員記入調査票を記載するに際し，調査対象者の特定に困難を伴うこと

　　があり得ますので，この点を回収に際し御配慮いただくとともに，対象者記入用調査票との照合を

　容易にするため，各施設の調査実施担当者において，同調査票に番号等に符丁をつけられても差し

　　支えありません。

　（2）調査方法としては，個別に実施させる場合又は一斉に実施させる場合の二通りが考えられます

　　が，いずれの方法により実施しても差し支えありません。

　（3）形式的な質問を除き，内容についての質問が出た場合は，「自分で思ったとおり答えるように」回

　　答し，設問の内容についての具体的な指導は行わないようにしてください。

　（4）対象者から調査の目的等についての質問が出た場合は，「最近の刑務所での教育活動について知

　　るための調査で，これからの刑務所の教育活動に役立てるための資料にする。」旨説明してくださ

　　い。

　（5）調査を行っている機関についての質問が出た場合は，「刑事政策に関する研究及び資料収集を

　　行っている法務省の研究所である。」旨説明してください。

　（6）もし用紙が不足した場合は．コピーで対処していただくようお願いします。
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5　調査票の返送

以下の期限までに，下記6（1）の返送先に送付してください。

（1）平成11年12月末日まで実施分　　　　　　　　　　　平成12年1月15日

（2）平成12年1月1日から同年2月20日まで実施分　　　平成12年3月1日

6　調査票返送先及び照会先

（1）調査票返送先

　　〒279－0013千葉県浦安市日の出11番地　法務総合研究所　研究部

（2）照会先

　　TEL　O47－382－1684　研究官　　滝　本　幸　一

　　　　　　047－382－1686　研究官補　立　谷　隆　司

　　　　　　047－382－1022　研究官補　橋　本　三保子

　　FAX　　O47－382－1688
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法務総合研究所

職員記入調査票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（庁名）　　　　　（整理番号）

1　庁名・整理番号　　　　　　　　　　　　　［二二二二二二二二ニトー□□□

2調査日　     月　日
3　生年月日（日本国籍以外の場合は西暦を記入してください。）及び国籍

　（明治・大正・昭和・西暦）　　　年　　月　　日生

　国籍　1日本　　2その他（　　　）
4
5

6

7

8

9

10

11

　罪名

　刑名

1　懲役　　　2　禁錮　　　3　懲役．・禁錮併有　　　4　その他（　　　　　　）

　刑の起算日

（昭和・平成）　　　　年　　月　　日

　刑期

1　無期　　　2　有期　　（刑の終了日：平成　　年　　月　　日）

　入所度数

1　1度　　　2　2度　　　3　3度　　　4　4度　　　5　5度以上

　出所時の身元引受人の状況

1　父母　　2　配偶者（内縁関係を含む）　　3　兄弟姉妹　　4　その他の親族

5　知人　　6　雇主　　7　更生保護施設　　8　社会福祉施設　　9　未定

　懲罰事案内容

懲罰事案の有無（1　あり　　　2　なし）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3抗命口回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6抗命□回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8殿棄口回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11その他口回）

　外部交通関係（総数）

（1）　未決時

　発信総数口回　受信総数口回　　　　面会総数［コ回
（2）　既決時

　発信総数口回　受信総数E二ニコ回　　　面会総数口回
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　この嶺萎は，あなたの荊蹴での星箔についてうかがい。轟の馨暑にすることを首箭としています。讃茎甘箭鰍

で鹸することや，あなたの畝の茗箭が由たり，横の箴縞にかかわることはありませんので，できるだけありのま

まを善いてください。

　貿簡は峯蔀で29簡あります。それぞれの蜂簡の蓉え芳は，．箇讐篇に，あてはまる暑弓や欝を猷する酪とあて

はまる暑号の稲に○をつける鵬とがあります。

　また，「その価」を讐んだときなどは（）の串に，輪な騰や埋1由を舎いてください。

問1　調餐目雛のあなたの鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問1　薮寧を猷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田銭

問2　勘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問2　暑弓を猷

藻　　　　　　　　　　　□
問3

　1

　2

　3

　4

荊署は綺ですか。

憲寝

蜘
憲寝・輪翻
その他（ ）

問3網をi獣

□

問4　荊期はどのくらいですか。1か2のいずれかの讐弓を署の箇讐箱に猷し，2を篭んだ　　問4

　　ときは，さらにあてはまる群を善いてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1または2を鰍

麟 □
2を篭んだ酪

□年□月

問5　この荊繊に贈した邑はいつですか．憎箱なら1，職なら2を若の箇蓉箱に猷し，　問5

　　さらに，あてはまる覇哨の酔を善いてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　1または2を籠欠

雌　　　　　　　　　　　□
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝を猷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□年□・□・

問6　雛，鯛ですか，結錯していますか。

　1鯵である
　2　茜怨著がいる

　3　籍雄している

問7　舷に麟したことがありますか。

　1　騒婚したことがある

　2　屡贈したことはない

問6鶴を歎
□

問7網を猷
□

問8　手牧はいますか。

1羅はいる
2搬はいない

問8暑弓を歎

□
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問9

　1

　3

　5

　7

　9

由耕棲の身號1歎は，だれですか。

贈
克第購
美畝

吏灘護旛設

栽

2
4
6
8
10

寵檎著（肉穀箇繰を誉む）

その他の搬

鎧奎

繧瀧撒
その価（ ）

問10　鞘の難は，だれのために急こしたのですか。茨の串でもっともあてはまると憩う

　　ものはどれですか。

1
2
3
4
5

崩のため

撫のため
笈欠のため

組など，旙く慰織のため

その他（ ）のため

問11歩鞘牲に茨のような灘がありますか。ある矢は，あてはまるものを，雌
　毯んでください。

1
2
3
4
5
6

シンナー，ボンド，トルエン，醸，夫麻，あへん，覚せい翔響の藁暢鹸

累是駿などの宋食案甜への茄父

親寛第’への製労

窺・覚第’からの禦ガく・餐得’

裕の茨をいじめたこと

いじめられたこと

問12　粉めて讐漿に捕まったときは荷叢でしたか。

問13　罰めて讐察に蒲まったときの菲肴や胞罪は荷でしたか。

　　あてはまるものを腫蓮んでください。

1
2
3
4
5
6

お釜や楊にかかわるもの

禦ガくにかかわるもの

罹にかかわるもの

く蜜の蓮轄にかかわるもの

藁筋にかかわるもの

その他（ ）

問14あなたの蕃った豪澁の塊快挽う・垂罷食はどうでしたか。

1
2
3
4
5

糖箱だったと憩う

まあ器箱だったと，憩う

鹸である
やや善しかったと憩う

善しかったと憩う

問15曼荊箭の朧快樹・墨落徴はどうでしたか。

1
2
3
4
5

器箱だったと憩う

まあ絡箱だったと憩う

輪である
やや善しかったと憩う

善しかったと憩う

問9網を猷

□

問10鵜を猷

□

問11　あてはまる
暑弓の稲にいくつ

でもOをつけるo

問12酔を猷

□銭
問13あてはまる
網の稲にいくつ

でも○をつける。

問14鵜を猷
　　□

問15網を猷
　　□
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問16　糊蒔に茄欠していた績でのあなたの茄は荷でしたか。

1鱒
2顯

問17　あなたは，糊蒔に茄欠していた績での恥に警楚していましたか。

　1　藩箆していた

　2　藩箆していなかった

　3　どちらとも昔えない

　4　券力・らない

問18　あなたは，糊蒔に茄又していた績の繍に縦していましたか。

　1　藩箆していた

　2　藩矩していなかった

　3　どちらとも昔えない

　4　券力、らない

問19　あなたは，糊蒔に茄欠していた値で，歯笹の曲みはありましたか。

　1　克iムみはあった

　2　克込みはなかった

　　　　　　　せ　り　3　どちらとも言えない
　4　身力・らない

問20　あなたにとって，誼に笑ったことの態芳・メリット・舎たものはどんなこと

　でしたか。あてはまるものを雌題んでください。

1輸こない
　2　　崩が彊くなれる

　3　組の茗ま箭で樽がしやすい

　4　　翌iに菌らない

5　由笹できる

　6　齢協を負てもらえる

7繍がいい
　8　妥軽にもてる

　9　爾商が瑠える

　10　荊撒にあふれている

　11　甚簡の稜に豊っている

12その他（　　　　　　　　　　　）

57

問16鵜を猷

□

問17鵜を猷

□

問18鵜を臥

□

問19　審薯を舘欠

□

問20あてはまる
網の稲にいくつ

でもOをつける。
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問21あなたにとって，績に叉ったことのポ莉蓋・デメリット。翼ったものは

　　どんなことでしたか。あてはまるものを堕麺んでください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

輸こない

蒙族に蓬慧をかける

寄撹に齢をかける

笹簡から路たい（旨い）自で免られる

喜鑑の人から箱手にされなくなる

冠ない自に造いやすい

讐禦ににらまれる

笥隻笑ると競けることができない

憩ったよりも羅審騎に善しい

喜錨の笙揺ができなくなる

かた讐しい

その他（

問22値に茄ヌして良かったと憩いますか。

　1　良かったと憩う

　2　良かったとは憩わない

　3　良かったかどうかは券からない

）

問23あなたが，雑稀蒔までに績を巌しなかった幽由は綺だと憩いますか。あてはまる

　ものを雌篭んでください。
1　緬賞としての笙揺に藩箆していたから

2　績に萎蓮があったから

3　翻寛第雰との餌篠が砺れなかったから

4　饒けるのは算の欝が豊たないから

5　纐するには釜が婁るから

6　轍すると首偽や繊が竣墾を蔓けるから

7　猫の芋後で笙箔できなかったから

8　画商が蔓け犬れてくれないから

9　首努には犬れ墓・措つめがあるから

10その他（ ）

問24　このたびの鰯甲に，績を巌するための蜘・糖を隻けたことがありますか。

　1　蔓けた

2蔓けていない

問25　蔓けた騰の箪で出競犠に梗笠っと憩ったのはどんなものですか。あてはまる

　　ものを雌篭び，さらに，篭んだものについて憩い由せるものがあれば，

　　（　）肉に，貞篇菌に舌いてください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ビデオなどの窺競薮粉’（

警灘賞・し磯勘藤餅辱贈識の讐（
旙識賞の讐（

彙齢議（

置樹講（

織（
議く善講（

轍に蘭する箱駿競などの蜀繍蘭の籍芥’（

その他（

食董つと慧ったものはなかった

問21あてはまる
網の稲にいくつ

でもOをつける●

3
4
5
6
7
8

問22暑樗を歎

□

問23　あてはまる
暑弓の稲にいくつ

でもOをつけるo

3
4
5
6
7
8

10

問24鵯を鰍

□
問25　あてはまる

網の稲にいくつ

でもOをつけるo

3
4
5
6
7
8
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問26蔓けた騰の串で由耕犠にあまり梗並たないと憩ったのはどんなものですか。

　　あてはまるものを魁篭んでください。さらに，篭んだものについて，

　　（）歯に，憩い由せるものがあれば」繍酌に善いてください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

覆並たないと憩ったものはなかった

ビデオなどの窺競寂粉’（

警職賞・し纏淘隙餅辱贈論の讐（
旙識賞の器（

彙齢議（

識簿（
撒（
議く善輪（

轍に蘭する箱駿號などの蜀翻蘭の霜芥’（

その他（

問27　あなたは，貌雀，由耕覆にこれまで耕疑していた緕との醸について，

　　どのように響えていますか。

1
2
3
4
5

組にもどるつもりである

鮪とは蘭篠を断ち動りたいが，緬にもどると，憩う

組とは餌篠を断ち動りたくないが，組にはもどれないと憩う

績にもどるつもりはない

その他（　　　　　　　　　　　）

問26　あてはまる
　暑導の稲にいくつ

　でもOをつける。

3
4
5
6
7
8

問27網を猷

□

問28　あなたは，績を巌するために」騨南な肴筋を最りましたか。

　　あてはまるものを雌邊んでください。
　1　荷もしていない

　2　籠競篇を由した

　3　組から飴・羅讐された

4　その他（　　　　　　　　　　　）

問28　あてはまる

鵯の稲にいくつ

　でも○をつける。

問29あなたが績を繊するために躾な辮・雛は綺だと憩いますか。あてはまる

　　ものを雌讐んでください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

禦ガ樹（籍）箏霧所との撚を断つこと

よその壬地で暮らすこと

響漿など唇蒔機i蘭によって」簿函に畿できる甥険を譲楳してもらうこと

皇駿粧釜でのし號簗うや笙揺の塞塾が謬楳されること

犬れ墓際裟や義措

釜畿箭な獲莇があること

箱駿に粂ってくれる茨がいること

在事に蘭する撫や輪があること

周囲の茨が蒋荊な自で免ないこと

首偽と繊の身の髪室を躍牒すること

その他（　　　　　　　　　　　）

問29　あてはまる

鶴の稲にいくつ

でもOをつける。

3
4
5
6
7
8
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法務総合研究所研究部報告14はしがき……頃安健司…i暴力団関係受刑者の意識等に関する研究…・…滝本幸一…1立谷隆司高崎秀雄小柳浩子松田美智子古田　薫栗栖素子兼平　優暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究……………細　木　邦　子…61　　　　中野陽子　　　　染田　惠　　　　横地　環　　　　岡田和也　　　　吉田研一郎（現東京保護観察所観察第三課長）2001法務総合研究所は　し　が　き　法務総合研究所研究部が最近実施した研究調査の結果を取りまとめ，ここに研究部報告第14号を刊行する。　報告する調査研究は，「暴力団関係受刑者の意識等に関する研究」及び「暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究」であり，このうち，前者は矯正施設に収容されている受刑者を対象に，その人格・行動に関する特性に加えて，組織への帰属意識，組織離脱の意欲，離脱の際の障害事由に関する意識等を，また，後者は，保護観察付きの執行猶予となった暴力組織関係者について，その特徴，保護観察実施上の問題，成り行きに影響を与える要因等をそれぞれ調査分析したものである。　集団的に，又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織としての暴力団に対する取締りは，「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成4年3月施行），「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」（昨年2月施行）の運用等を通じて，一層強化されてきており，近年の暴力団排除機運の高まりもあって，暴力団は社会から孤立しつつある。しかしながら，その一方では，広域暴力団への系列化が進むとともに，伝統的な資金獲得活動に加えて，民事介入暴力，企業対象暴力，密入国の仲介，総会屋活動等，その活動を次第に多様化，巧妙化させつつある。　このような現状にかんがみれば，現下の暴力団関係犯罪者の人格・行動特性，組織に対する意識，再犯の可能性及び要因等に関する調査研究は，時宜に適ったものといえる上に，今後の彼らに対する社会復帰に向けた処遇をより効果的なものとしてゆく上でも参考になると思われるので，部内はもとより，関係各界において活用されることがあれば，幸いである。　なお，今回の調査研究の実施に当たり，御理解と御協力を賜った法務省矯正局及び矯正施設並びに法務省保護局及び保護観察所の関係各位に，心からの謝意を表する次第である。平成13年3月法務総合研究所長　　　頃　安　健　司1暴力団関係受刑者の意識等に関する研究研究官研究官研究官研究官研究官研究官研究官補研究官補滝本幸一立谷隆司高崎秀雄小柳浩子松田美智子古田　薫栗栖素子兼平　優第1　1　2　3第2　1　2　3　4　5　6　7　8　9第3　1　2　3　4　5資料目次　調査の実施概要………………………………………………………　調査の目的…………………………………………………………………………………　調査方法…一…（1）調査対象者…………………………………………………………………………………（2）調査方法………………………………………………………………………………………………………　調査協力者……………………………………………………………………………　暴力団関係受刑者の意識等………………………………………………　犯罪内容………　対象者の年齢層一………………………………………………………………………………………　対象者の配偶関係等……………………………………………………………………………　身元引受人の状況…………………………………………………………………………………　非行歴,生活状況，事件の契機等………………………………………………………………………………（1）少年時代の非行経験等…………………………………………………………………………（2）警察による初度逮捕時の年齢等……………………………………………（3）少年時代に育った家庭の生活状況………………………………………（4）受刑前の生活状況…………………………………………………………………………（5）事件の契機…………………………………………………………………………　服役中の信書の発受及び面会状況……………………………………………………………………………　服役中の懲罰状況…………………………………………………………………………　暴力団への帰属意識等…………………………………………………………………………………　暴力団離脱指導の受講状況等…………………………………………　まとめ………………………………………　暴力団関係受刑者の犯罪傾向…………………………………………………………………………　非行歴………………………………………………………………………………………　暴力団関係受刑者の家庭・経済状況等…………………………………………　暴力団への帰属意識等……………………………………………………………………………　暴力団からの離脱の意欲，施設内での暴力団離脱指導受講状況等3　5　5　5　5　5　5　6　6　8・・11・13・15・15・16・17・18・18・21・・24−26・35・・48−48−48・48・・49−49・52暴力団関係受刑者の意識等に関する研究5第1　調査の実施概要　1　調査の目的　本調査は，暴力団関係受刑者の生育環境，非行歴，犯罪傾向，暴力団への加入動機，帰属意識の根拠等を探るとともに，近年，矯正施設において，積極的に実施されるようになってきた暴力団離脱指導の実情及びその問題点並びに同指導の受講意欲を向上させるための方策等について検討することを目的とする。　なお，本稿中，評価・意見にわたる部分は，筆者らの個人的見解であることを予めお断りしておく。　2　調査方法　　（1）調査対象者　本調査は，平成11年11月20日から同12年2月20日までの3か月問に，全国のB級受刑者処遇施設である刑務所を出所予定であった男子受刑者を対象に行った。　全国の矯正施設から回収した調査票は，3，318件であるが，記入の不備等で493件を除外したので，最終的な分析対象件数は2，825件である。　なお，調査対象施設は，計41施設（刑務所37施設，少年刑務所4施設）である。　　（2）調査方法　施設の被収容者が自ら記載する択一回答方式の質問用紙と，施設職員が分類調査票等の公的資料によって作成する調査票の2種類によって，調査を実施した。3　調査協力者本調査は，法務省矯正局及び全国のB級受刑者を処遇している行刑施設の協力の下に行われた。6法務総合研究所研究部報告14第2　暴力団関係受刑者の意識等　1　犯罪内容　本調査対象者の犯罪内容を，暴力団所属の有無別（暴力団に所属していた者については，所属暴力団での地位で更に分けた。）に見たものが表1である。　各群の回答者総数に対する各罪種別の比率を見ると，殺人，傷害，恐喝，窃盗，暴力行為等処罰法違反及び銃刀法違反において，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団関係受刑者は，傷害，恐喝及び暴力行為等処罰法違反において，それ以外の受刑者に比べて有意に多く，窃盗において有意に少なくなっている。殺人では，所属暴力団での地位が組員である受刑者（以下，「暴力団組員」という。）がそれ以外の受刑者に比べて，また，銃刀法では，所属暴力団での地位が幹部である受刑者（以下，「暴力団幹部」という。）がそれ以外の受刑者に比べて，それぞれ有意に多くなっている。　なお，覚せい剤取締法違反は，回答者総数の50％を超えているが，彼らについて服役の根拠となった罪名の内訳を暴力団所属の有無別で見たものが，図1である。暴力団所属の有無にかかわらず，同法違反に加えて窃盗を服役の根拠としている者が最も多くなっていることが分かる。　ちなみに，昭和45年，昭和60年及び平成11年における暴力団関係新受刑者の罪名別構成比を見てみると，図2のようになる。　構成比で大幅に増加したのは覚せい剤取締法違反であり，昭和45年と昭和60年の間には37．7ポイントの差がある。逆に，傷害及び恐喝は，昭和45年から昭和60年の間で，それぞれ7．9ポイント，4．9ポイント減少している。　図3は，昭和45年以降の暴力団関係者の刑法犯検挙人員について，また，図4は，暴力団関係者の特別法犯検挙人員について，それぞれ罪名別構成比の推移を見たものである。　刑法犯については，傷害，暴行及び賭博がおおむね低下傾向にあり，窃盗は若干上昇傾向にあること，60．050．040。030，020．010．00．0図1覚せい剤取締法違反者の服役根拠である罪名の内訳56．0口暴力団関係受刑者□それ以外の受刑者　　　覚せい剤　　　覚せい剤　　　覚せい剤　　　覚せい剤　　　　　　　　　と窃盗　　　　と傷害・恐喝　　　とそれ以外注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「それ以外」とは，殺人，強盗，詐欺，強姦等，暴力行為等処罰法，銃刀法，　　業過及び入管法をいう。　3　数値は，覚せい剤取締法違反が服役の根拠となっている暴力団関係受刑者　　（417人）・それ以外の受刑者（1，064人）の回答者総数別の比率である。　4　無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究7表1　調査対象受刑者の罪名別人員面　　　名暴力団関係受刑者それ以外検定結果非幹　部組　員の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定殺　　　　　　人13113559（3．4）（4．0）（1．7）（2．2）9，49720，009＊＊［1．8］△　［2．2］▼　［一3．0］強　　　　　　盗13147198（3．4）（5．1）（3．4）−（3．6）2，02420，363［一〇．2］［1．4］［一〇．8］傷　　　　　害9964313476（26．1）（23．4）（15．1）（17．4）34，17120，000＊＊△　［4．8］△　［2．7］▼　［一5．8］恐　　　　　　喝5248147247（13．7）（17．5）（7．1）（9．1）43，47020，000＊＊△　［3．4］△　［5．1］▼　［一6．4］窃　　　　　　盗1491301，2741，553（39．2）（47．4）（61．4）（56．9）75，81920，000＊＊▼　［一7．5］▼　［一3．3］△　［8．5］詐　　　　　　欺5942359460（15．5）（15．3）（17．3）（16．9）1，24020，538［〇．7］卜0．7］［1．1］強　　姦　　等635261（L6）（1．1）（2．5）（2．2）3，08020，214［一〇．9］［一1，3］［1．7］暴力行為等処罰法301976125（7．9）（6．9）（3，7）（4．6）17，00020，000＊＊△　［3．3］△　［2．Ol▼　卜4．1］銃　　　刀　　　法431881142（1L3）（6．6）（3．9）（5．2）36，88920，000＊＊△　［5．8］［1．1］▼　［一5．4］業　　　　　　過19677102（5．0）（2．2）（3．7）（3．7）3，51020，173［L4］［一1．4］［〇．1］覚せい剤取締法2081481，0641，420（54．7）（54．0）（51，3）（52．1）1，98820，370［1．1］［0．7］［一1．4］入　　管　　法』　44（0．2）（0．1）0．753m［一〇．8］［一〇．7］［L1］合　　　　　　計3802742，0742，728注　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　10　11法務総合研究所の調査による。「強姦等」とは，強姦及び強制わいせつをいう。「業過」は，重過失致死傷を除く。複数の犯罪を服役の原因とする者については，その該当するそれぞれの罪名において，一人として計上されている。（）内は，幹部・組員・それ以外の受刑者別回答者総数に対する比率である。［］内は，調整済残差を示す。「P値」欄の「m」は，モンテカルロ法によることを示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないごとを示す。「暴力団関係受刑者」のうち，地位不明の者を除く。その他の罪名及び無回答を除く。8法務総合研究所研究部報告14昭和45年昭和60年平成H年　　図2　新受刑者中暴力団関係者の罪名別構成比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銃刀法殺くr臨　恐喝瀞親顯覚せ　締法、2・12．613．7乙．チぞ鱒レ夢6う”ド2・3L4＼！　！3．1卦0、71　　　1．91．9注　矯正統計年報による．4．1＿杢0．7図3　暴力団関係者の刑法犯検挙人員の罪名別構成比の推移　　　　　　　　　　　　　　　（昭和45年〜平成11年）（％）25，020．015．010。05，00．0一←殺人＋強盗＋暴行一→一一傷害一一恐喝一◆一・窃盗・★・・詐欺一一一一その他＋賭博｝脅迫　　　　　　　　　　　　　　　　▲・・．▲．▲。▲。▲．▲、▲・▲・▲・▲・▲’▲鴨▲’▲麿▲’▲。▲’・▲o▲　　　　昭和45　　　　　50　　　　　55　　　　　60　　　平成2　　　　　　7　　　　11　　　　注　1　警察庁刑事局の資料「犯罪統計便覧」による。　　　　　2　「その他」は，放火，強姦，凶器準備集合，証人威迫，器物損壊及びその他である。そして，特別法犯については，覚せい剤取締法違反が昭和49年から昭和61年までの間に16．8ポイントも上昇するという著しい上昇傾向を示していることなど，暴力団関係新受刑者の罪名別構成比の動向とほぼ同様の特徴を示している。　2　対象者の年齢層　表2は，調査対象者を年齢層別に見たものである。平均年齢は，暴力団関係受刑者が40．0歳であるのに対し，それ以外の受刑者が44．2歳と，暴力団関係受刑者の方が若干若くなっている。調査対象者の年齢層を比べると，1％以下の水準で有意差が認められ，20〜39歳は，暴力団組員で有意に多く，50歳以上は，それ以外の受刑者で有意に多くなっている。　図5は，昭和45年，同60年及び平成11年における暴力団関係新受刑者の年齢層別構成比の推移を見たものであるが，昭和45年当時58．9％であった29歳以下の者は，昭和60年，平成11年と下降し，それぞれ，暴力団関係受刑者の意識等に関する研究9図4　暴力団関係者の特別法犯検挙人員の罪名別構成比の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和45年〜平成11年）（％）30，025．020，015，010，05．00，0＋銃砲刀剣類＋覚せい剤取締法・苓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，×・×．　　　　　　　　　　　　　　X・×・X・×・X・×’×・X’　　　　9X嘲X　　　　　　X・・X・X・X．．ズ　　　　　　　　ーX　　　　　　　　　　　X・　　曹×・＋公営　　ギヤン　　ブル・曇一その他昭和45　　　　　50　　　　　55　　　　　60　　　平成2　　　　　　7　　　　11注　1　警察庁刑事局の資料「犯罪統計便覧」による。　　2　「公営ギャンブル」は，競馬法，自転車競技法，小型自動車競走法及びモーターボート競走法である。　　3　「その他」は，風俗営業法，売春防止法，麻薬取締法，児童福祉法，職業安定法及びその他である。表2　調査対象受刑者の年齢層別人員年　齢　層暴力団関係受刑者それ以外検定結果幹　部組　員の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定20　−　29　歳34103288425（8．9）（37．6）（13．9）（15．6）▼　［一3．8］△　［10．6］▼　卜4．3］30　　39　歳121112523756（3L8）（40．9）（25．2）（27．7）［L9］△　［5．1］▼　卜5．2］40　−　49　歳10337508648（27．1）（13．5）（24．5）（23．8）225，054100，000＊＊［1．7］▼　卜4．2］［1．6］50　−　59　歳11020509639（28．9）（7，3）（24．5）（23．4）△　［2．7］▼　［6．6］△　［2，5］60　歳　以　上122245259（3．2）（0．7）（11．8）（9．5）▼　［一4．5］▼　［一5．2］△　［7．4］合　　　　　　計3802742，0732，727（100．0）（100．0）（100，0）（100．0）注法務総合研究所の調査による。年齢は，調査実施時のものである。（）内は，構成比であり，年齢不詳の者を除く。表1の注8〜10に同じ。無回答を除く。は，調整済残差を示す。10法務総合研究所研究部報告1420歳未満昭和45年昭和60年図5　新受刑者中暴力団関係者の年齢層別構成比58．23LO一一’q・7ノノL£0．30．5俳3平成11年2．O　　　O、0注　矯正統計年報による。図6　全国年齢層別人口構成比（昭和45年・60年・平成11年）　　　20−29歳　　　　　30−39歳　　　　40−49歳　　50−59歳　60歳以上45年60年11年注　　　総務庁統計局の人口統計資料による。　　数値は，各年の総人口に対する構成比であr），合計は100．0％にならない。26．5％，25．1％となっている。一方，30歳代，40歳代は，50歳代はそれぞれ上昇しており，とりわけ50歳代は，1．2％だったものが，昭和60年には4．4％，平成11年には16．5％と，30年の間に15．3ポイントも上昇している。　また，図6は，昭和45年，60年及び平成11年の我が国の年齢層別人口構成比の推移を見たものであるが，図5の暴力団関係新受刑者の年齢層別構成比と比べてみると，昭和45年当時は，20歳代の比率の較差が大きいこと，昭和60年には，20歳代での較差が縮小したが30歳代の較差が広がったこと，そして，平成11年では，30歳代で若干の較差が認められるものの20歳代，40歳代および50歳代では較差が縮小していることが分かる。　表3は，調査対象の暴力団関係受刑者の年齢層構成比を罪名別に見たものである。　1％以下の水準で有意差が認められたのは傷害であり，20歳代で有意に多く，60歳以上で有意に少なくなっている。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究11表3　年齢層別罪名別人員罪　　　名20−29歳3039歳4049歳60歳以上合計検定結果50−59歳κ2値自由度P値判定傷　　　　　　害475937311175（32．0）（23．0）（23，0）（20．1）（3．1）14，36640，006＊＊△［2．8］［一〇．2］［一〇．1］［一1，0］▼［一2．8］恐　　　　　　喝264417211109（17．7）（17．1）（10．6）（13．6）（3．1）8，07140，089［1．2］［1．5］［一1．6］［一〇．3］［1．9］窃　　　　　　盗67112736618336（45．6）（43．6）（45．3）（42．9）（56．3）2，14140，710［0．2］［一〇．5］［0．2］［一〇．5］［1．3］詐　　　　　　欺194826207120（12．9）（18．7）（16．1）（13．0）（21．9）4，27440，370［一L1］［1．5］［0．1］［一Ll］［0．9］暴力行為等処罰法723911252（4．8）（8．9）（5．6）（7．1）（6．3）3，18140，528［一L2］［1．6］卜0．8］［0．1］［〇．2］銃　　　刀　　法8222016470（5．4）（8．6）（12．4）（10．4）（12．5）5，21540，266［1．8］卜0．5］［1．5］［0．5］［0．6］覚せい剤取締法73145978517417（49．7）（56．4）（60．2）（55．2）（53．1）3，66740，453［一1．6］［0．4］［1．4］卜0．1］［〇．3］合　　　　　　計14725716115432751注法務総合研究所の調査による。調査対象受刑者中，暴力団関係受刑者のみ（751人）を対象としている．複数の犯罪を服役の原因とする者については，その該当するそれぞれの罪名において，一人として計上されている。（）内は，年齢層別回答者総数に対する比率であり，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以fで，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。その他の罪名及び無回答を除く。　3　対象者の配偶関係等　表4は，調査対象者の配偶関係を見たものである。1％以下の水準で有意差が認められ，「独身である」はそれ以外の受刑者で，「内縁者がいる」又は「結婚している」は暴力団関係受刑者で，それぞれ，有意に多くなっている。　また，暴力団幹部と暴力団組員である受刑者を比べると，独身者は暴力団組員に多く，その構成比の差は31．0ポイントとなっている。　図7は，昭和45年，昭和60年及び平成11年の暴力団関係新受刑者の配偶関係を見たものである。昭和45年及び昭和60年には，「有配偶」の比率はそれぞれ50％を超えていたが，平成11年には，34．7％にまで下がっている。　表5は，調査対象者について，離婚歴の有無を調べたものである。1％以下の水準で有意差が認めら12法務総合研究所研究部報告14表4　調査対象受刑者の配偶者の有無別人員暴力団関係受刑者それ以外A検定結果配偶者の有無幹　部組　員の受刑者。　計κ2値自由度P　値判　定独身であ　る1471911，4991，837（38．7）（69．7）（72．5）（67．5）▼［一12．9］［0，8］△　［9．9］内縁者がいる10640250396（27．9）（14．6）（12．1）（14．5）168，43640，000＊＊△　［8．0］［0．0］▼　［一6．5］結婚している12743319489（33．4）（15．7）（15．4）（18．0）△　［8．5］［一LO］▼　［6．1］合　　　　　　計3802742，0682，722（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，総数に対する比率である。　　　［］内は，調整済残差を示す。　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　無回答を除く。図7　新受刑者中暴力団関係者の配偶者関係未婚有配偶死別観不詳昭和45年33．8。58．4…i繊21α2ノ／　　Ol4昭和60年27．6』55．51鷺α80、4：平成11年33、734．7「、』0．40．1注　矯正統計年報による。れ，「離婚したことがある」とする者の比率は，暴力団幹部で有意に多く，暴力団組員及びそれ以外の受刑者で有意に少なくなっている。　表6は，子供の有無別の人員を調べたものである。この場合も，1％以下の水準で有意差が認められ，「子供はいる」と答えた者の比率は，暴力団幹部で有意に多く，それ以外の受刑者で有意に少なくなっている。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究13表5　調査対象受刑者の離婚歴の有無別人員離婚歴の有無暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P　値判　定離婚したことがある　　261　　（68．9）△　［6．9］　　118　　（44．4）▼　［一2．8］　　997　　（50．5）▼　卜3．7］1，376（52．5）51，00020，000＊＊離婚したことはない　　118　　（3L1）▼　［一6．9］　　148　　（55．6）△　［2．8］　　978　　（49．5）△　［3．7］1，244（47．5）合　　　　　　計　379（100．0）　266（100．0）1，975（100．0）2，620（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。表6　調査対象受刑者の子供の有無別人員子供の有無暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P　値判　定子供は　い　る　　　280　　（73．9）△　［8．5］　135（50．2）［1．2］　　1，015　　（50．3）▼　［一6．1］1，430（53．7）72，64920，000＊＊子供はいない　　　99　　（26，1）▼　［一8．5］　134（49．8）［L2］　　1，002　　（49．7）△　［6．1］1，235（46．3）合　　　　　　計　379（100．0）　269（100．0）2，017（100．0）2，665（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。4　身元引受人の状況　表7は，身元引受人別の人員を見たものであるが，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団幹部は，「配偶者」及び「知人」で有意に多く，「父母」及び「更生保護施設」で有意に少なくなっており，暴力団組員は「父母」で有意に多く，「更生保護施設」で有意に少なくなっている。一方，それ以外の受刑者では「更生保護施設」で有意に多く，「配偶者」及び「知人」で有意に少なくなっている。14　　　　法務総合研究所研究部報告14表7　調査対象受刑者の身元引受人別人員暴力団関係受刑者それ以外検定結果身元引受人幹　部組　貝の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定父　　　　　　母7794493664（20．3）（34．3）（23．9）（24，4）▼　［一2．0］△　［4．0］卜1．2］配　　偶　　者15648299503（内縁関係を含む）（41．2）（17．5）（14．5）（18．5）△　［12．2］［一〇．4］▼　［一9．6］兄　弟　姉　妹2521136182（6．6）（7．7）（6．6）（6．7）［〇．1］［0．7］［一〇．4］その他の親族1185877（2．9）（2，9）（2．8）（2．8）［0．1］［0．1］［一〇．1］知　　　　　　人301987136（7．9）（6．9）（4．2）（5．0）△　［2，8］［L5］▼　［一3，4］180，000＊＊雇　　　　　　主9104665268，210（2．4）（3．6）（2．2）（2．4）［0．0］［1．4］［一1．0］更生保護施設716503526（1．8）（5．8）（24．4）（19．4）▼　［9．3］▼　［一6．0］△　［11．8］社会福祉施設211518（0．5）（0．4）（0．7）（0．7）［一〇．3］［一〇．6］［0．7］未　　　　　　定5149375475（13．5）（17．9）（18．2）（17．5）▼　［一2．2］［0．2］［L7］そ　　の　　他1185271（2．9）（2．9）（2．5）（2．6）［0．4］［0．3］［一〇．5］合　　　　　　計3792742，0642，717（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究15　5　非行歴，生活状況，事件の契機等　　（1）少年時代の非行経験等　表8は，「少年時代に次のような経験がありますか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を示したものである。　「親・兄弟からの暴力・虐待」以外の選択肢について，経験があると回答した者の比率に，いずれも1％以下の水準で有意差が認められている。　暴力団幹部は，「薬物使用」，「暴走族などの不良集団への加入」で有意に多く，「いじめられたこと」で有意に少なくなっており，暴力団組員は，暴力団幹部である受刑者と同様の傾向に加えて，「親・兄弟への暴力」及び「他の人をいじめたこと」で有意に多くなっている。　一方，それ以外の受刑者は，「薬物使用」，「不良集団への加入」，「親・兄弟への暴力」及び「他の人をいじめたこと」で有意に少なく，「いじめられたこと」で有意に多くなっている。　図8は，昭和45年，昭和60年及び平成11年の暴力団関係新受刑者の少年院送致歴の推移を見たものである。昭和45年は33．9％であったが，昭和60年は28．5％，平成11年は30．8％と，大きな変化は認められない。表8　調査対象受刑者の少年時代の経験少年時代の経験暴力団関係受刑者それ以外検定結果幹　部組　員の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定薬　物　使　用2542099721，435（78．9）（83．6）（66．7）（70．7）41，93020，000＊＊△　［3．5］△　［4．8］▼　［一6．4］暴走族などの2141966331，043不良集団への加入（66．5）（78．4）（43．4）（51．4）139，39620，000＊＊△　［5．9］△　［9．1］▼［一1L5］親・兄弟への暴力7090305465（21．7）（36．0）（20．9）（22．9）27，78020，000＊＊［一〇．5］△　［5．3］▼　［一3．4］親・兄弟からの3537194266暴力　　虐待（10．9）（14．8）（13．3）（13．1）2，09620，351［一1．3］［0．8］［0．4］他の人をいじめた152128582862こと（47．2）（51．2）（39．9）（42．5）14，64120，001＊＊［1．9］△　［3．0］▼　［一3．7］いじめられたこと6661510637（20．5）（24．4）（35．0）（31．4）32，14120，000＊＊▼　［一4．6］▼　［2．5］△　［5．6］合　　　　　　計3222501，4582，030注法務総合研究所の調査による。「薬物使用」は，シンナー，ボンド，トルエン，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤等の使用をいう。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。重複選択による。無回答を除く。16法務総合研究所研究部報告14　図8　新受刑者中暴力団関係者の少年院送致歴少年院送致歴あり　　　　　　　　　　　少年院送致歴なし昭和45年昭和60年33．966．128．571．5F、、平成ll年30．869．2注　矯正統計年報による。　　（2）警察による初度逮捕時の年齢等表9は，「初めて警察に捕まったときは何歳でしたか」との質問に対する回答結果を示したものである。18・19歳以外の年齢層で，1％水準以下での有意差が認められた。所属暴力団での地位別に比率を見ると，暴力団幹部は14・15歳の年齢層で，暴力団組員は15歳以下の年齢層で有意に多く，また，両群共表9　調査対象受刑者の初度逮捕時年齢層別人員暴力団関係受刑者それ以外検定結果年　　　齢幹　部組　員の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定14　歳　未　満8180346507（2L7）（29．9）（17．5）（19．4）［1．2］△　［4．6］▼　［一4．2］14　　　15　歳10184399584（27．1）（3L3）（20．2）（22．3）△　［2．4］△　［3．7］▼　卜4．6］16　　　17　歳7652318446（20．4）（19．4）（16．1）（17．0）109，80480，000＊＊［1．8］［1．1］▼　［一2．3］18　　　19　歳5023237310（13．4）（8．6）（12．0）（11．9）［1．0］［一1．7］［0．4］20　歳　以　上6529675769（17．4）（10．8）（34．2）（29．4）▼　［一5．5］▼　［一7．0］△　［9．4］合　　　　　　計3732681，9752，616（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比を示し，［1内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究17表10　調査対象受刑者の初度逮捕時の非行・犯罪非行・犯罪暴力団関係受刑者それ以外A検定結果幹　部組　員の受刑者。　計κ2値自由度P　値判　定お金や物にかかわる1631321，1791，474もの（44．1）（49．8）（60．3）（56．9）39，41520，000＊＊▼　卜5。4］▼　［一2．5］△　［6．1］暴力にかかわるもの15473379606（41．6）（27．5）（19．4）（23．4）88，77820，000＊＊△　［8．9］［1．7］▼　［一8．5］性にかかわるもの1077289（2．7）（2．6）（3．7）（3．4）1，45820，482［一〇．8］［一〇．7］［1．2］車の運転にかかわる116101537754もの（31．4）（38．1）（27．5）（29．1）13，91220，001＊＊［1．0］△　［3．4］▼　［一3．2］薬物にかかわるもの7271349492（19．5）（26．8）（17．8）（19．0）12，21520，002＊＊［0．2］△　［3．4］▼　［一2．6］そ　　　の　　　他2918106153（7．8）（6．8）（5．4）（5．9）3，69420，158［1．7］［0．6］［一1．8］合　　　　　　計3702651，9562，591注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。「非行・犯罪」については，重複選択による。無回答を除く。に，20歳以上の年齢層で有意に少なくなっている。また，それ以外の受刑者は，17歳以下の各年齢層で有意に少なく，20歳以上の年齢層で有意に多くなっている。　表10は，「初めて警察に捕まったときの非行や犯罪は何でしたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を示したものである。　「性にかかわるもの」を除いて，1％以下の水準で有意差が認められた。　暴力団幹部は，「暴力にかかわるもの」で有意に多く，「お金や物にかかわるもの」で有意に少なくなっており，暴力団組員は「車の運転にかかわるもの」及び「薬物にかかわるもの」で有意に多く，「お金や物にかかわるもの」で有意に少なくなっている。一方，それ以外の受刑者は「お金や物にかかわるもの」で有意に多く，「暴力にかかわるもの」，「車の運転にかかわるもの」及び「薬物にかかわるもの」で有意に少なくなっている。　　（3）少年時代に育った家庭の生活状況　表11は，「あなたの育った家庭の生活状況・生活程度はどうでしたか」との質問に対する回答結果を示したものである。　各群の回答の間に，統計上の有意な差は認められなかった。18法務総合研究所研究部報告14表11調査対象受刑者の育った家庭の生活状況・生活程度暴力団関係受刑者それ以外検定結果生活状況・生活程度幹　部組　員の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定裕福だったと思う2316104143（6．1）（5．8）（5．1）（5．3）［0．8］［0。4］［一〇．9］まあ裕福だったと3524188247思う（9．3）（8．8）（9．2）（9．2）［0．1］［一〇．2］［0，1］普通であ　る1991289991，326（52．9）（46．7）（48．9）（49．2）5，87880，661［1．6］［一〇．9］［一〇．6］やや苦しかったと5353350456思う（14．1）（19．3）（17．1）（16．9）［一1．6］［1．1］［0．5］苦しかったと思う6653404523（17．6）（19．3）（19．8）（19．4）［一1．0］［0．0］［0．8］合　　　　　　計3762742，0452，695（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　無回答を除く。　　（4）受刑前の生活状況　表12は，「受刑前の生活状況・生活程度はどうでしたか」との質問に対する回答結果を示したものである。1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団幹部は，「裕福だったと思う」，「まあ裕福だったと思う」及び「普通である」で有意に多く，「やや苦しかったと思う」及び「苦しかったと思う」で有意に少なくなっている。一方，それ以外の受刑者は，「やや苦しかったと思う」及び「苦しかったと思う」で有意に多く，「裕福だったと思う」，「まあ裕福だったと思う」及び「普通である」で有意に少なくなっている。　構成比を見れば，「苦しかったと思う」又は「やや苦しかったと思う」と答えた者が，それ以外の受刑者では45．1％になっているのに対し，暴力団組員は34．3％，暴力団幹部は19．0％にとどまっている。　　（5）事件の契機　表13は，「今回の事件は，だれのために起こしたのですか」との質問に対する回答結果を示したものである。1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団幹部は「組など，所属組織のため」及び「友人のため」で有意に多く，「自分のため」で有意に少なくなっており，暴力団組員は「組など，所属組織のため」で有意に多く，「自分のため」で有意に少なくなっている。一方，それ以外の受刑者は「自分のため」で有意に多く，「友人のため」及び「組など，所属組織のため」で有意に少なくなっている。　表14は，事件の契機に関して，「自分のため」又は「家族のため」を「自分等のため」にグループ化した上，暴力団関係受刑者についてそれを罪種別で見たものである。　その結果，5％以下の水準で有意差が認められ，窃盗は「自分等のため」に，銃刀法は「友人のため」に，殺人は「組など，所属組織のため」に，それぞれ行ったとする者が多いことが分かった。　　暴力団関係受刑者の意識等に関する研究表12　調査対象受刑者の受刑前の生活状況19生活状況暴力団関係受刑者それ以外検定結果幹　部組　員の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定裕福だったと思う261858102（6．9）（6．6）（2．8）（3．8）△　［3．4］△　［2．6］▼　［一4．6］まあ裕福だったと6826144238思う（17．9）（9．5）（7．0）（8．8）△　［6．8］［0．4］▼　［一5。8］普通であ　る2131369231，272（56．2）（49．6）（45．1）（47。1）142，85880，000＊＊△　［3．8］［0．9］▼　［一3．7］やや苦しかったと4265443550思う（11．1）（23．7）（21．7）（20．4）▼　［一4．8］［1．5］△　［2．9］苦しかったと思う3029478537（7．9）（10．6）（23．4）（19．9）▼　［一6．3］▼　卜4．1］△　［8．0］合　　　　　　計3792742，0462，699（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。20　　法務総合研究所研究部報告14表13調査対象受刑者の事件の契機暴力団関係受刑者それ以外検定結果事件の契機幹　部組　員の受刑者合　計κ2値自由度P　値判　定自分の　ため2682121，8302，310（71．5）（78．2）（90．4）（86．5）▼　［一9．2］▼　［一4．2］△　［10．4］家族のため814150（2．1）（0．4）（2．0）（1．9）［0。4］［一1．9］［1．0］友人のため291476119（7．7）（5．2）（3．8）（4．5）247，06580，000＊＊△　［3．3］［0．6］▼　卜3．1］組など，50321092所属組織のため（13．3）（1L8）（0．5）（3．4）△　［11．3］△　［8．0］▼［一14．8］そ　　の　　他201268100（5．3）（4．4）（3．4）（3．7）［1．7］［0．6］［一L9］合　　　　　　計3752712，0252，671（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究21表14　調査対象暴力団関係受刑者の事件の契機（罪種別）事件の契機殺人強盗傷害恐喝窃盗詐欺暴力行為処罰法銃刀法覚せい剤取締法合計自分等のため　　11　（47．8）▼［一3．4］　21（75．0）［一〇．3］　127（73．4）［一1．4］　79（72．5）［一1．3］　　272　（81．7）△［2．6］　100（84．0）［L9］　33（63．5）［一2．5］　49（71．0）［1．3］＄24（78．5）［0。9］　574（77．3）友人のため　2（8．7）［0．4］　　1（3．6）［〇．7］　13（7．5）［0．6］　8（7．3）［0。3］　23（6．9）［0．3］　　4（3．4）［一L6］　5（9．6）［0．9］　　10　（14．5）△［2．8］　27（6．5）［一〇．1］　49（6．6）組など，所属組織のため　　10　（43．5）△［5．0］　　6（21．4）［1．8］　20（11．6）［0、2］　16（14．7）［1．3］　　27　（8．1）▼［一2．4］　　7（5．9）［一2．0］　10（19．2）［1．9］　　8（11．6）［0．1］　46（11．1）［0．0］　83（11．2）そ　　の　　他　　』［一1．1］　　一［一1．2］　13（7．5）［1．7］　6（5．5）［0．3］　ll（3．3）［一L9］　8（6．7）［LO］　4（7．7）［0．9］　　2（2．9）［一〇．8］　16（3．9）［一1．6］37合　　　　　計　　23（100．0）　　28（100．0）　173（100．0）　109（100．0）　333（100．0）　119（100．0）　　52（100．0）　　69（100．0）　413（100．0）　743（100．0）κ2値3，6601，96310，0947，5012，461自由度33333P値0．000m0．180m0，3010，5800，0180，0580．093m0．041m0，482判定＊＊＊＊注法務総合研究所の調査による。複数の犯罪を服役の原因とする者については，その該当するそれぞれの罪名において，一人として計上されている。「事件の契機」欄の「自分等のため」は，問10で「自分のため」又は「家族のため」を選択したものである。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「P値」欄の「m」は，モンテカルロ法によることを示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。その他の罪名及び無回答を除く。　6　服役中の信書の発受及び面会状況　表15は，調査対象者について，在所期間中における信書発受の有無別人員を見たものである。暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べて，「発受あり（在所期間中に信書の発信又は受信が1件でもあったもの）」で有意に多くなっている（有意水準1％以下）。　表16は，刑の執行を開始した後の1か月当たりの信書の発信状況を示したものである。各群の比率の間には，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団関係受刑者の場合は，暴力団幹部及び暴力団組員とも「発信あり（1か月平均1件以上の発信があったもの）」で有意に多く，「発信なし（1か月平均1件未満の発信しかなかったもの）」で有意に少なくなっており，それ以外の受刑者は「発信なし」で有意に多く，「発信あり」で有意に少なくなっている。　表17は，受信状況を見たものであるが，発信状況と同じ傾向が認められる。　表18は，調査対象者について，在所期間中における面会の有無別人員を見たものである。1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べて，「面会あり（在所期間中に面会が1件でもあったもの）」で有意に多くなっている。22法務総合研究所研究部報告14表15調査対象受刑者の信書の発受の有無発受の有無暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P　値判　定発　受　あ　り　　281　　（75．9）△　［11．4］　　176　　（66．7）△　［6．2］　　829　　（41．2）▼［一13．6］1，286（48．6）189，86820，000＊＊発　受　な　し　　　89　　（24．1）▼［一11．4］　　　88　　（33。3）▼　［一6．2］　1，185　　（58．8）△　［13．6］1，362（51．4）合　　　　　計　370（100．0）　264（100．0）2，014（100．0）2，648（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　在所期間中，信書の発信又は受信が1件でもあったものを「発受あり」，信書の発受が全くなかったものを「発受なし」　　として計上している。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。表16調査対象受刑者の発信状況発信状況暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P　値判　定発　信　あ　　り　　255　（68．9）△　［10．3］　　157　（59．5）△　［5．2］　　760　（62．3）▼［一12．0］1，172（44．3）150，69820，000＊＊発　信　な　し　　115　（3L1）▼［一10．3］　　107　（40，5）▼　［一5．2］　1，254　（37．7）△　［12．0］1，476（55．7）合　　　　　　計　370（100．0）　264（100．0）2，014（100．0）2，648（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　在所期間中，信書の発信件数が，1か月平均1件以上あったものを「発信あり」，なかったものを「発信なし」として計　　上している。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究23表17　調査対象受刑者の受信状況受信状況暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹部組員　　　　　　　　　　　　　　　　　P　値判　定受　信　あ　り　　242　　（65．4）△　［12．1］　　　138　　（52．3）△　［5．4］　　　604　　（30．0）▼［一13．6］　984（37．2）196，57020，000＊＊受　信　な　し　　　128　　（34．6）▼［一12．1］　　　126　　（47．7）▼　［一5．4］　　1，410　　（70．0）△　［13．6］1，664（62．8）合　　　　　　計　370（100．0）　264（100．0）2，014（100．0）2，648（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　在所期間中，信書の受信件数が，1か月平均1件以上あったものを「受信あり」，なかったものを「受信なし」として計　　上している。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。表18　調査対象受刑者の面会の有無面会の有無暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹部組　員P　値判　定面　会　あ　り　　308　　（83．2）△　［8．9］　　193　　（73．1）△　［3．8］　1，150　　（57．1）▼　［一9．9］1，651（62．3）105，45820，000＊＊面　会　な　し　　　62　　（16．8）▼　［一8．9］　　　71　　（26．9）▼　［一3．8］　　864　　（42．9）△　［9．9］997（37．7）合　　　　　　計　370（100．0）　264（100．0）2，014（100．0）2，648（100．0）注法務総合研究所の調査による。在所期間中，面会が1件でもあったものを「面会あり」，全くなかったものを「面会なし」として計上している。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。24法務総合研究所研究部報告14表19　調査対象受刑者の面会状況面会状況暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P　値判　定面　会　あ　り　　106　（28，6）△　［10．1］　39（14．8）［1．1］　　188　　（9．3）▼　［一9．0］333（12．6）107，34520，000＊＊面　会　な　し　　264　（71．4）▼［一10．1］225（85．2）［一L1］　1，826　（90．7）△　［9．0］2，315（87．4）合　　　　　計　370（100．0）　264（100．0）2，014（100．0）2，648（100．0）注　1　法務総合研究所の調査による。　2　在所期間中，面会件数が，1か月平均1件以上あったものを「面会あり」，なかったものを「面会なし」として計上して　　いる。　3　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　4　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　5　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　6　無回答を除く。　表19は，面会状況を見たものである。「面会あり（1か月平均1件以上の面会があったもの）」は暴力団幹部で有意に多く，それ以外の受刑者で有意に少なくなっており，「面会なし（1か月平均1件未満の面会しかなかったもの）」はそれ以外の受刑者で有意に多く，暴力団幹部で有意に少なくなっている。　7　服役中の懲罰状況　表20は，服役中の懲罰状況を見たものである。「暴力事犯」及び「財産事犯」については，暴力団組員の懲罰事犯者が，それ以外の受刑者のそれより有意に多くなっていることが分かる。ちなみに，昭和39年に実施した調査の結果（表21）では，殺人，傷害及び暴行を内容とする規律違反行為を犯した者の比率は，暴力団幹部37．9％，暴力団組員47．5％であり，今回の調査結果と比較すると，暴力団組員では19。8ポイント，暴力団幹部では，22．6ポイント低くなっている（なお，矯正統計年報によると，昭和39年及び平成11年における全出所者中の殺人，傷害又は暴行事犯による懲罰受罰者率は，いずれも約9％である。）。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究25表20調査対象受刑者の懲罰状況懲罰事犯暴力団関係受刑者それ以外の受刑者合　計κ2値自由度検定結果幹部組　員P　値判　定暴　力　事　犯　58（15．3）［1．0］　　76　（27．7）△　［7．2］　　236　（11．4）▼　［一5．9］370（13．6）56，33220，000＊＊財　産　事　犯　57（15．0）［1。7］　　45　（16。4）△　［2．2］　　235　（1L3）▼　［一2．9］337（12．4）8，65320，013＊そ　　の　　他　　157　（41．3）△　［2．4］　　156　（56．9）△　［7．7］　　666　（32．1）▼　［一7．3］979（35．9）70，46920，000＊＊合　　　　　　計3802742，0742，728注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「暴力事犯」は，職員殺傷，職員暴行，同衆殺傷及び同衆暴行をいう。　　　「財産事犯」は，物品授受製作，物品殿棄及び怠役をいう。　　　「その他」には，職員抗命，同衆抗命，自傷及びその他の事犯を含む。　　　（）内は，「幹部」，「組員」及び「それ以外の受刑者」の回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示　　す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。表21組織内の地位別反則者の反則内容総　数幹　部組　員総　　　　数2，9323932，539職員抗命695（23．7）98（24．9）597（23．5）殺・傷・暴1，355（46．2）149（37．9）1，206（47．5）たばこ反則1，021（34．8）152（38．7）869（34．2）その他の反則1，662（56．7）217（55．2）1，445（56．9）注　1　「暴力組織関係受刑者の実態に関する研究」（昭和39年法務総合研究所　　紀要26）による。　　2　（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率である。26法務総合研究所研究部報告14　8　暴力団への帰属意識等　表22は，暴力団関係受刑者（暴力団幹部380人，暴力団組員274人）に対する「組に加入して良かったと思いますか」との質問についての回答結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。　暴力団幹部と暴力団組員との間の回答内容に有意差は認められず，「良かったと思う」と答えた者は20％強，「良かったとは思わない」は35％前後，「良かったかどうかは分からない」は40％前後となっている。　表23は，暴力団関係受刑者に対する「組に入ったことの魅力・メリット・得たものはどんなことでしたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。　暴力団幹部が，魅力・メリットとして，最も多く選んだのは「組の名前で仕事がしやすい」で，以下，「刺激にあふれている」，「仲間が増える」が続いている。一方，暴力団組員は，「組の名前で仕事がしやすい」，「仲間が増える」，「面倒を見てもらえる」の順となっている。　選択率を見ると，「出世できる」，「面倒を見てもらえる」及び「世間の役に立っている」で1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団幹部は「出世できる」及び「世間の役に立っている」で有意に多く，「面倒を見てもらえる」で有意に少なくなっており，暴力団組員は「面倒を見てもらえる」で有意に多く，「出世できる」及び「世間の役に立っている」で有意に少なくなっている。　表24は，暴力団関係受刑者に対する「あなたにとって，組に入ったことの不利益・デメリット・失ったものはどんなことでしたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。　暴力団幹部が，不利益・デメリットとして，最も多く選んだのは「家族に迷惑をかける」で，以下，「警察ににらまれる」，「両親に迷惑をかける」が続いている。一方，暴力団組員は，「家族に迷惑をかける」，「両親に迷惑をかける」，「警察ににらまれる」の順となっている。　選択率を見ると，「警察ににらまれる」，「一度入ると脱けることができない」及び「かたくるしい」で5％以下の水準で有意差が認められた。暴力団幹部では，「警察ににらまれる」で有意に多く，「一度入表22　調査対象受刑者の暴力団加入の是非暴力団加入の是非暴力団関係受刑者合　計π2値自由度検定結果幹　部組　員P　値判　定良かったと思う　92（24．7）［0．2］　63（24．0）［一〇．2］　155（24．4）1，15820，560良かったとは思わない　125（33．6）［一1．0］　99（37．6）［1．0］224（35．3）良かったかどうかは分からない155（41．7）［0．8］　101（38．4）卜0．8］256（40．3）合　　　　　　　計　372（100．0）　263（100．0）　635（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究27表23　調査対象受刑者の暴力団加入の魅力・メリット暴力団加入の魅力・所属暴力団での地位検定結果メリット幹部組　員合　計κ2値自由度P　値判　定特にない10376179（32．4）（32．9）（32．6）0，01610，900卜0．1］［0．1］自分が強くなれる514495（16．0）（19．0）（17．3）0，84710，357［一〇．9］［0．9］組の名前で仕事が11677193しやすい（36．5）（33．3）（35．2）0，58010，446［0．8］［一〇．8］金に困らない6059119（18．9）（25．5）（21．7）3，51010，061［一1。9］［1．9］出世できる7932111（24．8）（13．9）（20．2）10，01910，002＊＊△　［3．2］▼　［一3．2］面倒を見てもらえる4160101（12．9）（26．0）（18．4）15，25110，000＊＊▼　［一3．9］△　［3．9］格好がいい5754111（17．9）（23．4）（20．2）2，46610，116［一1．6］［L6］女性にもてる332861（10．4）（12．1）（11．1）0，41210，521［一〇．6］［0．6］仲間が増える8161142（25．5）（26．4）（25．9）0，06110，805［〇．2］［0．2］刺激にあふれている8656142（27．0）（24．2）（25．9）0，54810，459［0．7］［一〇．7］世間の役に立っている361147（11．3）（4．8）（8．6）7，35310，007＊＊△　［2．7］▼　［一2．7］その他302555（9．4）（10．8）（10．0）0，28610，593［一〇．5］［0．5］合　　　　　　　計318231549注　1　　2　　3　　4　　5　　6法務総合研究所の調査による。（）内は，暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。重複選択による。無回答を除く。28法務総合研究所研究部報告14表24　調査対象受刑者の暴力団加入の不利益・デメリット暴力団加入の不利益・所属暴力団での地位検定結果デメリット幹　部組　員合　計κ2値自由度P値判定特にない372461（10．9）（9．7）（10．4）0，23510，682［0．5］［一〇．5］家族に迷惑をかける231170401（68．1）（68．5）（68．3）0，01110，929［一〇．1］［0．1］両親に迷惑をかける183143326（54．0）（57．7）（55．5）0，78510，401［一〇．9］［0．9］世間から冷たい（白い）9574169目で見られる（28．0）（29．8）（28．8）0，23010，645［一〇．5］［0．5］普通の人から相手にされ6959128なくなる（20．4）（23．8）（2L8）0，99210，363［一1．0］［LO］危ない目に遭いやすい158102260（46．6）（41．1）（44，3）1，74210，207［1．3］［一1．3］警察ににらまれる227142369（67．0）（57．3）（62．9）5，77710，019＊△　　［2．4］▼　　［一2．4］一度入ると脱けることが323870できない（9．4）（15．3）（11．9）4，72010，039＊▼　　［一2．2］△　　［2．2］思ったよりも経済的に苦10394197しい（30．4）（37。9）（33．6）3，63210，063［一1．9］［1．9］普通の生活ができなくな158108266る（46．6）（43．5）（45．3）0，54110，502［0．7］［一〇．7］かた苦しい5457111（15．9）（23．0）（18．9）4，64810，033＊▼　　［2．2］△　　［2．2］その他111728（3．2）（6．9）（4．8）4，10910，050＊▼　　［一2．0］△　　［2．0］合　　計339248587注　1　　2　　3　　4　　5　　6法務総合研究所の調査による。（）内は，暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。重複選択による。無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究29表25暴力団加入の魅力・メリット（暴力団加入に対する意識別）暴力団加入の暴力団加入に対する意識検定結果魅力・メリット良かったと　思う良かったとは　思わない良かったかどうかは分からない合計κ2値自由度P値判定特にない317875184（22．0）（41．3）（33．6）（33．3）13，54820，001＊＊▼　　卜3．3］△　　［2．9］［0．1］自分が強くなれる36233796（25．5）（12．2）（16．6）（17．4）10，20520，006＊＊△　　［3．0］▼　　［一2．3］［一〇．4］組の名前で仕事がしや57．6271190すい（40．4）（32．8）（3L8）（34．4）3，13220，209［1．8］卜0．6］［一1．0］金に困らない413145117（29．1）（16．4）（20．2）（2L2）7，99320，018＊△　　［2．7］▼　　［一2．0］卜0．5］出世できる492237108（34．8）（1L6）（16．6）（19．5）29，49920，000＊＊△　　［5．3］▼　　［一3．4］［一1．4］面倒を見てもらえる353136102（24．8）（16．4）（16．1）（18．4）5，12220，077［2．3］［一〇．9］［一1．1］格好がいい373044111（26．2）（15．9）（19．7）（20．1）5，43820，066［2．1］［一L8］［一〇．2］女性にもてる20162662（14．2）（8．5）（11．7）（11．2）2，72820，256［1．3］卜1．5］［0．3］仲間が増える464155142（32．6）（21．7）（24．7）（25．7）5，25720，072［2．2］［一1．5］［一〇．4］刺激にあふれている513455140（36．2）（18．0）（24．7）（25．3）14，20220，001＊＊△　　［3．4］▼　　［一2．9］［一〇．3］世間の役に立っている2342047（16．3）（2．1）（9．0）（8．5）21，03220，000＊＊△　　［3．9］▼　　［一3．9］［0．3］その他2092756（14．2）（4．8）（12．1）（10．1）9，48920，009＊＊［L9］▼　　［一3．0］［1．3］合計141189223553注　1　　2　　3　　4　　5　　6法務総合研究所の調査による。（）内は，暴力団加入に対する意識別回答者総数に対する比率であり，［］内は，調整済残差を示す。「暴力団加入の魅力・メリット」については，重複選択による。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。30法務総合研究所研究部報告14ると脱けることができない」及び「かた苦しい」で有意に少なくなっており，暴力団組員では「一度入ると脱けることができない」及び「かた苦しい」で有意に多く，「警察ににらまれる」で有意に少なくなっている。　表25は，暴力団関係受刑者に対する「組に入ったことの魅力・メリット・得たものはどんなことでしたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，「組に加入して良かったと思いますか」との質問に対する回答結果別に示したものであり，表26は，同様に，「組に入ったことの不利益・デメリット・失ったものはどんなことでしたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，「組に加入して良かったと思いますか」との質問に対する回答結果別に，示したものである。　魅力・メリットについて見ると，「自分が強くなれる」，「出世できる」，「刺激にあふれている」及び「世間の役に立っている」は，1％以下の水準で，また，「金に困らない」は5％以下の水準で，それぞれ有意差が認められた。　選択肢の選択率を見ると，「（組に加入して）良かったと思う」とする者は，「組の名前で仕事がしやすい」（40．4％），「刺激にあふれている」（36．2％），「出世できる」（34．8％）の順で多くなっており，「良かったとは思わない」とする者との間で，「組の名前で仕事がしやすい」について約8ポイント，「刺激にあふれている」について約18ポイントのひらきが生じている。　一方，不利益・デメリットについて見ると，「家族に迷惑をかける」，「両親に迷惑をかける」，「世間から冷たい（白い）目で見られる」，「普通の人から相手にされなくなる」，「一度入ると脱けることができない」，「思ったよりも経済的に苦しい」，「普通の生活ができなくなる」及び「かたくるしい」は1％以下の水準で，また，「警察ににらまれる」は5％以下の水準で，それぞれ有意差が認められた。　選択肢の選択率を見ると，「（組に加入して）良かったとは思わない」とする者は，「家族に迷惑をかける」（79．5％），「警察ににらまれる」（67．6％），「両親に迷惑をかける」（66．7％）の順で高くなっており，「良かったと思う」とする者との間で，「家族に迷惑をかける」は約26ポイント，「警察ににらまれる」は約13ポイント，「両親に迷惑をかける」は約21ポイントのひらきが生じている。　表27は，「本件犯行時に加入していた組での地位に満足していましたか」との質問について回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。　「満足していた」と回答した者の比率が，暴力団幹部で有意に多く，暴力団組員で有意に少なくなっている一方，「分からない」が暴力団組員で有意に多く，暴力団幹部で有意に少なくなっている。　表28は，「本件犯行時に加入していた組の人間関係に満足していましたか」との質問について回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものであるが，暴力団幹部及び暴力団組員のうちの約28％が「満足していた」と答え，約35％が，「満足していなかった」と答えており，各群の間に有意な差は認められなかった。　表29は，「本件犯行時に加入していた組で，出世の見込みはありましたか」との質問に対して回答した結果をまとめたものである。1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団幹部では，「見込みはあった」と回答した者で有意に多く，「見込みはなかった」及び「分からない」で有意に少なくなっており，暴力団組員では「見込みはなかった」及び「分からない」で有意に多く，「見込みはあった」で有意に少なくなっている。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究31表26　暴力団加入の不利益・デメリット（暴力団加入に対する意識別）暴力団加入に対する意識検定結果　暴力団加入の不利益・デメリット良かったと　思う良かったとは　思わない良かったかどうかは分からない合計κ2値自由度P値判定特にない26122765（18．6）（5．5）（11．0）（10．8）15，27120，001＊＊△　　［3．4］▼　　［一3．2］［0．2］家族に迷惑をかける75174161410（53．6）（79．5）（65．7）（67．9）27，12420，000＊＊▼　　［一4．1］△　　［4．6］［一〇．9］両親に迷惑をかける64146124334（45．7）（66．7）（50．6）（55．3）18，82920，000＊＊▼　　［一2．6］△　　［4．2］［一1．9］世間から冷たい（白い）338751171目で見られる（23．6）（39．7）（20．8）（28．3）22，39020，000＊＊［一L4］△　　［4．7］▼　　　［一3．4］普通の人から相手にさ87847133れなくなる（5．7）（35．6）（19．2）（22．0）46，40320，000＊＊▼　　［一5．3］△　　［6。1］［一1．4］危ない目に遭いやすい6110496261（43．6）（47．5）（39．2）（43．2）3，26020，196［0．1］［1．6］［一L7］警察ににらまれる77148148373（55．0）（67．6）（60．4）（61．8）6，03920，049＊［一1．9］△　　［2．2］［一〇．6］一度入ると脱けること6432473ができない（4．3）（19．6）（9．8）（12．1）20，97120，000＊＊▼　　［一3．2］△　　［4．3］［一1．4］思ったよりも経済的に2310469196苦しい（16．4）（47．5）（28．2）（32．5）41，04320，000＊＊▼　　［一4．6］△　　［6．0］［一1．9］普通の生活ができなく43117109269なる（30．7）（53．4）（44．5）（44．5）17，83220，000＊＊▼　　［一3．8］△　　［3．3］［0．0］かた苦しい95844111（6．4）（26．5）（18．0）（18．4）22，94920，000＊＊▼　　卜4．2］△　　［3．9］［一〇．2］その他5131028（3．6）（5．9）（4。1）（4．6）1，36620，505卜0．7］［1．1］［一〇．5］合計140219245604注　1　　2　　3　　4　　5　　6法務総合研究所の調査による。（）内は，暴力団加入に対する意識別総数に対する比率であり，［］内は，調整済残差を示す。「暴力団加入の不利益・デメリット」については，重複選択による。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。32法務総合研究所研究部報告14表27　調査対象受刑者の所属暴力団での地位に対する満足度地位に対する満足度所属暴力団での地位合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P値判定満足していた　　　132　　　（34．8）△　　［5．2］　　　　44　　　（16．4）▼　　［一5．2］　176（27。2）29，42230，000＊＊満足していなかった　86（22．7）［一L7］・　77（28．6）［1．7］　163（25．2）どちらとも言えない　129（34．0）［一L6］　108（40．1）［1．6］　237（36．6）分からない　　　　32　　　（8．4）▼　　［一2．6］　　　　40　　　（14．9）△　　［2．6］　72（11．1）合　　計379269648注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比をを示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。表28　調査対象受刑者の所属暴力団での人問関係に対する満足度人問関係に対する　　満足度所属暴力団での地位合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P値判定満足していた　105（27．7）［一〇．1］　75（28．1）［0．1］　180（27．9）2，47130，481満足していなかった　134（35．4）［0．4］　90（33．7）［一〇．4］　224（34．7）どちらとも言えない　119（31．4）［0．5］　79（29．6）［一〇．5］　198（30．7）分からない　21（5．5）［一1．5］　23（8．6）［1．5］　44（6．8）合　　計379267646注法務総合研究所の調査による。（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［無回答を除く。］内は，調整済残差を示す。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究33表29　調査対象受刑者の所属暴力団での出世見込みの有無所属暴力団での地位検定結果出世見込みの有無合　計κ2値自由度幹　部組　貝P値判定見込みはあった19485279（51．2）（32．0）（43．3）△　　［4．9］▼　　［一4．9］見込みはなかった333669（8．7）（13．5）（10．7）▼　　［一2．0］△　　［2．0］どちらとも言えない1097918833，58930，000＊＊（28．8）（29．7）（29．1）［一〇．3］［0．3］分からない4366109（1L3）（24．8）（16．9）▼　　［一4．5］△　　［4．5］合　　計379266645（100．0）（100．0）（100．0）注法務総合研究所の調査による。（〉内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。　表30は，暴力団関係受刑者に対する「本件犯行時までに組を離脱しなかった理由は何だと思いますか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。　暴力団を離脱しなかった理由として最も多く認識されているのは，暴力団幹部は「親分兄弟分との関係が切れなかったから」であり，以下，「組に義理があったから」，「組員としての生活に満足していたから」の順となっており，暴力団組員では，「組に義理があったから」に続いて，「親分兄弟分との関係が切れなかったから」，「組員としての生活に満足していたから」の順になっている。　暴力団幹部と暴力団組員の回答内容の間には，「自分には入れ墨・指つめがあるから」（1％以下の水準）以外には統計上の有意差は認められなかった。34法務総合研究所研究部報告14表30　調査対象受刑者の暴力団を離脱しなかった理由暴力団を離脱所属暴力団での地位検定結果しなかった理由幹　部組　貝合　計κ2値自由度P値判定組員としての生活に満足12873201していたから（35．4）（30．2）（33．3）1，76210，184［1．3］［一1．3］組に義理があったから150112262（41。4）（46．3）（43．4）1，38610，239［一1．2］［1．2］親分兄弟分との関係が切15994253れなかったから（43．9）（38．8）（41．9）1，53710，215［1．2］［一1．2］脱けるのは男の面子が立7145116たないから（19。6）（18．6）（19．2）0，09710，756［0．3］［一〇．3］離脱するには金が要るか151732ら（4．1）（7．0）（5．3）2，40010，121［一1．5］［1．5］離脱すると自分や家族が222446攻撃を受けるから（6．1）（9．9）（7．6）3，04010，081卜L7］［1．7］他の手段で生活できな10666172かったから（29．3）（27．3）（28．5）0，28710，592［0．5］［一〇．5］世問が受け入れてくれな382765いから（10．5）（11．2）（10．8）0，06610，798［一〇．3］［0．3］自分には入れ墨・指っめ9438132があるから（26．0）（15．7）（21．9）8，94810，003＊＊△　　［3．0］▼　　［一3．0］その他433679（11．9）（14．9）（13．1）1，14610，284［一L1］［1．1］合　計362242604注法務総合研究所の調査による。（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。「暴力団を離脱しなかった理由」については，重複選択による。無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究35　9　暴力団離脱指導の受講状況等　調査対象施設では，収容している暴力団関係受刑者に対して，暴力団離脱指導を受講するよう働きかけを行っており，受講を希望した者に対しては，施設がそれぞれ独自に編成したカリキュラムに従って，職員，篤志面接委員，教講師，警察職員その他の外部講師による講話，集団討議，ビデオ視聴，読書指導，面接指導等を行っている。今回の特別調査において，暴力団離脱指導を受講した者は，調査対象となった暴力団関係受刑者のうちの129人（17．2％）であった。　表31は，離脱指導の受講率を暴力団での地位別に見たものである。5％以下の水準で有意差が認められており，「受けた」とする者は，暴力団組員で有意に多く，また，構成比の差は7．2ポイントとなっている。表31調査対象受刑者の離脱指導受講状況離脱指導の受講状況所属暴力団での地位合　計κ2値自由度検定結果幹　部組　員P値判定受けた　　　61　　（16．6）▼　　［一2．2］　　　61　　（23．8）△　　［2．2］122（19．6）4，97410，026＊受けていない　　　306　　（83．4）△　　［2．2］　　　195　　（76．2）▼　　［一2．2］501（80．4）合　　計　367（100．0）　256（100．0）623（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。表32　調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（施設収容規模別）離脱指導受講の状況施設収容規模合　計κ2値自由度検定結果500人未満1，000人未満1，500人未満1，500人以上P値判定受けた　　　　59　　　（33．1）△　　［5．2］　51（22．7）［L3］　　4（9．3）［一1．8］　　　　15　　　（7．4）▼　　［一5．4］　129（19．9）43，67530，000＊＊受けていない　　　　119　　　（66．9）▼　　［一5．2］　174（77．3）［一1．3］　39（90、7）［1．8］　　　　188　　　（92．6）△　　［5．4］　520（80．1）合　　計　178（100．0）　225（100．0）　　43（100．0）　203（100．0）　649（100．0）注法務総合研究所の調査による。「施設収容規模」は，平成11年12月31日現在の収容人員総数によった。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。36法務総合研究所研究部報告14　表32は，施設の収容規模別で離脱指導の受講状況を見たものである。1％以下の水準で有意であったが，更に，収容現員を従属変数，離脱指導の受講率を従属変数として単回帰分析を行ったところ，1％以下の有意水準で回帰直線（Y＝一0．001259x＋2．692）にあてはまることが分かった。　表33は，離脱指導の受講状況を施設の収容率別に見たものであるが，1％以下の水準で有意差が認められ，収容率が90％未満の施設においては，離脱指導を受講したとする者が有意に多く，また，収容率が90％以上100％未満の施設においては，離脱指導を受講していないとする者が有意に多いことがわかる。　表34は，離脱指導の受講状況を施設の暴力団関係者収容率別に見たものであるが，1％以下の水準で有意差が認められ，暴力団関係者の収容率が50％以上60％未満の施設においては，離脱指導を受けたとする者が有意に多いことが分かる。表33調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（収容率別）離脱指導の受講状況収　　容　　率合計κ2値自由度検定結果85％未満85−89％90−94％95−99％100−104％105％以上P値判定受けた　　　15　（42．9）△　［3．6］　　　37　（29．6）△　［3．2］　　　11　（10．3）▼［一2．6］　　　27　（12．1）▼卜3．5］　37（23．3）［1．4］　　2（18．2）［一〇．1］　129（19。5）35，42450，000＊＊受けていない　　　20　（57．1）▼［一3．6］　　　88　（70．4）▼［一3．2］　　　96　（89．7）△　［2．6］　　197　（87．9）△　［3．5］　122（76．7）［1．4］　　9（81．8）［0．1］　532（80．5）合　　計　　35（100．0）　125（100．0）　107（100．0）　224（100．0）　159（100．0）　　11（100．0）　661（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。表34　調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（暴力団関係者収容率別）離脱指導の受講状況暴力団関係者の収容率合　計κ2値自由度検定結果30％未満30％以上40％未満40％以上50％未満50％以上60％未満P値判定受けた　42（19．9）［0．0］　　　　28　　　（13．0）▼　　［一3．1］　32（20．3）［0．1］　　　　26　　　（44．1）△　　［4．9］　128（19。9）28，00330，000＊＊受けていない　169（80．1）［0．0］　　　　187　　　（87．0）△　　［3．1］　126（79．7）［一〇．1］　　　　33　　　（55．9）▼　　［一4．9］　515（80．1）合　　計　211（100．0）　215（100．0）　158（100．0）　59（100．0）　643（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究37表35調査対象受刑者の暴力団離脱指導の受講状況（暴力団加入に対する意識別）離脱指導受講の状況暴力団加入に対する意識合　計κ2値自由度検定結果良かったと　思う良かったとは思わない良かったか　、どフかは分からないP値判定受けた　　　21　　（13．5）▼　［一2．3］　　　59　　（26．7）△　［3．2］　47（17．9）卜1．0］127（19．8）11，16420，004＊＊受けていない　　135　　（86．5）△　［2．3］　　162　　（73．3）▼　［一3．2］216（82．1）［1．0］513（80．2）合　　計　156（100．0）　221（100．0）　263（100．0）　640（100．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。無回答を除く。　表35は，「組に加入して良かったと思いますか」及び「このたびの受刑中に，組を離脱するための指導・教育を受けたことがありますか」との質問に対する回答結果の関係について見たものである。　各群で，1％以下の水準で有意差が認められた。暴力団に加入して良かったと答えている者は，「受けた」で有意に少なく，「受けていない」で多くなっており，加入して良かったとは思わないと答えた者は，「受けた」で有意に多く，「受けていない」で有意に少なくなっている。　表36は，離脱指導を受講した者に対する「受けた内容の中で出所後に役立つと思ったのはどんなものですか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，所属暴力団での地位別に示したものである。　暴力団幹部，暴力団組員いずれの場合においても，最も比率が高かったのは「施設職員の話」であり，暴力団幹部の場合は46．2％，暴力団組員の場合は55．1％に達している。そのほか，暴力団幹部では，「面接指導」（17．3％），「ビデオなどの視聴覚教材」（11．5％），暴力団組員では「面接指導」（38．8％），「警察職員・職業訓練所等外部講師の話」（24．5％）の順で高くなっている。　選択肢別に見ると，「警察職員・職業訓練所等外部講師の話」，「面接指導」，「作文」，「離脱に関する相談所などの公的機関の紹介」について，5％以下の水準で有意差が認められ，いずれの選択肢についても，暴力団幹部で有意に少なく，暴力団組員で有意に多くなっている。また，「役立つと思ったものはなかった」とする者は，暴力団幹部で有意に多く，暴力団組員で有意に少なかった。38法務総合研究所研究部報告14表36役に立った離脱指導の内容（所属暴力団での地位別）役に立った所属暴力団での地位A検定結果離脱指導の内容幹　部組　員。　計κ2値自由度P値判定ビデオなどの視聴覚教材610！6（1L5）（20．4）（15．8）1，48910，222［一L2］［L2］警察職員・職業訓練所等41216外部講師の話（7．7）（24．5）（15．8）5，33910，021＊▼　　［一2．3］△　　［2．3］施設職員の話242751（46．2）（55．1）（50．5）0，80810，369卜0。9］［0．9］集団討議235（3．8）（6．1）（5．0〉0，27810，598［一〇．5］［0．5］面接指導91928（17．3）（38．8）（27．7）5，80310，016＊▼　　［一2．4］△　　［2．4］作　　文2810（3．8）（16．3）（9．9）4，40510，036＊▼　　［一2．1］△　　［2．1］読書指導123（1．9）（4．1）（3．0）0，40810，523［一〇．6］［0．6］離脱に関する相談所など41115の公的機関の紹介（7．7）（22．4）（14．9）4，34410，037＊▼　　［一2．1］△　　［2．1］その他1一1（L9）（1．0）0，95210，329［1．0］［一LO］役立つと思ったものはな14519かった（26．9）（10．2）（18。8）4，61710，032＊△　　［2．1］▼　　［一2．1］合　　計5249101注法務総合研究所の調査による。（）内は，所属暴力団での地位別回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。重複選択による。無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究39表37　出所後の所属暴力団との関係別離脱指導受講状況出所後の所属暴力団との関係検定結果離脱指導の受講状況組にもどるつもりであ組とは関係を断ち切りたいが，組とは関係を断ち切りたくない組にもどるつもりはなその他合　計κ2値自由度P値判定組にもどると思が，組にはもどるい、フれないと思う受けた33727010122（12．0）（12．3）（25．0）（31．3）（2L3）（20．0）▼　［一4．4］［一1．5］［0．4］△　［5．3］［0．2］40，000＊＊受けていな2415061543748830，855い（88。0）（87．7）（75．0）（68．8）（78．7）（80．0）△　［4．4］［1．5］［一〇．4］▼　［一5．3］［一〇．2］合　　計27457822447610（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）（100。0）（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。　表37は，暴力団関係受刑者に対する「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」との質問について回答を求めた結果を，離脱指導受講の有無別に見たものである。1％以下の水準で有意差が認められ，離脱指導を受けたと回答した者では，「組にもどるつもりはない」とする者で有意に多く，離脱指導を受けていないと回答した者では，「組にもどるつもりである」で有意に多くなっている。　表38は，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」及び「組に加入してよかったと思いますか」の質問について，それぞれ得られた回答結果の関連を見たものである。なお，「組にもどるつもりである」と「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないと思う」は「組に戻りたい」に，また，「組にもどるっもりはない」と「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」は「組に戻りたくない」としてグループ化しているが，これは表46まで同様である。　「組に戻りたい」を選択した者は，暴力団に加入して「良かったと思う」とする者の84．9％，「良かったかどうかは分からない」とする者の58．5％，暴力団に加入して「良かったとは思わない」とする者の15．9％であり，一方，「組に戻りたくない」とする者は，暴力団に加入して「良かったとは思わない」とする者の84．1％，「良かったかどうかは分からない」とする者の41．5％，「良かったと思う」とする者の15．1％となっている。各群間には，1％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」と回答した者は，暴力団に加入して良かったとする者及び良かったかどうか分からないとする者で有意に多く，良かったとは思わないとする者で有意に少なくなっている。40法務総合研究所研究部報告14表38　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（暴力団加入に対する意識別）離　脱　意　欲暴力団加入に対する意識合　計κ2値自由度検定結果良かったと　思う良かったとは思わない良かったか　　、どフかは分からないP値判定組に戻りたい　　　124　　（84．9）△　［9。9］　　　33　　（15．9）▼［一12．3］　　　127　　（58．5）△　［3．3］　284（49．7）174，50020，000＊＊組には戻りたくない　　　22　　（15．1）▼　［9．9］　　　175　　（84．1）△　［12．3］　　　90　　（41．5）▼　［一3．3］　287（50．3）合　　計　146（100．0）　208（100．0）　217（100．0）　571（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれ　　ないないと思う」と回答した者である。　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどる　　と思う」と回答した者である。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。　表39は，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」及び「本件犯行時に加入していた組での地位に満足していましたか」の質問について，それぞれ得られた回答結果の関連を見たものである。　「組に戻りたい」を選択した者は，（所属暴力団での地位に）「満足していた」とする者の69．1％であるが，「満足していなかった」及び「どちらとも言えない」とする者では45％前後，「分からない」とする者では32％強にとどまっている。　各群間には，1％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」と回答した者は，所属暴力団での地位に「満足していた」とする者で有意に多く，「どちらとも言えない」，「分からない」とする者で有意に少なくなっている。　表40は，暴力団関係受刑者に対し，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」及び「本件犯行時に加入していた組の人間関係に満足していましたか」の質問について，それぞれ得られた回答結果の関連を見たものである。　「組に戻りたい」を選択した者は，（所属暴力団での人間関係に）「満足していた」とする者の75．9％であるが，「どちらとも言えない」とする者では50％強，「満足していなかった」とする者では32％強，「分からない」とする者では30％弱となっている。　各群間には，1％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」と回答した者は，所属暴力団での人間関係に「満足していた」とする者で有意に多く，「満足していなかった」及び「分からない」とする者で有意に少なくなっている。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究41表39調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（地位に対する満足度別）離脱　意　欲地位に対する満足度合　計κ2値自由度検定結果満足して　いた満足していなかったどちらとも言えない分からないP値判定組に戻りたい　　　　112　　　（69．1）△　　［5．8］　63（45．3）［一L3］　　　　　91　　　（43．5）▼　　［一2．3］　　　　　20　　　（32．3）▼　　［一3．0］　286（50．0）36，23930，000＊＊組には戻りたくない　　　　　50　　　（30．9）▼　　［一5．8］　76（54．7）［1．3］　　　　118　　　（56．5）△　　［2．3］　　　　　42　　　（67，7）△　　［3．0］　286（50．0）合　　計　162（100。0）　139（100．0）　209（100．0）　　62（100．0）　572（100．0）注　1　法務総合研究所の調査による。　　2　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないな　　いと思う」と回答した者である。　　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」　　　と回答した者である。　　4　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　5　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　6　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　7　無回答を除く。表40調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（人問関係に対する満足度別）離　脱　意　欲人間関係に対する満足度合　計κ2値自由度検定結果満足して　いた満足していなかったどちらとも言えない分からないP値判定組に戻りたい　　　　123　　　（75．9）△　　［7．8］　　　　67　　　（32．8）▼　　［一6．1］　85（50．3）［0．1］　　　　11　　　（29．7）▼　　［一2．5］　286（50．0）73，66230，000＊＊組には戻りたくない　　　　39　　　（24．1）▼　　卜7．8］　　　　137　　　（67．2）△　　［6．1］　84（49．7）［一〇．1］　　　　26　　　（70．3）△　　［2．5］　286（50．0）合　　計　162（100．0）　204（100．0）　169（100．0）　　37（100．0）　572（100．0）注　1　法務総合研究所の調査による。　　2　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないな　　いと思う」と回答した者である。　　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」　　　と回答した者である。　　4　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　5　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　6　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　7　無回答を除く。42法務総合研究所研究部報告14　表41は，暴力団関係受刑者に対し，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」の回答結果と，「あなたにとって，組に入ったことの魅力・メリット・得たものはどんなことでしたか」と重複選択で尋ねた結果の関連を，回答選択肢別に見たものである。　「出世できる」及び「世間の役に立っている」との選択肢を選んだ者について，それぞれ1％以下の水準で有意差が認められ，いずれの選択肢においても，「組に戻りたい」とする者で有意に多くなっている。表41調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（暴力団加入の魅力・メリット別）離脱意欲暴力団加入の魅力・メリット合計特にない自分が強くなれる組の名前で仕事がしやすい金に困ら　ない出世できる面倒を見てもらえる格好がいい女性にもてる仲間が増える刺激にあふれて　いる世間の役に立っているその他組に戻りたい　80（48．5）［一1．2］　43（53，8）［0．31　93（53．8）10．5］　60（53，1）［0．21　　　65　　（67．7）△　［3．4］　48（51．1）［一〇，3］　48（49．0）［〇．7］　28（49．1）［一〇，5］　78（59．5）［L9］　77（58。8）［1．7］　　　31　（77．5）△　［3．3］　　　32　（78，0）△　［3，4］257（52，3）組には戻りたくない　85（51．5）［L2］　37（46．3）［一〇．3］　80（46，2）［一〇．5］　53（46．9）［一〇，2］　　　31　　（32，3）▼［一3．4］　46（48．9）［0．3］　50（51．0）［0．7］　29（50，9）［0．5］　53（40．5〉［一1．9］　54（41．2）［一1．7］　　　9　（22．5）▼［一3．3］　　　9　（22．0）▼［一3．4］234（47．7）合　計16580173113969498571311314041491κ2値1，4820，0760，2140，03411，2950，0760，5550，2683，7132，96711，04911，851自由度111111111111検定結果P値0，2230，7830，6430，8550，0010，7830，4560，6050，0540，1020，0010，001判定＊＊＊＊＊＊注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」・及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないと　　思う」と回答した者である。　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組のもどると思う」　　と回答した者である。　　　（）内は，回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　重複選択による。　　　無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究43　表42は，暴力団関係受刑者に対し，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」の回答結果と，「あなたにとって，組に入ったことの不利益・デメリット・失ったものはどんなことでしたか」と重複選択で尋ねた結果の関連を，回答選択肢別に見たものである。　「世間から冷たい（白い）目で見られる」以外の選択肢において，1％以下（「警察ににらまれる」は5％以下）の水準で有意差が認められ，いずれの選択肢においても，「組に戻りたくない」とする者で有意に多くなっている。表42　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（暴力団加入の不利益・デメリット別）離脱意欲暴力団加入の不利益・デメリット合計特にない家族に迷惑をかける両親に迷惑をかける世間から冷たい（白い）目で見られる普通の人から相手にされなくなる危ない目に遭いやすい警察ににらまれ　る一度入ると脱けることができない思ったよりも経済的に苦し　い普通の生活ができなくなるかた苦しいその他組に戻りたい　　42　（79．2）△［4．6］　148　（40．9）▼卜5．5］　120　（40．0）▼［一4．8］　66（42．6）［一1．9］　　33　（27，5）▼［一5，4］　　99　（41．6）▼卜3．1］　154　（45．6）▼［一2．1］　　11　（16．7）▼［一5．6］　　47　（26．0）▼［一7．7］　　90　（37．8）▼［一4．7］　　27　（26．7）▼［一5．0］　11（40．7）［一〇．9260（49，1）組には戻りたくない　　11　（20．8）▼［一4．6］　214　（59．1）△［5．5］　180　（60．0）△［4．8］　89（57，4）［1．9］　　87　（72．5）△［5．4］　139　（58，4）△［3．1］　184　（54．4）△［2．1］　　55　（83．3）△［5．6］　134　（74．0）△［7．7］　148　（62．2〉△［4．7］　　74　（73．3）△［5．0］　16（59．3）［0．9270（50．9）合　計533623001551202383386618123810127530κ2値21，47530，52222，6893，67628，8449，6204，55931，64758，63821，84424，8830，787自由度111111111111検定結果P値0，0000，0000，0000，0550，0000，0020，0330，0000，0000，0000，0000，375判定＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないと　　思う」と回答した者である。　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるっもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組のもどると思う」　　と回答した者である。　　　（）内は，回答者総数に対する比率を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，「＊」は，有意水準5％以下で，それぞれ有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　重複選択による。　　　無回答を除く。44法務総合研究所研究部報告14　表43は，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」に対する回答結果と，少年時代の非行等の経験を重複選択で尋ねた結果との関連を見たものである。「薬物使用」は，5％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」とする者で有意に多くなっている。　なお，配偶者又は子供の有無及び入所前の生活状況と所属暴力団への復帰意欲との関連も調べてみたが，統計上の有意差は認められなかった。表43調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（少年時代の経験別）離　脱　意　欲少年時代の経験合　計薬物使用暴走族などの不良集団への加入親・兄弟へ　の暴力親・兄弟からの暴力・　虐待他の人をいじめたこといじめられ　たこと組に戻りたい　　220　　（51．8）△　［2．4］　186（49．6）［0．3］　75（53．2）［1．1］　38（56．7）［L3］　132（52．6）［1．5］　49（44．5）卜1．1］256（49。2）組には戻りたくない　　205　　（48．2）▼　［一2．4］　189（50．4）［〇．3］　66（46．8）［一1．1］　29（43．3）［一1．3］　119（47．4）［一1．5］　61（55．5）［1．1］264（50．8）合　　計42537514167251110520κ2値5，9760，0731，2141，7242．191，225自由度111111検定の結　果P値0，0150，7870，2700，1890，1390，268判定＊注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「少年時代の経験jは，重複選択による。　　　「薬物使用」は，シンナー，ボンド，トルエン，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤等の使用をいう。　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にはもどれないと　　思う」と回答した者である。　5　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及ぴ「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると　　思う」と回答した者である。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究45　表44は，「初めて警察に捕まったときは何歳でしたか」との質問に対する回答結果と，組への復帰意欲との関連を見たものである。5％以下の水準で有意差が認められ，「組に戻りたい」とする者は16・17歳で有意に多くなっている。　なお，初めて警察に捕まったときの非行内容と組への復帰意欲との関連については，統計上の有意差は認められなかった。表44　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（初度逮捕時年齢層別）離脱意欲初度逮捕時年齢層合　計π2値自由度検定結果14歳未満14・15歳16・17歳18・19歳20−29歳30歳以上P値判定組に戻りたい　79（53．4）［1．1］　75（45．7）［一L1］　　　67　　（59．8）△　［2．5］　30（45．5）卜0．6］　25（39．7）［一1．6］　　7（31．8）［一1．7］　283（49．2）12，96250，032＊組には戻りたくない　69（46．6）卜1．1］　89（54．3）［1．1］　　　45　　（40．2）▼　［一2．5］　36（54．5）［0。6］　38（60．3）［1．6］　15（68．2）［1．7］　292（50．8）合　　計　148（100．0）　164（100．0）　112（100．0）　66（100．0）　63（100．0）　22（100．0）　575（100．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるっもりである」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にはもどれないと思う」　　と回答した者である。　　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」　　と回答した者である。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊」は，有意水準5％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。46法務総合研究所研究部報告14　表45は，暴力団関係受刑者に対する「組を離脱するために具体的な行動を取りましたか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」との質問に対する回答結果別に示したものである。　「組に戻りたい」とする者の比率は，「何もしていない」で有意に多く，「離脱届を出した」及び「組から破門・絶縁された」とする者で有意に少なくなっている。　「組には戻りたくない」とする者のうち，「離脱届を出した」と回答した者は88．3％であり，「組から破門・絶縁された」と回答した者は87．2％となっているが，「組に戻りたい」とする者の中にも，「離脱届を出した」とする者が21人（11.7％），「組から破門・絶縁された」とする者が11人（12．8％）含まれている。表45調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（離脱のための具体的行動別）離　脱　意　欲離脱のための具体的行動合　計何もしていない離脱届を出した組から破門・絶縁されたその他組に戻りたい　　　　184　　　（73．6）△　　［13．3］　　　　21　　　（11．7）▼　［一10．9］　　　　11　　　（12．8）▼　　［一6．4］　　　　　8　　　（22．9）▼　　［一2．6］　220（44．2）組には戻りたくない　　　　66　　　（26。4）▼　卜13．3］　　　　158　　　（88．3）△　　［10．9］　　　　75　　　（87．2）△　　［6．4］　　　　27　　　（77．1）△　　［2．6］　278（55．8）合　　計　250（100．0）　179（100．0）　　86（100．0）　　35（100．0）　498（100．0）π2値176，235119，28241，5246，938自由度1111検定結果P値0，0000，0000，0000，008判定＊＊＊＊＊＊＊＊注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるつもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，　　組にはもどれないないと思う」と回答した者である。　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を絶ち切りたい　　が，組にもどると思う」と回答した者である。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　無回答を除く。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究47　表46は，「組を離脱するために必要な条件・方法は何だと思いますか」との質問について，重複選択で回答を求めた結果を，「現在，出所後にこれまで所属していた組との関係について，どのように考えていますか」との質問に対する回答結果別に示したものである。「組には戻りたくない」とする者は，「暴力団（組）事務所との接触を絶つこと」，「一般社会での就業や生活の基盤が確保されること」，「相談に乗ってくれる人がいること」及び「自分の家族の身の安全を確保すること」の選択肢において，有意に多くなっている。表46　調査対象受刑者の所属暴力団からの離脱意欲（離脱のための必要条件・方法別）離脱意欲離脱のための必要条件・方法合計暴力団（組）事務所との接触を絶つ　ことよその土地で暮らすこと警察など公的機関によって一時的に避難できる場所を確保してもら　うこと一般社会での就業や生活の基盤が確保される　こと入れ墨除去や義指金銭的な援助があること相談に乗ってくれる人がいること仕事に関する訓練や資格があること周囲の人が特別な目で見ないこと自分と家族の身の安全を確保するこ　とその他組に戻りたい　　75　（25．8）▼［一6．5］　78（32．8）［一L7］　10（26．3）［一L3］　　55　（28．5）▼［一3．0］　10（38．5）［0．2］　30（38．5）［0，4］　　47　（26．6）▼［一3．5］　36（32．1）［一1．1］　13（28．3）［一1．2　　23　（22．8）▼卜3．2　　41　（71．9）△［6．0160（36．4）組には戻りたくない　　216　（74．2）△［6．5］160（67．2）［1．7］　28（73，7）［1．3］　　138　（7L5）△［3．0］　16（61．5）［一〇．2］　48（61．5）［一〇．4］　　130　（73．4）△［3．5］　76（67．9）［1．1］　33（7L7）［L2　　78　（77．2）△［3．2　　16　（28．1）▼［一6．1280（63．6）合　計2912383819326781771124610157440κ2値41，6502，8881，8159，1930，0530，18012，3151，1571，45710，46535，796自由度11111111111検定結果P値0，0000，0890，1780，0020，1890，6710，0010，2820，2270，0010，000判定＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊注　　　法務総合研究所の調査による。　　　「組に戻りたい」は，問27で「組にもどるつもりである」及び「組とは関係を断ち切りたくないが，組にはもどれないと　　思う」と回答した者である。　3　「組には戻りたくない」は，問27で「組にもどるつもりはない」及び「組とは関係を断ち切りたいが，組のもどると思う」　　と回答した者である。　　　（）内は，構成比を示し，［］内は，調整済残差を示す。　　　「判定」欄の「＊＊」は，有意水準1％以下で，有意差が見られることを示す。　　　残差分析の結果，△は期待値よりも有意に多いこと，▼は期待値よりも有意に少ないことを示す。　　　重複選択による。　　　無回答を除く。48法務総合研究所研究部報告14第3　まとめ　前章では，調査対象となった暴力団関係受刑者について，年齢層，家族状況，経済状況，少年時の家庭・非行状況等の身上に関する事項のほか，暴力団への加入動機，暴力団への帰属意識，暴力団離脱の意欲等，所属暴力団に対する意識に関して，彼らからの回答を集計した上，様々な切り口で分析を行った。　本章では，前章での分析結果を踏まえ，暴力団関係受刑者の犯罪傾向についての全体像を把握した上で，彼らに対する矯正処遇が現時点で抱えている問題とそれを解決するための方策及び課題について若干の考察を加えることとしたい。　調査結果をまとめると，大略以下のとおりとなる。　1　暴力団関係受刑者の犯罪傾向　昭和45年当時の暴力団関係者は，暴力行為を構成要件とした犯罪にかかわる可能性が高かったが，昭和48年ころからは，刑法犯では，窃盗，詐欺等の財産犯の比率が，そして，特別法犯では，覚せい剤取締法違反の比率が高くなってきている。　また，年齢構成を見ると，暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者，そして，一般国民に比較しても若い層が多く，20歳代では，傷害及び恐喝という，暴力団にとってオーソドックスな犯罪形態にかかわる者が多い。一方，覚せい剤取締法違反，銃砲刀剣類所持等取締法違反といった犯罪については，20歳代で少なく，それより年長の30歳代で多くなっている。　暴力団関係者の犯罪傾向は，このように，暴力行為を構成要件又は背景としたものから次第に覚せい剤取締法違反へとウェートを移し，ここ20数年，詐欺，窃盗等の構成比も漸増傾向にあり，より多様で巧妙なものへと変わりつつあるように思われる。こういった犯罪動向は，暴力団を取り巻く社会・経済情勢，年齢層，構成員の価値観・人生観，集団内の習慣やしきたりを含む副次文化等の変化ともかかわっているように思われるが，これらの関連性については，更なる研究を通して明らかにされなければならない。　2　非行歴　暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べて，薬物使用，親・兄弟への暴力及び族等の不良集団への加入の経験があるとする者が多くなっている。初発非行年齢については，それ以外の受刑者の場合に比して，15歳以下とする者が多く，初発非行の内容については，「暴力にかかわるもの」，「車の運転にかかわるもの」及び「薬物にかかわるもの」が多く，逆に，「お金や物にかかわるもの」は少ない。　こういった結果から，暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者と比べて，比較的早い時期から暴力，薬物等にかかわる非行が発現していることが分かる。　3　暴力団関係受刑者の家庭・経済状況等　暴力団関係受刑者の既婚率（内縁関係を含む。）は，それ以外の受刑者のそれに比較して高い。しかしながら，昭和45年及び同60年当時に比べると，平成11年の既婚率は，15ポイント以上も下がっている。なお，離婚経験についても，暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者に比べその比率が高くなっている。　また，暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者に比して，受刑中の手紙等の発受や面会の頻度が高く，暴力団関係受刑者の意識等に関する研究49出所後の身元引受人についても，配偶者，父母等を指定する者が多い。　少年時代の生活状況に関しては，それ以外の受刑者との間に有意な差が認められなかった反面，犯行当時の生活状況については，それ以外の受刑者に比して，「苦しかったと思う」とする者は少ない。　事件の契機について，暴力団関係受刑者は，それ以外の受刑者に比べると，「友人のため」及び「組など，所属組織のため」とする者が多い。　以上のことを要約すると，以下のようになる。　ア　暴力団関係受刑者はそれ以外の受刑者に比べて，配偶者を含めた家族とのかかわりが深く，犯行　時の生活状況も良い者が多い。　イ　事件を所属組織等のために起こしたとする者がそれ以外の受刑者に比べると多く，殺人はそう　　いった契機で行われることが多い反面，窃盗は自分や家族のために行われることが多い。　詐欺については，統計上の有意差が認められないものの，窃盗と同様，自分や家族のために行われることが多く，これら2つの罪種の構成比が昭和48年ころからおおむね上昇傾向にあるという事実は，暴力団構成員の組織に対する凝集性の変化を示しているのかもしれない。　4　暴力団への帰属意識等　暴力団関係受刑者のうち，組に加入して良かったとする者は約20％強，逆に良かったとは思わないとする者が35％強となっている。加入のメリットとして多く挙げられているのは「組の名前で仕事がしやすい」，「刺激にあふれている」，「仲間が増える」等であり，加入のデメリットとしては，「家族に迷惑をかける」，「両親に迷惑をかける」，「警察ににらまれる」等が多くなっている。　組に入って良かったとする者は，メリットとして「出世できる」，「世間の役に立っている」，「刺激にあふれている」等を挙げるものが多く，逆に，組に入って良かったとは思わないとする者は，デメリットとして，「普通の人から相手にされなくなる」，「世間から冷たい（白い）目で見られる」，「家族に迷惑をかける」等を挙げるものが多い。　所属暴力団での地位及び人間関係について，「満足していた」と答えた者は，暴力団幹部及び暴力団組員を合わせると，それぞれ約27％，約28％である。　5　暴力団からの離脱の意欲，施設内での暴力団離脱指導受講状況等　組から離脱しなかった理由としては，「親分兄弟分との関係が切れなかったから」，「組に義理があったから」，「組員としての生活に満足していたから」等が多く挙げられている。出所後の身のふり方に関して，組に戻りたいとする者は，組に戻りたくないとする者に比べて，「出世できる」及び「世間の役に立っている」とする者の比率が高く，逆に，組に戻りたくないとする者は，「世間から冷たい（白い）目で見られる」との選択肢を除き，「家族に迷惑をかける」，「危ない目に遭いやすい」，「一度入ると脱けることができない」，「思ったよりも経済的に苦しい」及び「かた苦しい」の選択肢について，組に戻りたいとする者より選択率が高くなっている。また，出所後の身のふり方について，離脱指導を受講した者のうち，「組にもどるつもりはない」又は「組とは関係を断ち切りたいが，組にもどると思う」と答えている者は全体の約63％であるが，「組にもどるっもりである」とする者も約27％含まれている。　収容施設が実施している暴力団離脱指導を受講した者は，全体の約17％にとどまっている。暴力団の地位別では，暴力団組員の方が約7ポイント高い。　施設の収容規模と受講率との間には関連が認められ，収容規模等が大きくなるに従い，受講率が下がる傾向が認められる。50法務総合研究所研究部報告14　組への加入を肯定的に受け止めているか否かに関して，組に加入して良かったとは思わないとする者は，加入して良かったとする者に比して，離脱指導の受講率が高い。また，出所後の身のふり方に関して，組に戻るつもりはないとする者は，その以外の者に比して受講率が高くなっている。　上述の調査結果を踏まえ，現時点で離脱指導がかかえる問題点等について考察した結果を以下に述べる。（1）(ア)暴力団関係受刑者は比較的早い時期から非行に手を染め，その非行内容も暴力行為を背景又は内　容とするものが多い，（イ）犯罪を行った当時の生活状況等がその他の受刑者と比較して安定している，　（ウ\)組に戻るとする者が約5割いる，といった事実は，組への帰属意識の強さや犯罪性の進度をうかが　わせるもので，彼ら自身の更生の困難さが痛感される。離脱指導の受講率が約17％にとどまっている　のも，こういった事実関係が背景にあってのことと思われるが，一方で，本研究の調査結果は，以下　の諸点で，離脱指導の受講率向上の可能性をも示唆しているように思われる。受講率向上の努力は継　続的に続けられるべきであるのは当然であるが，受講率を高めるための具体的な手段・方法について　の更なる研究が望まれる。（2）収容規模が大きくなればなるほど受講率は下がる傾向にあるとの調査結果は，離脱指導を含めた各　種の教育活動への参加率は，施設の規模が小さいほど高いことを意味するものである。大規模施設で　教育への参加率が低下する理由を明確化することは容易ではなく，本研究でもこのことについて結論　を出すことはできなかったが，(ア)大規模施設では，被収容者数が多いために集団内での人間関係も一　層複雑化しており，管理上の配慮により多くの手間と時間をかけざるを得なくなる，(イ）とりわけ，暴　力団離脱指導のようなものの場合，対象者が見栄や外聞を気にする傾向を有する関係上，抗争関係に　ある派閥関係者及び友好関係にある派閥関係者を含む他の受刑者の目や耳そして口が気になって，指　導への参加を躊躇させる，(ウ)実施する対象者が小人数の場合の方が対象者の個々のレディネスに応じ　た指導が行いやすい，といった事情が存在する可能性は否定できないように思う。　　いずれにしても，離脱指導を含む教育活動への参加率を上げていくために，小規模施設が適してい　ることは疑いないことと思われるが，既に建設されている施設の規模を変えることは事実上困難であ　るから，今後の研究では，小規模施設が実現しているような収容・教育環境をいかにして多くの施設　で構築していくかが指導受講率向上に関する重要な課題の一つということになろう。（3）表35にも示されているように，暴力団に加入して良かったとは思わないとする者全員が離脱指導を　受講しているわけではなく，受講率は約27％にとどまっている。暴力団加入についての後悔がそのま　ま離脱指導受講へとつながっていくものでないことは，その余の分析結果が示している。前述したよ　うに，本人には組員であることに対する誇りや他の受刑者に対する見栄があるだろうし，社会で彼を　待つ家族等の安否，組を離脱して後の生活に関する展望等が彼の受講意欲に影響を与えているはずで　ある。その意味では，組から離脱した後の彼らの生活を支える社会的基盤の整備，出所後の就職を容　易にする職業的技術の付与，出所後の就職先の斡旋，家族等の安全の確保などが警察等関係諸機関の　協力も得て実現されていくことが離脱のための前提となろう。しかし，こういった出所後の社会環境　の整備と並行して，離脱指導参加への働き掛けの方法・内容をより効果的なものとしていく努力もお　ろそかにすべきではないし，離脱指導の方法・内容を受講者にとってより実用的で魅力あるものにし　ていく工夫も重要である。指導を行うに当たって，外部公的機関を含む各種社会資源を活用すること　は当然考慮されるべきであろうが，受講者の半数以上の者が施設職員の話が役に立ったと答えている　ように，施設内部の担当者の資質・能力に磨きをかけていくことでこれまで以上に当該指導を効率的　なものにする可能性も小さくはない。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究51（4）また，表35を見ると，指導受講者中の約17％は，暴力団に加入して良かったとする者であることが　分かる。わざわざ自らの余暇時間を割いて受講するのであるから，これらの者全員が冷やかしである　とは思われない。組への加入を肯定的に受け止めている者も，内心，参加したことに伴う不利益をそ　れ相応に重いものとして受け止めていることの証左だと思われる。離脱指導参加への働き掛けは，彼　らのこういった内面の琴線に触れるものでなければならない。家族等への迷惑，世間の冷たい目と　いった不利益は，他人に指摘されるまでもなく，彼ら自身が感じているのであり，その意識をより重　く，よりはっきりしたものにしていくような働き掛けが必要であり，その手段・方法についても分析　を深めていくことが望ましい。52法務総合研究所研究部報告14「暴力団関係受刑者の意識に関する調査」実施要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所　1　調査目的　本調査は，組織的な犯罪にかかわる刑事政策上の重要課題の一つである暴力団犯罪対策について考察するに当たり，暴力団関係受刑者を主な対象に，その特質や暴力団関係者に対する処遇の進め方を検討するための資料を得ることを目的として行われるものです。　本調査は，暴力団関係受刑者の実態，暴力団離脱をめぐる問題の所在等を明らかにし，我が国の刑事政策の一翼として矯正施設が果たしている暴力団対策の現状と課題を探ることも試みています。　2　調査対象者　平成11年11月20日から同12年2月20日までの3か月間に，全国のB級処遇施設を出所する刑務所受刑者全員。ただし，本調査を受けることを拒否する者及び心身等の状態により調査を行うことが適当でない者については，実施する必要はありません。　3　調査方法　調査対象者に，当所から送付する対象者記入用調査票（別添資料1）を配布し，以下4の留意事項に御配慮の上，直接記入させてください。さらに，同調査票には氏名・生年月日を記入させないことになっていますが，回収した同調査票ごとに回答者が特定できるように適宜の方法で確認し，個々の記入済みの同調査票の上に，職員記入調査票（別添資料2）をホッチキス，糊等で添付し，これに対象者記入用調査票の記載者に関する情報を記入して下さい。　なお，対象者記入用調査票に記入をしなかった対象者については，職員記入調査票を作成する必要はありません。　対象者記入用調査票及び職員記入調査票については，一括して，調査実施日，調査実施人数等必要事項を記入した送付明細書（別添資料3−1及び3−2）を添付して，当所に送付してください。　4　調査を行うに当たっての留意事項　（1）本調査では，対象者記入用調査票に調査対象者本人の氏名を記載させないこととしています。そ　　のため，同調査票回収後に職員記入調査票を記載するに際し，調査対象者の特定に困難を伴うこと　　があり得ますので，この点を回収に際し御配慮いただくとともに，対象者記入用調査票との照合を　容易にするため，各施設の調査実施担当者において，同調査票に番号等に符丁をつけられても差し　　支えありません。　（2）調査方法としては，個別に実施させる場合又は一斉に実施させる場合の二通りが考えられます　　が，いずれの方法により実施しても差し支えありません。　（3）形式的な質問を除き，内容についての質問が出た場合は，「自分で思ったとおり答えるように」回　　答し，設問の内容についての具体的な指導は行わないようにしてください。　（4）対象者から調査の目的等についての質問が出た場合は，「最近の刑務所での教育活動について知　　るための調査で，これからの刑務所の教育活動に役立てるための資料にする。」旨説明してくださ　　い。　（5）調査を行っている機関についての質問が出た場合は，「刑事政策に関する研究及び資料収集を　　行っている法務省の研究所である。」旨説明してください。　（6）もし用紙が不足した場合は．コピーで対処していただくようお願いします。暴力団関係受刑者の意識等に関する研究5　調査票の返送以下の期限までに，下記6（1）の返送先に送付してください。（1）平成11年12月末日まで実施分　　　　　　　　　　　平成12年1月15日（2）平成12年1月1日から同年2月20日まで実施分　　　平成12年3月1日6　調査票返送先及び照会先（1）調査票返送先　　〒279−0013千葉県浦安市日の出11番地　法務総合研究所　研究部（2）照会先　　TEL　O47−382−1684　研究官　　滝　本　幸　一　　　　　　047−382−1686　研究官補　立　谷　隆　司　　　　　　047−382−1022　研究官補　橋　本　三保子　　FAX　　O47−382−16885354法務総合研究所研究部報告14法務総合研究所職員記入調査票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（庁名）　　　　　（整理番号）1　庁名・整理番号　　　　　　　　　　　　　［二二二二二二二二ニトー□□□2調査日　     月　日3　生年月日（日本国籍以外の場合は西暦を記入してください。）及び国籍　（明治・大正・昭和・西暦）　　　年　　月　　日生　国籍　1日本　　2その他（　　　）4567891011　罪名　刑名1　懲役　　　2　禁錮　　　3　懲役．・禁錮併有　　　4　その他（　　　　　　）　刑の起算日（昭和・平成）　　　　年　　月　　日　刑期1　無期　　　2　有期　　（刑の終了日：平成　　年　　月　　日）　入所度数1　1度　　　2　2度　　　3　3度　　　4　4度　　　5　5度以上　出所時の身元引受人の状況1　父母　　2　配偶者（内縁関係を含む）　　3　兄弟姉妹　　4　その他の親族5　知人　　6　雇主　　7　更生保護施設　　8　社会福祉施設　　9　未定　懲罰事案内容懲罰事案の有無（1　あり　　　2　なし）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3抗命口回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6抗命□回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8殿棄口回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11その他口回）　外部交通関係（総数）（1）　未決時　発信総数口回　受信総数口回　　　　面会総数［コ回（2）　既決時　発信総数口回　受信総数E二ニコ回　　　面会総数口回暴力団関係受刑者の意識等に関する研究55　この嶺萎は，あなたの荊蹴での星箔についてうかがい。轟の馨暑にすることを首箭としています。讃茎甘箭鰍で鹸することや，あなたの畝の茗箭が由たり，横の箴縞にかかわることはありませんので，できるだけありのままを善いてください。　貿簡は峯蔀で29簡あります。それぞれの蜂簡の蓉え芳は，．箇讐篇に，あてはまる暑弓や欝を猷する酪とあてはまる暑号の稲に○をつける鵬とがあります。　また，「その価」を讐んだときなどは（）の串に，輪な騰や埋1由を舎いてください。問1　調餐目雛のあなたの鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問1　薮寧を猷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田銭問2　勘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問2　暑弓を猷藻　　　　　　　　　　　□問3　1　2　3　4荊署は綺ですか。憲寝蜘憲寝・輪翻その他（）問3網をi獣□問4　荊期はどのくらいですか。1か2のいずれかの讐弓を署の箇讐箱に猷し，2を篭んだ　　問4　　ときは，さらにあてはまる群を善いてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1または2を鰍麟□2を篭んだ酪□年□月問5　この荊繊に贈した邑はいつですか．憎箱なら1，職なら2を若の箇蓉箱に猷し，　問5　　さらに，あてはまる覇哨の酔を善いてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　1または2を籠欠雌　　　　　　　　　　　□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝を猷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□年□・□・問6　雛，鯛ですか，結錯していますか。　1鯵である　2　茜怨著がいる　3　籍雄している問7　舷に麟したことがありますか。　1　騒婚したことがある　2　屡贈したことはない問6鶴を歎□問7網を猷□問8　手牧はいますか。1羅はいる2搬はいない問8暑弓を歎□56法務総合研究所研究部報告14問9　1　3　5　7　9由耕棲の身號1歎は，だれですか。贈克第購美畝吏灘護旛設栽246810寵檎著（肉穀箇繰を誉む）その他の搬鎧奎繧瀧撒その価（）問10　鞘の難は，だれのために急こしたのですか。茨の串でもっともあてはまると憩う　　ものはどれですか。12345崩のため撫のため笈欠のため組など，旙く慰織のためその他（）のため問11歩鞘牲に茨のような灘がありますか。ある矢は，あてはまるものを，雌　毯んでください。123456シンナー，ボンド，トルエン，醸，夫麻，あへん，覚せい翔響の藁暢鹸累是駿などの宋食案甜への茄父親寛第’への製労窺・覚第’からの禦ガく・餐得’裕の茨をいじめたこといじめられたこと問12　粉めて讐漿に捕まったときは荷叢でしたか。問13　罰めて讐察に蒲まったときの菲肴や胞罪は荷でしたか。　　あてはまるものを腫蓮んでください。123456お釜や楊にかかわるもの禦ガくにかかわるもの罹にかかわるものく蜜の蓮轄にかかわるもの藁筋にかかわるものその他（）問14あなたの蕃った豪澁の塊快挽う・垂罷食はどうでしたか。12345糖箱だったと憩うまあ器箱だったと，憩う鹸であるやや善しかったと憩う善しかったと憩う問15曼荊箭の朧快樹・墨落徴はどうでしたか。12345器箱だったと憩うまあ絡箱だったと憩う輪であるやや善しかったと憩う善しかったと憩う問9網を猷□問10鵜を猷□問11　あてはまる暑弓の稲にいくつでもOをつけるo問12酔を猷□銭問13あてはまる網の稲にいくつでも○をつける。問14鵜を猷　　□問15網を猷　　□暴力団関係受刑者の意識等に関する研究問16　糊蒔に茄欠していた績でのあなたの茄は荷でしたか。1鱒2顯問17　あなたは，糊蒔に茄欠していた績での恥に警楚していましたか。　1　藩箆していた　2　藩箆していなかった　3　どちらとも昔えない　4　券力・らない問18　あなたは，糊蒔に茄又していた績の繍に縦していましたか。　1　藩箆していた　2　藩矩していなかった　3　どちらとも昔えない　4　券力、らない問19　あなたは，糊蒔に茄欠していた値で，歯笹の曲みはありましたか。　1　克iムみはあった　2　克込みはなかった　　　　　　　せ　り　3　どちらとも言えない　4　身力・らない問20　あなたにとって，誼に笑ったことの態芳・メリット・舎たものはどんなこと　でしたか。あてはまるものを雌題んでください。1輸こない　2　　崩が彊くなれる　3　組の茗ま箭で樽がしやすい　4　　翌iに菌らない5　由笹できる　6　齢協を負てもらえる7繍がいい　8　妥軽にもてる　9　爾商が瑠える　10　荊撒にあふれている　11　甚簡の稜に豊っている12その他（　　　　　　　　　　　）57問16鵜を猷□問17鵜を猷□問18鵜を臥□問19　審薯を舘欠□問20あてはまる網の稲にいくつでもOをつける。58法務総合研究所研究部報告14問21あなたにとって，績に叉ったことのポ莉蓋・デメリット。翼ったものは　　どんなことでしたか。あてはまるものを堕麺んでください。123456789101112輸こない蒙族に蓬慧をかける寄撹に齢をかける笹簡から路たい（旨い）自で免られる喜鑑の人から箱手にされなくなる冠ない自に造いやすい讐禦ににらまれる笥隻笑ると競けることができない憩ったよりも羅審騎に善しい喜錨の笙揺ができなくなるかた讐しいその他（問22値に茄ヌして良かったと憩いますか。　1　良かったと憩う　2　良かったとは憩わない　3　良かったかどうかは券からない）問23あなたが，雑稀蒔までに績を巌しなかった幽由は綺だと憩いますか。あてはまる　ものを雌篭んでください。1　緬賞としての笙揺に藩箆していたから2　績に萎蓮があったから3　翻寛第雰との餌篠が砺れなかったから4　饒けるのは算の欝が豊たないから5　纐するには釜が婁るから6　轍すると首偽や繊が竣墾を蔓けるから7　猫の芋後で笙箔できなかったから8　画商が蔓け犬れてくれないから9　首努には犬れ墓・措つめがあるから10その他（）問24　このたびの鰯甲に，績を巌するための蜘・糖を隻けたことがありますか。　1　蔓けた2蔓けていない問25　蔓けた騰の箪で出競犠に梗笠っと憩ったのはどんなものですか。あてはまる　　ものを雌篭び，さらに，篭んだものについて憩い由せるものがあれば，　　（　）肉に，貞篇菌に舌いてください。12345678910ビデオなどの窺競薮粉’（警灘賞・し磯勘藤餅辱贈識の讐（旙識賞の讐（彙齢議（置樹講（織（議く善講（轍に蘭する箱駿競などの蜀繍蘭の籍芥’（その他（食董つと慧ったものはなかった問21あてはまる網の稲にいくつでもOをつける●345678問22暑樗を歎□問23　あてはまる暑弓の稲にいくつでもOをつけるo34567810問24鵯を鰍□問25　あてはまる網の稲にいくつでもOをつけるo345678暴力団関係受刑者の意識等に関する研究59問26蔓けた騰の串で由耕犠にあまり梗並たないと憩ったのはどんなものですか。　　あてはまるものを魁篭んでください。さらに，篭んだものについて，　　（）歯に，憩い由せるものがあれば」繍酌に善いてください。12345678910覆並たないと憩ったものはなかったビデオなどの窺競寂粉’（警職賞・し纏淘隙餅辱贈論の讐（旙識賞の器（彙齢議（識簿（撒（議く善輪（轍に蘭する箱駿號などの蜀翻蘭の霜芥’（その他（問27　あなたは，貌雀，由耕覆にこれまで耕疑していた緕との醸について，　　どのように響えていますか。12345組にもどるつもりである鮪とは蘭篠を断ち動りたいが，緬にもどると，憩う組とは餌篠を断ち動りたくないが，組にはもどれないと憩う績にもどるつもりはないその他（　　　　　　　　　　　）問26　あてはまる　暑導の稲にいくつ　でもOをつける。345678問27網を猷□問28　あなたは，績を巌するために」騨南な肴筋を最りましたか。　　あてはまるものを雌邊んでください。　1　荷もしていない　2　籠競篇を由した　3　組から飴・羅讐された4　その他（　　　　　　　　　　　）問28　あてはまる鵯の稲にいくつ　でも○をつける。問29あなたが績を繊するために躾な辮・雛は綺だと憩いますか。あてはまる　　ものを雌讐んでください。1234567891011禦ガ樹（籍）箏霧所との撚を断つことよその壬地で暮らすこと響漿など唇蒔機i蘭によって」簿函に畿できる甥険を譲楳してもらうこと皇駿粧釜でのし號簗うや笙揺の塞塾が謬楳されること犬れ墓際裟や義措釜畿箭な獲莇があること箱駿に粂ってくれる茨がいること在事に蘭する撫や輪があること周囲の茨が蒋荊な自で免ないこと首偽と繊の身の髪室を躍牒することその他（　　　　　　　　　　　）問29　あてはまる鶴の稲にいくつでもOをつける。34567861暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究研究官研究官研究官研究官研究官補細木邦子中野陽子染田　　惠横地　　環岡田和也前研究官（東京保護観察所観察第三課課長）　　　　　　　吉田研一郎目次第1　1　2第2　1234第3　1　2　3　4　5資料　はじめに　本研究の目的………　調査研究の方法………………・………（1）調査対象者の選定について・（2）調査の実施方法について…・（3）分析方法について・　暴力組織関係者に対する更生保護の概要・・…・……　暴力組織関係保護観察対象者にかかわる問題点の現状　（参考）従前の研究……一……　調査結果とその分析………　調査対象者の属性等…・………（1）調査対象者の属性・………………・……（2）調査対象者に係る事件一……（3）調査対象者の処分歴等……一（4）調査対象者の暴力組織との関係………　調査対象者に対する保護観察の実施状況………・…（1）保護観察開始時の状況…・………一……（2）保護観察実施上の問題点と改善状況　成り行き…（1）保護観察終了時の状況・……・（2）再犯の状況…・・……………・一　成り行きと関連のある要因の分析……（1〉成り行きと各項目との関連・……一…（2）ロジスティック回帰分析の結果……　まとめ……………一　調査対象者の属性等・……・……　保護観察の実施状況…………一……・…　成り行き……………　成り行きと関連のある要因の分析……　おわりに…63　65　65　65　65　65　66　66　68　70　71　71　71　73　75　77　83　83　85　90　90　94  102−102・106−110−110・110−111−111・112−114暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究65第1　はじめに　1　本研究の目的　暴力団は，その団体の構成員が，集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体（平成4年法律第77号「暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律」第2条第2号）である。そのため，その構成員である暴力団員で，保護観察付き執行猶予となった者も，一般の執行猶予付き保護観察対象者に比べて，処遇困難な者が多い。これらの実情に鑑みて，保護観察実務では，保護観察類型別処遇要領に基づき，暴力組織関係対象者に対して，その特質に応じた処遇を行っている。　今回の研究では，これらの点を踏まえて，一般の執行猶予付き保護観察対象者と比べて，暴力組織関係の執行猶予付き保護観察対象者が有する特質を実態調査を通じて明らかにし，その結果実務におけるこの種の対象者に対する効果的な処遇の方策の在り方について検討することを基本的な目的とした。具体的には，次の事項について，調査・研究することを，目的としている。�@保護観察付き執行猶予になる暴力組織関係者の特質を明らかにするため，まず，その犯罪歴，組織　内での地位・活動歴，犯罪内容と暴力組織との関係，離脱の見込み等について調べ，それらを基礎に，　一般の保護観察付き執行猶予者との比較を通じて，その特質を明らかにする。�A　暴力組織関係保護観察付き執行猶予者の保護観察の実施には，どのような困難が認められるのか，　特に，担当保護司等との接触状況や実態把握の状況等について，保護観察の実施状況を把握する。�B　暴力組織関係保護観察付き執行猶予者の成り行きを調査し，成り行きと関連している要因を探る。　特に，成り行きが悪い対象者の特徴や，再犯の態様や再犯の時期等にみられる特徴を探る。また，成　り行きが良好な対象者について，その特徴や，良好な成り行きに影響を及ぼした要因等について調べ　る。�C　統計的手法により，成り行きと強い関連を有する項目及び関連の程度等を明らかにする。　2　調査研究の方法　（1）調査対象者の選定について　平成11年1月1日から同年10月31日までの間に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者で，次のいずれかの要件に該当する者を対象とした。　(ア)　「保護観察類型別処遇要領の制定について」（平成2．3．22保観第108号保護局長通達）別紙の類型　　の区分に従い，「暴力組織関係対象者」と認定された者　（イ）（ア）以外で，誓約書（丙）の「遵守事項を守るための指示事項」において，暴力組織に関する記　　載がなされている者　今回の調査で上記(ア)のほかに（イ）を対象に加えたのは，幾つかの保護観察所で予備的な調査を行ったところ，「暴力組織関係対象者」の認定の判断には，保護観察所によって多少のばらつきがあり，例えば，準構成員として把握はされていないものの，暴力組織との関係が深い場合に，積極的に認定しているところとそうでないところがあるなどの事情が認められたことによる。（イ）を加えたことにより，準構成員に該当していなくても，暴力組織との関係が保護観察実施上の大きな問題の一つになっている者については，調査対象者に含まれることになっている（つまり，範囲がやや広くなっている。）。　（2）調査の実施方法について　調査は，各保護観察所に「暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究」調査票（文末資料参66法務総合研究所研究部報告14照）を送付し，保護観察官が，事件記録等に基づいて記入する方法によった。　調査を実施した結果，回収できた調査票は302人分であるが，そのうち上記(ア)に該当するものが227人（75．2％），（イ）に該当するものが75人（24．8％）となっている。　　（3）分析方法について　分析に当たっては，保護観察付き執行猶予者全体の傾向と比較可能なデータについては，適宜比較を行うことにより，暴力組織関係者の特質を明らかにしていくこととした。　比較に用いるデータは，法務大臣官房司法法制調査部の保護統計のうち「保護観察事件受理調査票」及び「保護観察・更生緊急保護事件終了調査票」により集積されたデータである。ただし，調査対象者の終了年月と保護観察付き執行猶予者の終了年月は一致していない。　3　暴力組織関係者に対する更生保護の概要　以下では，本文での分析の前提として，暴力組織関係保護観察対象者が，保護観察全体に占める比率や保護観察受理・終了についての全般的な傾向について概観する。1−1−1図は，最近10年間における保護観察新規受理人員中の暴力組織関係者（�@現に暴力組織の幹部，組員又は準構成員である者，及び�A過去に�@に該当した者で，保護観察開始時においても暴力組織と完全に絶縁しているとは認められないものをいう。以下，本章において同じ。）数の推移を見たものである。1−1−1図　暴力組織関係保護観察対象者新規受理人員の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成2年〜11年）（人）3，5003，0002，5002，0001，5001，0005000仮出獄者1，648保護観察処分少年　　少年院仮退院者　保護観察付執行猶予者11423230149平成2　　　　　　　　　　　　　　　6注　1　保護統計年報による。　2　「保護観察処分少年」には，交通短期保護観察少年を含まない。　1−1−2表は，平成11年の保護観察新規受理人員に占める暴力組織関係者の比率を示したものである。また，最近10年間における保護観察新規受理人員に占める暴力組織関係者の比率の推移は，1−1−3図のとおりである。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究671−1−2表保護観察新規受理人員に占める暴力組織関係者の比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成11年）対象者の種類総数暴力組織関係者比　率総数47，8512，4505．1保護観察処分少年24，1721490．6少年院仮退院者5，1872304．4仮　　出　　獄者13，2561，64812．4保護観察付執行猶予者5，2364238．1注保護統計年報による。「保護観察処分少年」には，交通短期保護観察少年を含まない。1−1−3図（％）252015保護観察新規受理人員に占める暴力組織関係者の比率の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成2年〜11年）1050仮出獄者保護観察付執行猶予者12．4少年院仮退院者8。1保護観察処分少年4．40．6平成2注　1　　2　　　　　　　　　　　　　6保護統計年報による。「保護観察処分少年」には，交通短期保護観察少年を含まない。11　最近5年間の状況を見ると，保護観察処分少年については，新規受理人員が，平成7年から一貫して増加しているが，各年における暴力組織関係者の占める比率は，7年は0．9％（166人），8年は0．8％（169人），9年は0．6％（139人），10年は0．6％（148人），11年は0．6％（149人）とおおむね横ばいを示している。　また，少年院仮退院者については，新規受理人員が，平成8年を除いて，相当な増加を示しているが，各年における暴力組織関係者の占める比率を見ると，7年は6．9％（261人），8年は6．1％（228人），9年は5．2％（218人），10年は4．5％（215人），11年は4．4％（230人）と，低下傾向にある。　一方，仮出獄者については新規受理人員が，一貫して増加しているが，各年の暴力組織関係者の占める比率については，平成7年は15．1％（1，838人），8年は13．7％（1，682人），9年は13.3％（1，712人），10年は12．6％（1，636人），11年は12．4％（1，648人）と，低下傾向にある。　また，保護観察付執行猶予者について見ると，新規受理人員は，増加傾向にあるが，各年の暴力組織関係者の占める比率は，平成7年は10．3％（499人），8年は9．1％（448人），9年は8．7％（436人），1068法務総合研究所研究部報告14年は7．9％（418人），11年は8．1％（423人）と，低下傾向にある。　処遇に関しては，保護観察の施策として，保護観察類型別処遇制度がある。平成2年3月に保護観察類型別処遇要領が制定され，同年5月から実施された（9年3月に一部改正，12年3月に一部改正。）。これにより，類型別処遇は，保護観察対象者のもつ問題性その他の特性を，犯罪・非行の態様，環境条件等により10区分に類型化した上，各類型ごとに具体的な処遇指針を例示し，その特性に焦点を合わせた処遇を実施している。　暴力組織関係者に対しては，「暴力組織関係対象者」と認定して，保護観察類型別処遇を実施して，類型別処遇の指針を参考に保護観察官が処遇計画を策定し，通常は保護司と協働態勢で社会復帰への働き掛けを行っている。暴力組織関係対象者に対する処遇指針のうち，主要な事項は，次のとおりである。�@　警察等関係機関の協力を得るなどして，生活状況，特に暴力組織との具体的な関係，組織の動向等　の実態把握に努める。�A　交遊関係の調整，転居等による環境の改善を図るなどして，本人に対し，組織からの離脱を働き掛　ける。�B　組織加入の動機，その背景，組織における本人の地位，家庭環境，離脱の難易等を踏まえ，警察等　関係機関の協力を求めるなどして，本人の離脱について組織に働き掛ける。�C組織からの離脱のために，家族や警察等関係機関に対し，保護観察への理解，協力を求める。�D地道な職業への就労指導を行う。�E　矯正施設収容中の者については，その環境調整の段階から組織離脱の調整に努める。�F同一組織に属する複数の保護観察対象者がある場合には，関係保護司相互間の連携を密にする。　保護観察所では，暴力組織から離脱する意思のある者については，公共職業安定所，警察及び暴力団対策法の施行後に指定された都道府県暴力追放運動推進センター（以下，本報告において「センター」という。）等と緊密に連絡を取り合い，転職指導や就職先の確保等に努めている。　他方，保護観察所においては，�@警察及びセンターとの連絡窓口を定め，円滑な協力関係が保たれるよう配慮するとともに，�A各都道府県の実情に応じ，暴力組織関係者の社会復帰対策に関して具体的な協力及び連絡を円滑に行うため，警察及びセンターと連絡協議会を開催する等，必要な連絡・協議の場を設けることなど，その協力関係の充実及び強化に努めている。また，センターの暴力追放相談員として，保護司が委嘱されている例が少なくない（法務省保護局の資料による。）。　4　暴力組織関係保護観察対象者にかかわる問題点の現状　暴力組織関係者は，1−1−4表に見るように，実数はそれほど多くないものの，再犯等により執行猶予取消しで終了する比率が高く，他方，保護観察成績良好で推移する者は少ない。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究691−1−4表保護観察終了者の終了事由及び成績（4号全体・暴力組織）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成9年〜11年）平成9年平成10年平成11年4号全体i％暴力組織i％4号全体i％暴力組織i％4号全体i％暴力組織i％　総期　間数満　了5・・93i1・…3・319i65・2503i100．0306i60．84，930i100。03，194i64。84581100．0281i61．44・8451・・…3，182i65・7415i100．0256i61．7刑の執行猶予取消し1，646132．3188i37．41，608i32．6173i37．84，526i93．4153i36．9その　　他128i2．5g　i1．8128i2．64i　O．9137i2．86i1．4良並日（期間満了者の成績）　　　　　　好　　　　　　通糊i脆71灘16．3306i127i25．297i19．33，194i1・363i27・6　801：16．22811ggi21．6102i22．31：講捌828i17．1256illli26．77gi19．0不良35i　o．781L64610．96i1．334i　O．76i1．4仮解除714i14．043i8．5600i12．23718．1531i11．024i5．8評定所在不明32116．326i5．231gi6．528i6．135517．330i7．2除外身柄拘束32i　O．65i1．041i　O．84i　O．932i　O．74i1．0その他26i　O．5o　i　O．024i　o．55i1．124i　O．52i　O．5注　保護統計年報による。　また，従来から，保護観察実施上の問題点として，�@実態の把握が困難であること，�A接触が困難であること，�B面従腹背的な態度をとりやすいこと，�C保護観察を軽視しやすいこと，�D所在不明になりやすいこと，�E労働を忌避し，怠惰な生活が身についているなど，一般社会への適応性に欠けることなどが指摘されている（河本憲明「暴力団加入対象者の保護観察」『日本の矯正と保護』第3巻，1981年，有斐閣）。　しかしながら，これまで，特に近年は，その実態について調査したものはあまり見られない。　そこで，この種の対象者に対する効果的な保護観察を実施するためにも，暴力組織関係保護観察対象者の実態を把握し，処遇上の問題点や，成り行きに影響を及ぼす要因等の分析を行うことが必要である。　ところで，暴力組織との関係が認められる保護観察対象者は，平成11年の新規受理人員でみると，前出の1−1−2表のとおり，仮出獄者に多い。そこで，仮出獄者の特色をみると，次のとおりである。�@保護観察期間が短い者が多いこと（特に暴力組織と関係が認められた者については，その傾向が強　いのではないか。〉。�A　�@とも関連するが，保護観察期間中の再犯率は非常に低く1，成り行きを左右する要因の分析は困難　であること。�B地方更生保護委員会による仮釈放審理等を通じ，組織からの離脱の見込みが高い者があらかじめ選　別されていること。　これらの状況にかんがみて，本研究は保護観察付き執行猶予者を研究の対象とすることとした。1　保護観察期間中に，再度罪を犯し，かっ，新たな処分を受けた者の保護観察終了者に対する比率（再犯率）は，仮出獄者についてはおおむね1％前後で，また，保護観察付き執行猶予者についてはおおむね30％台で，それぞれ推移している。平成11年における再犯率は，仮出獄者が1．1％，保護観察付き執行猶予者が34．4％となっている（平成12年版犯罪白書，p．92）。70法務総合研究所研究部報告14　（参考）従前の研究　まず，暴力組織関係保護観察対象者に関する先行研究の幾つかを簡単に振り返ってみることとする。　古いものでは，�@保護局調査連絡課「暴力組織と関係をもつ暴力事犯関係対象者に関する実態調査」保護月報第62号　（昭和38年7月）�A小山忠直・井上義隆「保護観察下にある暴力組織関係犯罪者の実態に関する研究」法務総合研究所　研究部紀要　1966年（昭和41年7月）などがある。しかし，�@の調査と�Aの研究はともに，（i）調査・研究を行った時点が1960年代と古く，また，（�A）調査・研究対象者の選定方法が本調査とは，まったく異なっていること，及び，(�B)採用した調査方法が本調査研究とは異なっていること，例えば，当該事件担当保護司のケース予想として担当ケース（対象者）の予後に関する見通しの判断について調査（�@）したり，当該事件担当保護司に回顧的アンケート様式による質問調査（�A）をする方法を採用していること，などの理由により，本調査研究と対比あるいは比較して分析する方法は採用しない。　ところで，前述した�@及び�Aの両調査のような暴力組織保護観察対象者に関する全国的な，あるいは大規模な調査は，その後行われていない。　しかし，近年実施された調査の中で，暴力組織関係保護観察対象者に言及しているものは幾つか認められるので，該当する事項に関して，次にその要点を概観する。�B　長岡等「保護観察付執行猶予者の成行きに関する研究　第1報告」法務総合研究所研究部紀要32　1989年，及び，安形・松本等「保護観察執行猶予者の成り行きに関する研究　第2報告」法務総合研　究所研究部紀要33　1990年　〈要点〉　　・「組員」，「準構成員」の再犯率が高いのに対し，「幹部」は比較的低率である。　　・暴力団に所属する保護観察対象者は，保護司等に対して恭順の態度で接することが少なくなく，　　無銭飲食の常習者などのように，たちまち再犯をして逮捕されるようなことも少ないが，フォ　　ロー・アップの期間を長くとればとるほど，再犯の説明要因としての順位を確実に高めていくと　　ころの存在となる。�C　川崎等「覚せい剤事犯保護観察付執行猶予者に関する研究　第1報告」法務総合研究所研究部紀要　38　1995年，及び，岡田等「覚せい剤事犯保護観察付き執行猶予者に関する研究　第2報告」法務総　合研究所研究部紀要39　1996年　く要点＞　　・覚せい剤事犯保護観察付き執行猶予者について，暴力組織関係をみると，男子では，26．1％が「組　　員」及び「元組員」であり，何らかの形で暴力団と関係のある者が51.6％を占める。　　・対象者の「暴力団との交友」に関する対応は，保護観察官や担当保護司による「対象者への指導」　　（保護観察官，担当保護司ともに62．％）が中心である。また，保護観察官が対象者について，「警　　察に暴力団関係を照会」（5．4％）したり，「警察に協力依頼」（2．7％）することが若干ながら見ら　　れる。　　・対象者の「暴力団との交友」に関する問題の改善状況は，「改善した」と「やや改善した」を合わ　　せると50．0％となり，「家庭不和」（61．0％），「失業」（53．1％）に次いで高いが，他方，「悪化し　　た」と「やや悪化した」を合わせた比率も，21．4％と比較的高い。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究71第2　調査結果とその分析　1　調査対象者の属性等　　（1）調査対象者の属性　2−1−1表は，調査対象者の性別並びに保護観察開始時の年齢及び教育程度を見たものである。　性別については，男子が93．4％で，大半を占めている。　年齢は，24歳以下が4割近くを占め，20歳代後半，30歳代，40歳以上がそれぞれ約2割ずつとなっており，最高齢は59歳である。平成11年に受理した保護観察付き執行猶予者全体と比較すると，やや若年に偏っている。平均年齢をこの保護観察付き執行猶予者全体と比較したところ，調査対象者の平均年齢（30．9歳）は，保護観察付き執行猶予者全体（33.5歳）と比較して2歳以上若く，平均の差の検定の結果も有意差が認められる（t=一3．578 or−4.292，p＜．001）。　教育程度は，中学卒業以下（中学中退の3人を含む。）が46．4％で最も多く，次いで，高校中退，高校卒業以上（大学中退の2人を含む。）の順となっている。2−1−2表は，調査対象者と平成11年に受理した保護観察付き執行猶予者全体の教育程度を比較したものである。その結果，中卒者については両者の相違は見られないものの，高校中退では調査対象者が統計上有意に多く，高卒以上では調査対象者が有意に少ないことから，調査対象者は，保護観察付き執行猶予者全体よりも教育程度が低いことが分かる（X2（2）＝25．971，p＜．000）。2−1−1表　調査対象者の性別・年齢・教育程度区　　　分総�@　性�A　年　19　20　25　30　40　50�B　教　　中　同　同男女歳　以〜　24〜　29〜　39〜　49歳　以育　程卒　以校　中卒　以数別齢下歳歳歳歳上度下退上人　　　数302（100．0）282　（93．4）20　　（6．6）　11165466501514010755（0．3）（38．4）（17．9）（21．9）（16．6）（5．0）（46．4）（35．4）（18．2）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。72法務総合研究所研究部報告142−1−2表　調査対象者と保護観察付き執行猶予者全体との　　　　　教育程度の比較区　　　分総　　数教　　　育　　　程　　　度中卒以下高校中退高卒以上調査対象者保護観察付き執行猶予者全体　302（100．0）5，150（100．0）　140（46．4）〈0．9＞2，250（43．7）一〈0．9＞…1鱒麟、鍵嬢．雛韮i護駿鱗．鐡調．麟　鵠鰹、灘轍善．6》1，蕩灘一・�梶D鎖難．簾注　　　法務総合研究所の調査及び法務大臣官房司法法制調査部の資料による。　　　（）内は，構成比である。　　　く＞内は，調整済み残差であり，網掛け部分は有意差の認められた部分を示す。　　　執行猶予者全体については，比較の必要上，調査対象者と同じカテゴリーに含まれ　　ない者を除外した。　2−1−3表は，保護観察開始時の職業を見たものである。無職者が31．6％であり，職業に就いている者のうちでは，技能工・採掘・製造・建設作業者及び労務作業者が3割以上を占めている。そのうち，建設作業者は78人で，総数の25．8％となっている。保護観察終了時には，無職者の比率は，総数の24．2％に低下している。　平成11年の保護観察付き執行猶予者全体を見ると，保護観察受理時では49．9％，保護観察終了時では30．9％の者が，それぞれ無職者である。2−1−3表　調査対象者の職業職　　　　　業人　　　数総数294　（100．0）管理　的　職　業　従　事者3　（LO）販売　　　従　　　事者29　（9．9）サ　ービ　ス　職　業従事　者19　（6．5）農林　　・　漁　業　作　業者3　　（1．0）運輸　　・　通　信　従　事者18　（6．1）技能工・採掘・製造・建設作業者及び労務作業者92　（3L3）その　　他　　の　　職業26　（8．8）無職者93　（31．6）不詳11　（3．7）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。資料のないものを除く。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究73　2−1−4表は，保護観察開始時の配偶者の有無を見たものである。「配偶者なし」が過半数を占めているが，これは，調査対象者の年齢が比較的若いことも影響していると思われる。また，配偶者がいる者のうち，37．0％が内縁関係にある者である。2−1−4表　調査対象者の配偶者の有無区　　　分人数総　　　　　数301（100．0）配偶者あり135（44．9）内縁関係50（16．6）配偶者なし162（53．8）不　　　　　明4（1．3）注　1　法務総合研究所の調査による。　2　（）内は，構成比である。　3　資料のないものを除く。　（2）調査対象者に係る事件　2−1−5表は，調査対象者の罪名を見たものである。覚せい剤取締法違反が最も多く，全体の4割近くとなっており，以下，傷害（20．9％），恐喝（15．2％），窃盗（11．3％）等となっている。2−1−5表　調査対象者の罪名罪　　名総　　　　　数住　居　侵　入文書・有価証券・印章偽造賭博　・富く　じ傷　　　　　害暴　　　　　行業務上過失致死傷窃　　　　　　盗詐　　　　　　欺恐　　　　　　喝暴力行為等処罰法その他の刑法犯銃　　刀　　法覚せい剤取締法道　路　交　通　法毒　　劇　　法その他の特別法犯件　数302689631153421461026611219415（2．0）（2．6）（3．0）（20．9）（3．6）（1．7）（11．3）（7．0）（15．2）（3．3）（8．6）（2．0）（37．1）（6．3）（L3）（5．0）注　1　法務総合研究所の調査による。　2　（）内は，総数に対する比率である。　3　重複計上による。74法務総合研究所研究部報告14　2−1−6表は，刑期，執行猶予期間及び保護観察が裁量的に付されたものであるか必要的に付されたものであるかどうかを見たものである。2−1−6表　調査対象者の刑期等区　　分総　　　　　数�@刑　　　　期　1　年以下　1年6月以下　2　年以下　2年を超える�A執行猶予期間　2　　　　年　3　　　　年　4　　　　年　5　　　　年�B保護観察の別　裁量的保護観察　必要的保護観察件　　数302（100．0）841207226213610757（27．8）（39．7）（23．8）（8．6）（0．7）（45．0）（35．4）（18．9）279　（92．4）23　（7．6）注　　　法務総合研究所の調査による。　　（）内は，構成比である。　刑期は，1年を超え1年6月以下（39．7％）が最も多く，次いで1年以下（27．8％），1年6月を超え2年以下（23．8％）となっている。なお，刑名はすべて懲役である。　執行猶予期間は，3年の者が半数近く（45．0％）を占め，以下，4年（35．4％），5年（18．9％）となっている。平成11年に受理した保護観察付き執行猶予者全体と比較すると，3年の者の比率がやや低く，5年の者の比率がやや高いものの，統計上の有意差は認められなかった。　保護観察が裁量的に付されたものであるか必要的に付されたものであるかについて見ると，初度の執行猶予の言渡しに伴い裁量的に保護観察に付された者が92．4％を占め，再度の執行猶予の言渡しに伴い必要的に保護観察に付された者は7．6％である。　2−1−7表は，調査対象者と平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体とを比較したものである。その結果，保護観察付き執行猶予者全体では，裁量的に保護観察に付された者の比率は87．8％で（保護統計年報による。），調査対象者における比率の方が高く，再度の執行猶予の言渡しに伴い必要的に保護観察に付された者の比率は12．2％で，調査対象者における比率の方が低く，いずれについても統計上の有意差は認められた（X2（1）＝5．638，p＜．05）。　なお，過去10年間（平成2年〜11年）に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体の傾向を見ると，その間一貫して，裁量的に保護観察に付された者の比率が上昇し（平成2年79.4％，11年87．8％），必要的保護観察の比率は低下（平成2年20．6％，11年12．2％）している。ちなみに，この間に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者の数は，平成2年をピークに（5，869件），ほぼ一貫して減少している（平成11年は4，845件）。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究752−1−7表　保護観察に付された理由区　　　分保護観察に付された理由総　　　数裁　量　的必　要　的調査対象者302鍵盤鷲、（100．0）灘．灘鞍．翻趨．翻一魏，繊保護観察付き4，845　　、凄，盆欝盛�且ｷ行猶予者全体（100．0）纈．灘織．舞一趨．灘難，鱗注法務総合研究所の調査及び法務大臣官房司法法制調査部の資料による。（）内は，構成比である。〈〉内は，調整済み残差であり，網掛け部分は有意差の認められた部分を示す。（3）調査対象者の処分歴等2−1−8表は，調査対象者の保護処分歴及び刑事処分歴等を年齢層別に見たものである。2−1−8表　調査対象者の処分歴（年齢層別）年齢層総　数保護観察処　分少年院送　致罰　金（一般）罰　金（交通）起訴猶予　執行猶予（保護観察なし）執行猶予（保護観察付）実　刑総　　数302118631209525833143（39．1）（20．9）（39．7）（3L5）（8．3）（27．5）（10．3）（14．2）19歳以下11一一1一一一一（100．0）（100．0）20〜24歳11659381917392一（50．9）（32．8）（16．4）（14．7）（2．6）（7．8）（L7）25〜29歳54241520166165一（44．4）（27．8）（37．0）（29．6）（1L1）（29．6）（9．3）30〜39歳6621435275281114（31．8）（6．1）（53．0）（40．9）（7．6）（42．4）（16．7）（21．2）40歳以上65136463411301329（20．0）（9．2）（70．8）（52．3）（16。9）（46．2）（20．0）（44．6）注法務総合研究所の調査による。（）内は，年齢層別の総数に対する比率である。重複計上による。　保護観察処分歴を有する者は，調査対象者全体の約4割であるが，20歳代前半では半数を超えている。また，少年院送致歴を有する者は，全体では約2割であるが，20歳代前半では3割を超えている。いずれの比率も，年齢層が上がると低下しているが，これは，保護観察付き執行猶予者の場合，客観的な資料が乏しく，特に保護処分歴に関しては，本人の供述のみに頼らざるを得ないことが影響しているものと思われる。　一方，刑事処分歴を有する者の比率については，年齢層が高くなるにつれて高くなっている。最も高い年齢層である40歳以上の者について見ると，罰金（一般）が約7割，罰金（交通）が約5割，保護観察の付かない執行猶予も半数近くに上っている。また，実刑歴を有する者は，調査対象者総数では1割台（14．2％）にとどまっているが，40歳以上では4割を超えている。　なお，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体では，少年院送致歴を有する者は76法務総合研究所研究部報告1414．0％，実刑歴を有する者は10．6％となっており（保護統計年報による。），調査対象者では，これらの処分歴を有する者の比率がやや高くなっている。　2−1−9表は，調査対象者の薬物使用歴を見たものである。6割近くの者が何らかの薬物使用歴を有しており，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体では薬物等使用歴のある者が30．9％である（保護統計年報による。）のと比較すると，使用歴のある者がかなり高率となっている。2−1−9表　調査対象者の薬物使用歴区　　　分人　　　数総　　　　　数302　（100．0）薬物使用歴あり190　（62．9）麻　薬　等6　（2．0）覚せい剤128　（42．4）シンナー44　（14．6）そ　の　他2　（0．7）薬物使用歴なし112　（37．1）不　　　　　明10　（3．3）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　「薬物使用歴あり」の内訳は，最も使用の程度の　　深いものを一つだけ選択している。　2−1−10表は，これら両者の使用歴を比較したものである。その結果，麻薬等を除くすべての薬物において統計的に有意差が見られ，特に，調査対象者は，保護観察付き執行猶予者全体に比べて，覚せい剤及びシンナーの使用歴を有する者が有意に多いことが分かる（X2（4）=135．658，p＜．000）。2−1−10表　薬物使用歴比較区　　　分薬　　物使用　　歴総　数な　し麻薬等覚せい剤シンナーその他調　　　　査対　象　者292墨偲6麹8艦馨，（100．0）醜．鰻（2．1）鱒．81罐難鱗類欝鱗灘．畿〈1．4＞綿．驚蘇．駿鑓．鑛保護観察付き執行猶予者全　　　　体4，815慧．雛嚢54垂．露鐡欝欝霊（100．0）�梶D鋳（1．1）鱗糊磁，鹸盤．聾難趨．鐡一く1．4＞灘襲．鐵綴饗．灘黍翻．藻注法務総合研究所の調査及び法務大臣官房司法法制調査部の資料による。（）内は，構成比である。〈〉内は，調整済み残差であり，網掛け部分は有意差の認められた部分を示す。不明を除く。　2−1−11表は，調査対象者の暴走族加入歴を年齢層別に見たものである。　暴走族加入歴を有する者は調査対象者全体の約17％で，不明の者が約2割となっている。また，20歳代前半の者に限ると，加入歴のある者が約3割を占めている。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究772−1−11表　調査対象者の暴走族加入歴（年齢層別）年齢層総　数あ　りな　し不明総数3025119259（100．0）（16．9）（63．6）（19．5）19歳以下11一一（100．0）（100．0）20〜24歳116356417（100．0）（30．2）（55．2）（14．7）25〜29歳5473611（100．0）（13．0）（66．7）（20．4）30〜39歳6664515（100．0）（9．1）（68．2）（22．7）40歳以上6524716（100．0）（3．1）（72．3）（24．6）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。　　（4）調査対象者の暴力組織との関係　調査対象者が加入し，又は交際していた暴力組織を見たものが2−1−12表である。山口組，稲川会，住吉会の3団体で全体の3分の2を占めている。2−1−12表　加入又は交際していた暴力組織団　体名件数総数300（100．0）山　　口組117（39．0）稲　　川△五37（12．3）住　　吉ムム45（15．0）その他指定団体39（13．0）非指定団体20（6．7）不明42（14．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　「その他指定団体」とは，暴力団対策法による指定　　暴力団のうち，山口組・稲川会・住吉会以外のもの　　をいう。　4　資料のないものを除く。　調査対象者が加入し，又は交際していた暴力組織内の地位又は暴力組織との関係を年齢層別に見たものが2−1−13表である。調査対象者全体では，幹部が1割，組員が4割弱，関係者が2割弱等となっている。年齢層別では，幹部は40歳以上に，組員は20歳代前半に多い。　調査対象者のうちの女子20人は，組員等の妻（内縁関係にある者を含む。）や交際相手が大半を占めており，暴力組織の幹部，組員，準構成員又は元組員である者はいない。78法務総合研究所研究部報告142−1−13表　暴力組織内の地位又は暴力組織との関係（年齢層別）年齢層総数幹　部組　員準構成員元組員関係者不　明総　　数2992911220425541（100．0）（9．7）（37．5）（6．7）（14．0）（18．4）（13．7）19歳以下1一一一1一一（100．0）（100．0）20〜24歳11515213122116（100．0）（0．9）（45．2）（11．3）（10．4）（18．3）（13．9）25〜29歳545222799（100．0）（9．3）（40．7）（3．7）（13．0）（16．7）（16．7）30〜39歳6482531396（100．0）（12．5）（39．1）（4．7）（20．3）（14．1）（9．4）40歳以上651513291610（100．0）（23．1）（20．0）（3．1）（13．8）（24．6）（15．4）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。暴力組織内の地位又は暴力組織との関係について資料のないものを除く。　調査対象者の加入団体，組織内の地位の認定根拠となった資料を見たものが2−1−14表である。本人が比較的最近保護観察を受けていた経歴を有するなどの事情がない場合，本人が暴力組織とかかわりがあるか否かの判断は，取りあえず言渡し裁判所から送付されてくる書類によるか，さもなければ面接時の本人や家族の供述に頼らざるを得ない。認定の根拠としては，言渡裁判所作成の資料（判決書，執行猶予者保護観察事件調査票等）が8割近く，本人・家族と面接した際の供述が7割を占め，警察等に対する照会の結果を根拠とするものは，全体のほぼ4分の1にとどまっている。2−1−14表　調査対象者の加入団体・暴力組織内での地位を示す資料加入団体・地位を示す資料総数ありなし言渡裁判所作成の資料暴力組織に関する照会に対する回答本人・家族と面接した際の供述そ　　　　　　の　　　　　　他300299299296（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）23674211　4（78．7）（24．7）（70．6）（1．4）6425588292（2L3）（75．3）（29．4）（98．6）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。「言渡裁判所作成の資料」は，判決書執行猶予者保護観察事件調査票等をさす。「暴力組織に関する照会」に対する回答は，警察署等から寄せられたものである。資料のないものを除く。　2−1−15表は，暴力組織に加入し，又は暴力組織加入者との交際が始まった時期を見たものである。平成4年以降が4割以上で最も多く，昭和60年以降のものを合わせると全体の約3分の2を占めている。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究792−1−15表　最初に加入（交際）した時の年次年　　　次件数総数300（100．0）昭和39年以前2（0．7）昭　和　40　年代20（6．7）昭　和　50　年代26（8．7）昭和60年〜平成3年66（22．0）平成　4年以降132（44．0）不明54（18．0）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。資料のないものを除く。　2−1−16表は，暴力組織に加入し，又は暴力組織加入者との交際が始まったときの年齢を見たものである。19歳以下が26．0％，20歳代前半が31.3％となっており，この両者で6割近くを占めている。なお，加入（交際開始）の時期や年齢が不明の者もそれぞれ2割近くいる。2−1−16表　最初に加入（交際）した時の年齢年齢件数総数300（100．0）19歳以下78（26．0）20〜24歳94（31．3）25〜29歳34（11．3）30〜34歳18（6．0）35〜39歳11（3．7）40歳以上12（4．0）不明53（17．7）注法務総合研究所の調査による。（　）内は，構成比である。資料のないものを除く。　2−1−17表は，保護観察開始時の年齢層と加入（交際）期間との関連を見たものである。年齢層が低い者に加入（交際）期間が短い者が多く，加入（交際）期間5年以下の者が，30歳代でも46．2％，40歳代でも24．6％を占めている。802−1−17表法務総合研究所研究部報告14保護観察開始時年齢層別加入（交際）期間年齢層総　数1年未満1〜5年6〜10年10年以上不　明総　　数30045124213971（100．0）（15．0）（41．3）（7．0）（13．0）（23．7）19歳以下11一一『一（100．0）（100．0）20〜24歳11527654一19（100．0）（23．5）（56．5）（3．5）（16．5）25〜29歳546248115（100．0）（11．1）（44．4）（14．8）（1．9）（27．8）30〜39歳6592171513（100．0）（13．8）（32．3）（10．8）（23．1）（20．0）40歳以上6521422324（100．0）（3．1）（2L5）（3．1）（35．4）（36．9）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。資料のないものを除く。　2−1−18表は，加入（交際）期間と暴力組織内での地位又は暴力組織との関係との関連を見たものである。加入（交際）期間が10年以上の者では幹部が3分の1を占めており，また，1年から10年の者では組員が約半数を占めているのに対し，1年未満の者では準構成員又は関係者の比率が他よりも高くなっている。　　　　　2−1−18表　加入（交際）期間別に見た暴力組織内の地位又は暴力組織との関係加入（交際）総　数幹　部組　員準構成員元組員関係者不　明期間総　　数2992911220425541（100．0）（9．7）（37．5）（6．7）（14．0）（18．4）（13．7）1年未満44一165896（100．0）（36．4）（11．4）（18．2）（20．5）（13．6）1〜5年12411611014199（100．0）（8．9）（49．2）（8．1）（11．3）（15．3）（7．3）6〜10年21111一8　1（100．0）（4．8）（52．4）（38．1）（4．8）10年以上3913143252（100．0）（33．3）（35．9）（7．7）（5．1）（12．8）（5．1）不　　明714102102223（100．0）（5．6）（14．1）（2．8）（14．1）（31．0）（32．4）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。資料のないものを除く。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究81　2−1−19表は，調査対象者の暴力組織加入（交際）の主なきっかけを見たものである。不明がかなり多いものの，それ以外では，先輩・友人，親族の誘いなどを理由とする者が全体の約3分の1を占め，交友等関係が暴力組織加入のきっかけの大きな要因の一っになっていることが分かる。2−1一四表　調査対象者の暴力組織加入（交際）の主なきっかけ加入（交際）の主なきっかけ総数総数300（100．0）自　　　ら　　　進　　　んで43（14．3）先輩　・友人等に誘われて77（25．7）親，兄弟等の親族を通じて10（3。3）盛り場等で遊んでいる時に誘われて13（4．3）仕　事　関　係　を　通　じて25（8．3）薬物の使用，売買を通じて5（1．7）そ　　　　　　　の他12（4．0）不明115（38．3）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。資料のないものを除く。次に，身体上の特徴として指詰めと入れ墨の状況を見たものが2−1−20表である。指詰めについては8.0％，入れ墨については27．9％が「あり」となっているが，不明もそれぞれ3割近い。2−1−20表　指詰めと入れ墨の状況区　分指詰　　め入れ墨総　数あ　りな　し不　明3012419285（100．0）（8．0）（63．8）（28，2）3018413483（100．0）（27．9）（44．5）（27．6）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。資料のないものを除く。　次に，「加入（交際）中のできごとや生活」の中から，暴力組織と関連のある行為の比率を見たものが2−1−21図である。比較的多いのは，暴力団事務所の電話番・運転手（35．4％），殺人，傷害，恐喝等の暴力的犯罪行為（32．5％）等である。全般的に該当者の比率が低いが，それは，特に保護観察開始前の生活状況については十分な把握が困難なこと，及び，ある程度把握していたとしても，必ずしもそれについて事件記録に記載するとは限らないことも一つの要因になっている思われる。82法務総合研究所研究部報告142−1−21図加入（交際）中のできごとや生活0　5　10　15　20　25　30　35　40（％）　　　　　　　　　　暴力的犯罪行為　　　　　　賭博・ノミ行為・ダフ屋　　　　　　　　　　　薬物の密売みかじめ料・用心棒代・債権等の取立て　　　　　　　　　　露店の手伝い　　暴力団組事務所の電話番・運転手　　　　　　暴力団対立抗争への参加　　　　　性風俗関係の営業への関与　　　　　　　　　　　　　その他注　1　法務総合研究所の調査による。　　2　数値は，総数に対する比率である。　　3　重複計上による。32．59．39．98．67．935．41．74．08．9　調査対象者が保護観察付き執行猶予に付される原因になった事件について，共犯者数及び事件と暴力組織との関連の有無を見たものが2−1−22表である。2−1−22表　共犯者数別に見た調査対象事件の暴力組織との関連暴力組織共　犯　者の　有　無との関連総　　　数共犯者なし共犯者1名共犯者2名共犯者3名以上総　　数268134623537（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）（100．0）関連なし1399925105（51．9）（73．9）（40，3）（28．6）（13．5）関連あり12935372532（48．1）（26．1）（59．7）（71．4）（86．5）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。不明を除く。　共犯者の有無については，半数は共犯者のない単独犯であり，他方，共犯者3人以上による犯行は13．8％とそれほど多くはない。　総数で見ると，原因となった事件が暴力組織に「関連あり」とするものと「関連なし」とするものがほぼ半々になっている。ただし，共犯者数との関連で見ると，共犯者がいない場合には「関連なし」の比率が高く，共犯者がいる場合には「関連あり」の比率が高くなっている。特に，共犯者が3人以上の場合には，8割以上が暴力組織との関連を有する犯罪となっている。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究83　2　調査対象者に対する保護観察の実施状況　　（1）保護観察開始時の状況　2−2−1表は，保護観察開始時の引受人の状況を見たものである。　引受人は，父母が過半数を占めて最も多いが，そのうち24％は同居していない。次いで配偶者の28％となっており，この両者で8割を占めている。なお，引受人が父母や配偶者以外の者である場合には，保護観察開始時に引受人が調査対象者と同居していない比率が高くなっている。2−2−1表　調査対象者の引受人の状況引　受　人人数総　　　　　数302（100．0）配　　偶　　者85　（28．1）父　　　　　母155　（51．3）兄　弟　姉妹12　（4．0）その他の親族7　　（2．3）知　　　　　人19　（6．3）雇　　　　　主12　（4．0）更生保護施設2　（0．7）そ　　の　　他2　（0．7）な　　　　　し8　（2．6）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　「配偶者」には，内縁関係を含む。　2−2−2表は，調査対象者と保護観察付き執行猶予者全体について，保護観察所への初回の出頭状況を見たものである。保護観察付き執行猶予者全体と同様に，調査対象者の大多数は確定前に出頭しており，確定後1週間を過ぎても出頭しない者は6％程度にとどまっている。2−2−2表　保護観察所への初回出頭状況出　　頭　　状　　況調査対象者執行猶予者全体総数302（100．0）5，224（100．0）確定　前　に　出　頭　し　た262（86．8）4，719（90．3）確定後7日以内に出頭した21（7．0）271（5．2）確定後1月以内に出頭した11（3．6）104（2．0）確定後1月以内に出頭しなかった8（2．6）130（2．5）注　　　法務総合研究所の調査及び法務省保護局の資料による。　　　（）内は，構成比である。　　　「確定後1月以内に出頭しなかった」は，不出頭を含む。　　　「執行猶予者全体」は平成11年に受理した保護観察付き執行猶予全人員をいう。分類処遇制度2による分類状況を，類型別処遇における「暴力組織」類型の認定の有無別に見たものが2−2−3表である。調査対象者のうち，処遇困難と予測されるA分類の者の比率は，「暴力組織」類型2　分類処遇は，科学的な指標に臨床的知見を加えた判定に基づき，保護観察対象者を処遇の難易度に応じてA・Bの　2段階に分類し，問題が多く処遇が困難と予測されたA分類の者に対しては，保護観察官による直接的処遇を積極的に行うこととする制度である。84法務総合研究所研究部報告14に認定されている者では32．6％，認定されていない者では14．7％となっており，「暴力組織」類型に認定されている者で特に高率となっている。2−2−3表　「暴力組織」類型認定の有無と分類処遇の状況類型認定の有無総　数A分類B分類非該当総　　　　　数3028520611（100．0）（28．1）（68．2）（3．6）な　　　　　し7511622（100．0）（14．7）（82．7）（2．7）あ　　　　　り227741449（100．0）（32．6）（63．4）（4．0）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　腓該当」とは，交通事件（交通関係業過及び道交違反）保護観察対象者　　につき，分類処遇から除外されたものを指す。　2−2−4表は，遵守事項3を守るための指示事項4を，内容別に見たものである。最も多くの調査対象者に付けられたのは，「毎月担当保護司を訪ね，生活状況を報告し，その指導をうけること」などの，往来訪の確保・生活実態の把握に関係する指示事項であった。このほか，暴力団関係者との交際等の禁止関係を内容とする指示事項，就労関係の指示事項が，調査対象者の半数以上に付けられていた。なお，「その他」に分類された指示事項の内容では，飲酒又は賭事を禁じるもの，交通法規遵守を求めるものなどが見られた。2−2−4表　指示事項の状況指示　事項　の　内　容総数ありなし暴力団関係者との交際等の禁止関係301（100．0）241（80．1）60（19．9）薬物関係者との交際の禁止関係301（100．0）41（13．6）260（86．4）薬物の使用禁止　関係301（100．0）118（39．2）183（60．8）粗暴な行為禁止関係301（100．0）61（20．3）240（79。7）本　　件　　犯　　罪　　行為301（100．0）51（16．9）250（83．1）就　　　　労　　　　関係301（100．0）229（76．1）72（23．9）家　　　族　　　等　　　関係301（100．0）43（14．3）258（85．7）往来訪の確保，生活実態の把握関係301（100．0）279（92，7）22（7．3）そ　　　　　　　の他301（100．0〉52（17．3）249（82．7）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　重複選択による。　　　資料のないものを除く。3　遵守事項とは，保護観察に付されている者が，保護観察期間中に守ることを法的に義務づけられている事項であり，保護観察付き執行猶予者の場合は，�@善行を保持すること，�A住居を移転し，又は1箇月以上の旅行をするときは，あらかじめ，保護観察所の長に届け出ること，の二つである。4　保護観察付き執行猶予者に対し，保護観察所の長は，遵守事項を遵守させるため特に必要と認められる具体的な事項を示すこととされており，これを指示事項という。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究85　　（2）保護観察実施上の問題点と改善状況　暴力組織関係者の保護観察に当たって最も重要なポイントの一つは，組織からの離脱を図ることである。（実刑でなく）執行猶予となっている以上は，ある程度暴力組織からの離脱の可能性があると判断されているとも考えられるし，判決書等にそうした量刑の理由が明記されている場合もある。しかしながら，実際には，離脱の意思がなかったり，保護観察官等との面接の際には表面的に離脱の意思を表明するものの，その現実的な可能性は低いと判断せざるを得ないケースが少なからず見受けられるのも事実であると思われる。　2−2−5表は，調査対象者が暴力組織からの離脱や絶縁の意思を有することを示す資料を見たものである。　今回の調査対象者の中で，離脱や絶縁の意思を有することを示す何らかの資料が認められたのは43．0％である。そのうち，記録上，離脱届が出されていたり，破門状が出ていることが明らかなもの（判決書等にその旨明記されている場合を含む。）は極めて少数であり，大半は，判決書，執行猶予者保護観察事件調査票等の言渡裁判所作成の資料の中で，「本人が離脱の意思を示している」などの情状が記載されているものである。2−2−5表　調査対象者の離脱意思を示す資料離脱意思を示す資料人数総数296（100．0）離脱届　（脱退届）9（3．0）破　　　　門状7（2．4）言渡裁判所作成の資料105（35．5）そ　の　他　の　資料9（3．0）離脱意思を示す資料がない166（56．1）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　「言渡裁判所作成の資料」は，離脱届（脱退届）・破門　　状が出ているもの以外で，言渡裁判所作成の資料に記　　載があるものをいう。　4　資料のないものを除く。　2−2−6表は，離脱や絶縁の意思を有することを示す資料の有無と，保護観察官の判断との関係を見たものである。　保護観察官による判断を見ると，離脱意思が認められた者（内訳は，「非常に強く認められた」者25名，「一応認められた」者127名）が約6割を占めている一方で，認められないとされた者も2割を越えている。資料との関係で見ると，離脱届けや破門状が出ていたり，裁判所の資料に離脱意思に関する記載がある場合には，離脱意思が認められるとされている者の比率が高い。86法務総合研究所研究部報告142−2−6表　離脱意思を示す資料の有無と保護観察官の判断資料の有無総　　　数離脱意思ありどちらでもない離脱意思なし総　　　数2531524259（100．0）（60．1）（16．6）（23．3）あ　　　り116851615（100．0）（73．3）（13．8）（12．9）な　　　し137672644（100．0）（48．9）（19．0）（32．1）注　　　法務総合研究所の調査による。　　（）内は，構成比である。　　資料のないもの及び保護観察官の判断が「不明」であるものを除く。　犯罪者予防更生法第35条に，保護観察における指導監督の方法として，まず「保護観察に付されている者と適当に接触を保ち，その行状を見守ること」を挙げていることからも明らかなように，接触と生活実態の把握は保護観察の前提として不可欠のものである。しかしながら，暴力組織関係者の場合，指導監督を受けることに抵抗を示したり，また，保護観察官との面接や保護司宅への来訪などの必要最小限の接触は保ちながらも，生活実態を明らかにしない者が少なくないとされる。　そこで，保護観察中の接触及び実態把握における困難の状況を見たものが2−2−7表である。なお，保護観察は，通常，保護観察官と保護司との協働体制で実施されることが多いが，今回の調査対象者に関しても，296人（98．0％）は協働体制によるものであり，保護観察官による直接処遇は2人（0．7％）にとどまっている。また，残りの4人は，主に救・援護の対象者として更生保護施設で生活していた者である。　これによると，保護観察期間を通じて接触が困難な状況が見られなかったケースは約4割であり，当初から一貫して，又は保護観察の途中から，時々接触困難な状況が生じたケースと，当初から一貫して，又は保護観察の途中から，常時接触困難であったケースが，それぞれ3割弱となっている。生活実態の把握に関してもほぼ同様の割合となっているが，保護観察期間を通じて実態把握が困難な状況が見られなかったとする比率がやや低くなっている。2−2−7表　接触及び生活実態把握における困難の状況区　　　　　　　　分接　触　困　難生活実態把握困難総　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数297　（100．0）295　（100．0）当初から一貫して，全く又はほとんど見られなかった122　（41．1）109　（36．9）当初か　ら一貫して，時々見ら　れた49　（16、5）44　（14．9）当初か　ら一貫　して，常時見られた40　（13、5）42　（14．2）保護観察の途中から，時々見られた32　（10．8）37　（12．5）保護観察の途中から，常時見られた42　（14．1）48　（16．3）当初は見られたが，保護観察の途中から好転した12　（4．0）15　（5．1）注　　　法務総合研究所の調査による。　　（）内は，構成比である。　　不明を除く。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究87　2−2−8表は，調査対象者の保護観察期間中における所在不明の状況を引受人別に見たものである。当初から，又は途中から保護観察の終了まで所在不明の状態が続いた者が総数の15．6％，保護観察期間中に一時的に所在不明の状態になった者が同じく11．3％となっている。引受人別に見ると，所在不明の状態になったことがある者の比率（「当初から所在不明」，「途中から所在不明」及び「一時所在不明」の合計〉は，引受人が配偶者の場合には12．9％であるのに対して，知人の場合には36.8％，雇主の場合には66.7％となっている。X2検定の結果でも有意差が認められ（p＜．01）5，引受人が配偶者の場合には所在不明になりにくく，雇い主の場合は所在不明になりやすいと言える。2−2−8表　引受人別に見た所在不明の状況引　受　人総数なし一所在不明時途中から所在不明当初から所在不明総数301（100．0）220（73．1）34（1L3）40（13．3）7　（2．3）配　　偶者85（100．0）74（87．1）6（7．1）5（5．9）一父母154（100．0）111（72．1）20（13．0）18（1L7）5　（3．2）兄　弟　姉　妹12（100．0）9（75。0）一2（16．7）1　（8．3）その他親族7（100．0）6（85．7）1（14．3）一｝知人19（100．0）12（63．2）2（10．5）5（26．3）一一雇主12（100．0）4（33．3）3（25．0）4（33．3）1　（8．3）更生保護施設2（100．0）一一2（100．0）一そ　　の他2（100．0）一一2（100．0）一なし8（100．0）4（50．0）2（25．0）2（25．0）一注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　「配偶者」には，内縁関係を含む。　　　資料のないものを除く。　2−2−9図は，保護観察開始当初又は保護観察の過程で発生した問題点のうち，調査対象者総数の10％以上が該当したものについて見たものである。「就労状況が不安定（頻回転職，無職）である」及び「本人と暴力組織との関係が強い」にはそれぞれ総数の6割以上が該当しているほか，「規範意識，遵法精神が欠如している」及び「薬物の乱用が見られる」にも，それぞれ総数の3分の1以上が該当している。5　モンテカルロ法による。88法務総合研究所研究部報告14　　　　　　　　　　　　　　　2−2−9図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　就労状況が不安定（頻回転職，無職）である　　　　　　本人と暴力組織との関係が強い　　　　規範意識，違法精神が欠如している　　　　　　　　　　薬物の乱用がみられる　　　　　　　　犯罪・非行を反復している　　　　　　　　　　　住居が不安定である　　　　　　　　　　　収入が不安定である　　　　本件が暴力組織と深く関連している　　　　　　　　　　攻撃的又は粗暴である　　　　　就労又は生計の手段に問題がある　暴力組織関係者以外にも，不良な交友が多い借金がある，又は多額の被害弁償が見込まれる　　　　　　　　　　居住環境に問題がある　　　　　　　　　　　価値観が偏っている　　　同居家族の監督能力が低い，保護観察に　　　無関心又は拒否的である　　　　　　　　　　　家族との葛藤がある　　　　　　　　　　　言動に表裏性がある注　1　法務総合研究所の調査による。　　2　数値は，総数に対する比率である。　　3　重複計上による。保護観察実施上の問題点　10　　　　　　20　　　　　　30　　　　　　40506070（％）6663．636．135．425．522．522．220．918．217．215．214．613．912．912．611．610．9　2−2−10図は，問題点別に改善状況の構成比を見たものである。改善したとするものの比率が高いのは，「薬物の乱用が見られる」（54．7％），「就労先又は生計の手段に問題がある」（44．0％）などであり，改善しなかったとするものの比率が高いのは，「言動に表裏性がある」（75．8％），「価値観が偏っている」（53．8％）などである。　　　　　　　　　　　　　　暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究　　　　　　　　　　　　　　　2−2−10図　問題点の改善状況別構成比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改善した　　　　　　　言えないである　　　　　　　　　　（196）　　　　　　　　　　　　（186）　　　　　　　　　　　　（106）　　　　　　　　　　　　（104）　　　　　　　　　　　　（65）　　　　　　　　　　　　（50）　　　　　　　　　　　　（39）　　　　　　言動に表裏性がある　　　　　　　　　　　　（33）注　1　法務総合研究所の調査による。　　2　（）内は，実数である。　　3　改善の有無が不明なものを除く。　改善しなかった　　　38．3　　　34．4　　　　28．350．0　47．750．8　　41．5　　　36．0　　41．3　　40．5　43．953．8　45．9　　38．28990法務総合研究所研究部報告14　3　成り行き　　（1）保護観察終了時の状況　ア　保護観察の終了事由　2−3−1図は，調査対象者の保護観察終了事由別構成比を見たものである。期間満了が62．6％，執行猶予取消しが35．8％（再犯31.8％，余罪1．3％，遵守事項違反2．6％）となっている。なお，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体では期間満了が65．7％，執行猶予取消しが31．5％である。　　2−3−1図死亡L7一保護観察の終了事由別構成比　←一一取消し（余罪）　　　　1．3一取消し（遵守事項違反）　　　　2．6注　法務総合研究所の調査による。　執行猶予取消しのうち，再犯又は遵守事項違反によるものと，余罪によるものとでは，その性質が異なると思われるので，以下，本項においては，余罪によるものを除いた再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しと，期間満了との比率をとりあげることとする。　まず，これを，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体と調査対象者とで比較すると，調査対象者の方が期間満了の比率はやや低く，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しの比率はやや高くなっているが，X2検定の結果，統計的な有意差は認められない。2−3−2表　保護観察の終了事由（調査対象者と執行猶予者全体との比較）取　消し区　　　分総数期間満了（再犯又は遵守事項違反による）調査対象者293189104（100．0）（64．5）（35．5）執行猶予者全体469531821513（100．0）（67．8）（32．2）注法務総合研究所の調査及び法務大臣官房司法法制調査部の資料による。（）内は，構成比である。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究91　「暴力組織」類型の認定の有無との関係で見ると，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しの比率は「暴力組織」類型に認定されている者の方がやや高いが，X2検定の結果，統計的な有意差は認められない。2−3−3表　保護観察の終了事由（「暴力組織」類型の認定の有無別）取　消し類型認定の有無総数期間満了（再犯又は遵守事項違反による）総数293189104（100．0）（64．5）（35．5）あり21914079（100．0）（63．9）（36．1）なし744925（100．0）（66．2）（33．8）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。　また，暴力組織内の地位又は暴力組織との関係との関連で見ると，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しの比率が準構成員でやや高く，関係者でやや低い傾向がうかがえるが，X2検定の結果，やはり統計的な有意差は認められない。2−3−4表　保護観察の終了事由（組織内での地位別）暴力組織内の取消　し地位又は暴力総数期間満了（再犯又は遵守組織との関係事項違反による）総数290186104（100．0）（64．1）（35．9）幹部281711（100．0）（60．7）（39．3）組員1096742（100．0）（6L5）（38．5）準構　成口貝20119（100．0）（55．0）（45．0）元組貝412615（100．0）（63．4）（36．6）関係者534013（100．0）（75．5）（24．5）不明392514（100．0）（64．1）（35．9）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。暴力組織内の地位又は暴力組織との関係について資料のないものを除く。92法務総合研究所研究部報告14　イ　保護観察の成績　2−3−5表は，保護観察期間中の成績6の推移を見たものである。一貫して「良好状態で推移した」とするものは全体の23．0％，「保護観察の経過に伴い成績が向上した」とするものは10．0％であり，両者を合わせると全体の約3分の1を占めている。一方，「不良状態で推移した」ものは5．3％，「保護観察の経過に伴い成績が低下した」ものが14．3％で，両者を合わせると約2割である。ただ，「その他」の中にも保護観察開始直後に再犯や所在不明に陥り，実質的に保護観察が実施できなかった者が少なからず含まれるほか，「上昇下降を繰り返した」の中にも，成績が良くない状態が相当期間続いた者がかなり含まれていることが推測される。　また，終了事由との関係で見ると，保護観察成績が良好で推移した者のうちの11．6％，普通で推移した者のうちの41.5％が，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しで終了している。このことは，本人の改善更生上重大な問題があるとは認められなかった者の中にも，再犯等により執行猶予取消しとなる者が相当数含まれていたことを示しており，表面では問題がないように見せかける面従腹背的な態度のため，生活実態の把握が困難な者が少なくないことがうかがえる。2−3−5表　保護観察の成績の推移成績の推移総　　数期間満了取消し（再犯）取消し（余罪）取消し（遵守事項違反）死　　亡総　　　　　　数30018895485（100．0）（62．7）（31．7）（L3）（2．7）（1．7）良好状態で推移69608一1（100．0）（87．0）（11．6）（1．4）普通状態で推移653425123（100，0）（52．3）（38．5）（1．5）（3．1）（4．6）不良状態で推移162131一（100．0）（12．5）（81．3）（6．3）保護観察の経過に30281一一1伴い成績が向上した（100．0）（93，3）（3．3）（3．3）保護観察の経過に43152413一伴い成績が低下した（100．0）（34．9）（55．8）（2．3）（7．0）保護観察の成績が上58411412一昇下降を繰り返した（100，0）（70．7）（24．1）（1．7）（3．4）そ　　　の　　　他19810一1一（100．0）（42．1）（52．6）（5．3）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　　　成績の推移について資料のないものを除く。6　保護観察の成績の評定は，本人の改善更生に関し，その居住状況，家庭の状況，健康状況，就学又は就業の状況，交友関係及び余暇の利用状況，遵守事項の遵守状況等についての問題の有無及び程度並びに指導監督及び補導援護上の注意の要否及び程度について判断し，保護観察所が行う。「良好」，「普通」，「不良」の3段階に評定する。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究93　本調査では，取消し又は死亡で保護観察が終了している場合についても，その時点での成績を調査しているが，法務大臣官房司法法制調査部の保護統計では保護観察期間満了者の成績のみを調査しているので，それとの比較のため，以下，本項においては，期間満了者の成績についてとりあげることとする。　2−3−6表は，期間満了で終了した者について，保護観察終了時の成績を見たものである。良好が45．0％であり，これに仮解除で終了した者を加えると，期間満了者の過半数は成功裡に終了している。2−3−6表　期間満了者の保護観察終了時の成績終了時の成績人数総数189（100．0）良好85（45．0）並日通63（33．3）不良1（0．5）評定除外（仮解除中）19（10．1）評定除外（所在不明）19（10．1）評定除外（身柄拘束中）2（L1）注法務総合研究所の調査による。（）内は，構成比である。　期間満了で終了した者を，保護観察終了時の成績及び状態によって�@良好群（仮解除中又は終了時の成績が良好のもの），�A普通群（終了時の成績が普通のもの），�B不良群（終了時の成績が不良又は所在不明，身柄拘束中のもの）の3つに分け，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体と比較すると，調査対象者の方が良好群の比率がやや低く，普通群の比率がやや高くなっているが，X2検定の結果，統計的な有意差は認められない。2−3−7表期間満了者の保護観察終了時の成績及び状態（調査対象者と執行猶予者全体との比較）区　　　分総　数　良　好　群（良好又は仮解除中）普　通群（普通）　不　良　群（不良，所在不明又は身柄拘束中）調査対象者執行猶予者全体　189（100．0）3，158（100．0）　104（55．0）1，909（60．4）　63（33．3）828（26．2）　22（11．6）　421（13．3）注法務総合研究所の調査及び法務大臣官房司法法制調査部の資料による。（）内は，構成比である。　なお，仮解除で終了した者の調査対象者総数に占める比率は6．3％で，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体に占める仮解除中の者の比率（11．0％）と比較すると低い。94法務総合研究所研究部報告14　　（2）再犯の状況　2−3−8表は，保護観察期間中の再犯のうち公判請求されたものの有無と，保護観察終了事由との関連を見たものである。　公判請求された再犯があった者は，総数の36．8％に当たる111人であり，このうち102人（91.9％）は，執行猶予取消しにより保護観察が終了している（残りの9人のうち8人は期間満了，1人は死亡。）。　なお，今回の調査は法務大臣官房司法法制調査部の保護統計とは再犯の計上の方法が異なるため，保護観察付き執行猶予者全体と比較できる正確なデータはないが，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体では，保護観察中の再犯による処分として，実刑，保護観察付き執行猶予又は単純執行猶予に処せられた者の比率は合わせて30．0％となっている。公判請求された者の比率は，これをやや上回る程度と考えられるが，その点を考慮しても，暴力組織関係者の公判請求の比率は，やや高いといえるのではないかと推測される。2−3−8表　公判請求された再犯の有無別保護観察終了事由公判請求された再犯の有無終　了　事　由総　数あったなかった総　　　　　　数302111　（100．0）191　（100．0）取　　　消　　　し108102　（91．9）6　（3．1）再　　　　犯9696　（86．5）余　　　　罪41　（0．9）3　（1．6）遵守事項違反85　（4．5）3　（1．6）期　間　満　了1898　（7．2）181　（94．8）死　　　　　　亡51　（0．9）4　（2．1）注法務総合研究所の調査による。（）内は，公判請求された再犯の有無別の総数に対する比率である。再犯により罰金等に処された者及び起訴猶予となった者の数並びに比率を見たものが2−3−9表である。2−3−9表　再犯による罰金等の処分又は　　　　　起訴猶予の有無区　　　分件数総数302あり59（19．5）罰金（一般事件）16（5．3）罰金（交通事件）30（9．9）拘留　・科料4（1．3）起　訴　猶予13（4．3）なし243（80．5）注法務総合研究所の調査による。（）内は，総数に対する比率である。処分の内容は，重複計上による。　なお，公判請求された再犯，罰金等に処された再犯又は起訴猶予のいずれかがあった者は，総数の50．3％に当たる152人である。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究95再犯の罪名について見たものが2−3−10表である。　　2−3−10表　調査対象者の罪名�@公判請求されたもの罪　　名総住傷暴窃詐恐　　　　数居　侵　入　　　　害　　　行　　　　盗　　　　欺　　　　喝暴力行為等処罰法その他の刑法犯銃　　刀　　法覚せい剤取締法道路交通法その他の特別法犯件　　数11141951789519539129（3．6）（17．1）（4．5）（15．3）（7．2）（8．1）（4．5）（17．1）（4．5）（35．1）（10．8）（8．1）�A罰金等の処分又は起訴猶予があったもの罪　　　名件数総数59傷宝口8（13．6）業務上過失致死傷6（10．2）その他の刑法犯10（16．9）道　路　交通　法26（44．1）その他の特別法犯12（20．3）注　　　法務総合研究所の調査による。　　（）内は，総数に対する比率である。　　重複計上による。　再犯事件とその暴力組織との関連の有無及び再犯の時期について見たものが2−3−11表である。公判請求されたもの，罰金等に処されたもの（起訴猶予となった者を含む。以下同じ。）のいずれにおいても，再犯事件と暴力組織との関連があるものは少ない。再犯時期について見ると，公判請求されたものでは保護観察開始後6月以内のものが3分の1を占め，1年以内のものが半数以上となっており，罰金等に処されたものでもほぼ同様となっている。96法務総合研究所研究部報告142−3−11表　調査対象者の再犯の状況区分公判請求されたもの　罰金等の処分又は起訴猶予があったもの総数111（100．0）59（100．0）�@再犯事件の暴力組織との関連関　連が　あ　った16（14．4）7（11．9）関連は　な　か　った56（50．5）45（76．3）不明39（35．1）7（11．9）�A再　　犯の　　時期6月　　　以内37（33．3）17（28．8）1年　　　以内28（25．2）12（20．3）1　年6　月　以内9（8．1）7（IL9）2年　　　以内12（10．8）7（11．9）3年　　　以内15（13．5）12（20．3）3　年を　超　える9（8．1）3（5．1）不明1（0．9）1（1．7）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（）内は，構成比である。　公判請求された再犯について，総数に対する再犯の比率を保護観察開始から再犯までの期間別に累積グラフにしたものが2−3−12図である。　公判請求された再犯のうち約半数は保護観察開始後10か月以内のものであり，また，約8割は24か月以内のものである。　以下，関連項目別に見た場合の主なものについて要点を述べると，次のようになる。�@少年院送致歴の有無別に見ると，少年院送致歴のある者は保護観察開始当初から公判請求された再　犯の比率が高いが，特に保護観察開始後10か月前後の再犯が多く，最終的な累積比率にもかなりの差　が生じている。�A　実刑歴の有無別に見ると，保護観察開始後24か月までは実刑歴のある者の方が公判請求された再犯　の累積比率が低いが，25か月以降は逆転し，実刑歴のある者の方が高くなっている。�B暴力組織内の地位又は暴力組織との関係別で見ると，公判請求された再犯の累積比率は，準構成員　で高く，関係者で低くなっている．幹部，組員，元組員は，最終的な累積比率はほぼ同じだが，幹部　では，保護観察開始後6か月以内の短期間に再犯する者と，24か月前後に再犯する者とに二極化する　傾向が見られる。�C　離脱・絶縁意思に関する保護観察官の判断別に見ると，公判請求された再犯の累積比率は，離脱・　絶縁意思が認められた者では低く，認められなかった者では高くなっている。�D　分類処遇制度による当初の分類別に見ると，A分類の者の方が，公判請求された再犯の累積比率が　高い。　暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究2−3−12図　累積再犯曲線（公判請求されたもの）97（％）40　30癬玉樫曝ゆ昼20落報灘　10006121824　　　　　　　30　　　　　　　36　　　　　　　42　　　　　　　48　再犯までの期間5460　（月）少年院送致歴の有無別（％）6050　40辮玉鰹眠ゆト30落轍鯉　20100　　　　　　　　　〆／一少年院送致歴なし一少年院送致歴あり06121824　　30　　　　　　　　36　　　　　　　　42　　　　　　　　48　　　　　　　　54再犯までの期間　　（月）6098法務総合研究所研究部報告14実刑歴の有無別（％）4030碍齪樫瞬ゆ躯20蓄蕪灘100　　　　　　　　　　＿＿／　　　　　　＿1！ノ／。／　　　ノ／／06121824　　　　　30　　　　　36　　再犯までの期間42485460　（月）組織内の地位・関係別（％）5040静玉30駆畔畑赫勲想蕪20鯉10006121824　　　　　30　　　　　36　　再犯までの期間42485460　（月）暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究　離脱・絶縁意思に関する保護観察官の判断別99（％）　70　60　50辮齪樫40眠ゆ昼較息30無灘　20　10　0一非常に強く認められた　一一応認められた　　あまり認められなかった一全く認められなかった06121824　　　　30　　　　36　再犯までの期間42　　　　48　　　　5460　（月）当初の分類別（％）6050　40辮蝦樫瞬畑卜30落蕪鯉　201000、／6121824　　　　　30　　　　　36　　再犯までの期間42485460　（月）100法務総合研究所研究部報告14　法務大臣官房司法法制調査部の保護統計では，保護観察中の犯罪・非行による処分があった場合，その処分までの期間については調査しているが，再犯の事実があった時期については調査していないため，調査対象者の再犯の時期と保護観察付き執行猶予者全体の再犯の時期とを比較できる正確なデータはない。しかし，保護観察終了までの期間については，今回の調査でも，また，保護統計でも把握することができるので，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しで終了した者の総数に対する比率を保護観察終了までの期間別に累積グラフにしたものが2−3−13図である。　これによると，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しで終了した者の総数に対する累積比率は，保護観察開始後14か月までは調査対象者の方が低いが，15か月以降は逆転し，調査対象者の方が高くなっている。ただし，前述したように，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しの比率については，X2検定の結果，調査対象者と執行猶予者全体との間に統計的な有意差は認められない。また，再犯又は遵守事項違反の事実があった時期と，執行猶予取消しによって保護観察が終了した時期との間には，タイムラグがあるので，このグラフが再犯又は遵守事項違反の時期を示しているわけではないことにも注意する必要がある。2−3−13図　累積取消し曲線（再犯又は遵守事項違反によるもの）（％）3530　25辮冒駆20畔ゆ←夜想15無灘　1050／612　　　　　　　18　　　　　　　24　　　　　　　30　　　　　　　36　　　　　　　42　　　　　　保護観察終了までの期間485460（月）暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究101　再犯により罰金等に処されたものについて，保護観察所の措置の状況を見たものが2−3−14表である。9割近くは何らかの措置がとられており，その内容としては，出頭指示等による面接指導，質問調査及び指導等の比率が高い。2−3−14表　罰金等の処分又は起訴猶予があったものに対する　　　　　保護観察所の措置区　　　　　　　　分件数総数59措置　　　　を　　　　と　　　　った53（89．8）出頭指示等により，本人に対して面接指導をした22（37．3）質　問　調　査　及　び　指　導　を　した25（42．4）関　　係　　人　　調　　査　　を　　した3（5．1）警察署・検察庁等，関係機関と協議した15（25．4）刑執行猶予取消　申　出　を行っ　た1（1．7）そ　　　　　　　　　　の他6（10．2）特に　措　置　は　と　ら　な　か　った6（10．2）注　　　法務総合研究所の調査による。　　　（〉内は，再犯によ『）罰金，拘留，科料の処分又は起訴猶予があった者に対する比　　率である．　　3　措置の内容は，重複計上による。102法務総合研究所研究部報告14　4　成り行きと関連のある要因の分析　ここでは，暴力組織関係者の保護観察の成り行きと関連があると思われる要因について分析したい。まず，これまで述べてきた個々の項目について成り行きとの関連を分析し，次に，その結果を基に，多変量解析（ロジスティック回帰分析）を行い，特に強い関連を有する項目の特定と，関連の程度等を探ることとする。　　（1）成り行きと各項目との関連　まず，本人の属性，本件の内容や処分状況，犯罪・非行歴，暴力組織との関係，保護観察の状況等と，成り行きの関連を見たものが2−4−1表である。　成り行きについては，　�T．保護観察の終了事由（期間満了／取消し）　�U．保護観察終了時の成績及び状態　　　良好群（期間満了者のうち仮解除中又は成績が良好のもの）　　　普通群（期間満了者のうち成績が普通のもの）　　　不良群（期間満了者のうち成績が不良，身柄拘束中若しくは所在不明のもの又は執行猶予取消し　　　　　　　のもの））　�V.再犯の有無　　　基準�@　公判請求なし／あり　　　基準�A　再犯なし／公判請求はないが罰金等はあり／公判請求あり　　　基準�B　再犯なし／何らかの再犯ありの三つの基準で分析している。　　暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究2−4−1表　成り行きとの間に有意な関連が認められた変数一覧103蜜　皿　・詫　　　　属　　　　象調査票No変　　数　　名カテゴリー終了事由終了時の成績公判請求の有無公判請求又は罰金等の有無何らかの再犯の有無期間満了取消し良好群普通群不良群なしあり何もなし罰金等公判請求なしあり429歳以下妻鐵30歳以上．灘欝ε灘籍…嚢灘i1（1）犯罪・非行処分歴＝　保護観察処分なあしドマ，羅凋騨鞍り、，憂難＊＊濯＊・＊一　　、鰐鷲＊＊蓑、，難難　灘　　磯騰、刷唖2）少年院送致なあし難．垂り湿1鱒1冴聯且謙薬’・｝嬢濯．＊＊糖翠1灘灘、、＊職』’鐸”U群甲−℃躍　照燗、諜謄響欝　羅　　壌盤雛羅i（4）罰金（交通）な　　　　しあ　　　　り胤7四向頻向師　蒔膚　　　　　　臣灘難鐵嚢、．’』P　範6）行　予な　　　　しあ　　　　り一†　　　　　　†↑　　　　　　彰；（7）　　・き執行猶予な　　　　しあ　　　　りド灘羅冤一一郷晒一轟嵩鎌、…、？2な　　　　しあ　　　　り＊＊、＊蓄・rr；nF犀　　　‘＊＊・．＊＊＊＊　　　ギ蒋　ζ1・’ご鱒讐ヂ蜜蝦＊＊＊罫霧・　　＊頻猟蝉1煎襯　讐1−　　　r守　　　　　唱灘・　直　・［繕灘、『3口な　　　　しあ　　　　り＊℃求』−一　『　　一　一　『　｝一　丁一　　雫F＊　　＊＊　　　　　　＊、一＊　　　　　　＊1り　『　−』『『ゴ『T＿−蘇晶−嵐＊γ，＊＊瀧、悉＊1＊・寒　　　＊＊難鱗鰯辮4（2）の口　の　　、同　　　　居別居「−＊　T「＊轟聖＊　　　＊＊　’　統［’ご警『・『　　　P一　ご　P　一、、＊、；　＊『鶴灘羅羅灘。15中学中退・卒業高校中退高校卒業以上＊＊＊＊＊＊　＊＊−＊＊　　　　＊＊＊＊＊＊ン、潔r　　ト。ゴ「一冑塁　剖一》離螺　　　＊審5　　　　　．　　　“桑貿諸＊　　　騰灘辮懸峯・鰐嚢蒸灘欝のB　分　類A　分写・一一』悲押噂『『…一［匙・藤．癖＊・�戟磨磨@　＊鰹　　胴　　r　−　一、4�d噸7蒐・�d一淋．＊＊灘驚　鱒　難織類蓼＊＊幽5（1）加入（交際）歴等　加入（交際）年次平成3年以前平成4年以降�ji』1懸灘饗＊・騰塁鶏・曜　　　　　41＊＊　　準噸勲＊準　　　　＊＊『』　層＝w　』　η一　‘�_議葦霧講輝課研γTハ両馨聯τ！5　仰　　一h」撫禦　　禦嵩欝辱一灘　　臨緯蟹　　　献　　・＊…騰．灘叢藩難2加入　際）　ア19歳以下1戴20〜29歳30歳以上1＊　　「＊三．鵤1　　　　　』r一「＊　藩辱櫃†朕1†ゼ馨�o｝鴨欝登『8裟．＊＊羅’灘難　加入（交際）の主なきっかけ自　発誘われて、碇、．的懇購矯膿齢儀「煽・ぶm＊＊　＊＊欄7叩罰耽＊＊　＊　．縮耀嚇讐臨曝鱒蹴ご』〜fl饗ご騨薬＊、　　講黎購皿9（2）　・　縁1思に関する保護観察官の判断認められた編な　か　っ　た1鍵、繰、ン1い’髄灘f　一耀響就嚢＊＊唱，撫＊桜．畷継“露＊＊＊＊機繋罐、＊自＊ざ、解鵜、鰍』源附喉鴨隅蠣霧灘纏唱＊辮饗　　堵懸騰雛　四馴課・鰹露1（1〉本件　共犯者の有無なあし灘咄「り愛”、勲・，饗＊「r』』『｝螺、町唱頚蟻難＊「灘　』　縣翻灘灘講（2）件と　力咀との関連関連なし饗勲関連あ　り莚．鞭繍難還異懸灘P写・　』」　慰昂雛壱『Σ　塀舅携104法務総合研究所研究部報告143（1）接触等に関する問題　接触困難な状況な当初から時々当初から常時途中から時々1途中から常時途中から好転し1糠四　顎諒罰一路　脚鱗・灘断贈q糖　疏　　　　嚇　　　　　窄　　　阿　　　　』・　・じ　鴨晒　　r鯖　戸　一■ぎ∫』議、ゴ，撫啄』冨1講懸、欝購藤�d仰蘭聯灘昭＝携　　鱗羅（2生活　　　握が困難な状況な当初から時々当初から常時途中から時々途中から常時途中から好転し蒸難、聾，謎．開「へ伸『騨粥　『露　　，唱需P『一F陣n−『−　麟・蹴聡興　、獺鵡「、，窩鞭　撫灘、織＊　　　　＊＊・齢＊、、、講騨，翼�n　　　驚翼。鰹ε「　謳謄凄趣♂鴬己鷹4E　　　　　、の　、なあ　　　　りしP、、．　、羅鰺＊・欄「犠■懲』＊粥、＊＊　　　P一瀬辮一』響聡　　＊＊耀響灘灘　　講i瓢灘（2）配偶者関係（終了時）なし・内縁関係一”あ　　　　り羅騨吃＊＊＊＊・、・熟＊”韓　　　＊蓄1・＊＊　　　＊鮮1仰　�j一懸遜一穏「r　　　響籔　　　・一」総姦瞥照ご糠・戸∫騰港　　　、、齋農罵。膿燃壁灘“1（4）業（開始　）無有　　　　職職“謙1＊　＊　、，＊＊　　　　　　＊＊　　　　　　＊業（終了時）無　　　　職有　　　　職＊＊　＊＊＊＊　＊＊＊＊　　　　　＊＊＊＊　　　　　＊＊、’＊＊『＊＊』　帆r…』一‘＝二＊＊・＊嚇臓群難繋繊・＊饗　＊・＊�j搬難鑑珊（1）問題、、、：�A就労先又は生計の手　に貝が　る非　該　当該　　　　当＊＊　＊．＊＊＊　＊＊3　人と　力組　との関係が強い非　該　当該　　　　当、，塗＊、’率塾　・A辱晶一、、†　　　　　†・＊　　＊．』r■r一　　　　’　一、＊　　＊，＊聡騰r▽・』『r一・押由『テ�d．磁＊k、＊．＊・w『胃　『　　響⊇醤　　　　　†轟、驚竃（2　が不安　である非　該　当該　　　　当＊　　　　　　＊、各＊　　　　　＊（3）1言動に表裏性がある非　該該　　　　当，．当鷺ll薫r”一｝’嚇Y“　瀬播†』鳶＊　　　　　　＊．llF＊　　　　　　＊†　へ†「†　　††　糞驚響．’　麟（4）5薬物の乱用がみられる非　該　当該　　　　当††“　　　』　『ロ　　『川　1　『＊　　・＊＊　　　＊＊鷺〜　薦麟＊　　＊漁（5）2　　から　　されている非　該　　当該　　　　当＊細、畿擁，蹴町恢−�h’『一P＝一’＊＊　　　　　＊＊威＊＊　　　　　＊＊†　冴†　　↑官鰐難多藤3同居　　の　督　力が低い，保護観察に無関心又は拒否的である非　該該当P．1冊罪　　『曳閲　P　1　鴨』　［当礫、1＊＊　　　　＊＊漆＊＊「　　　＊＊＊＊賭＊＊寒［＊＊＊＊　磯鰯＊＊　灘（6）1犯罪・非行を反復している非　該　当該　　　　当、、＊ξ縫象、「懸籠審＊　　　　　　＊一潔藤　　r　甲　n』轍　＊　　＊＊，，．来’．雄＊・？　　・　　瞬飲鰐　｛．∫む2前回の保　　察績が不良である非　該　当、』該　　　　当．吋懇，薫獄lii際羅．蕪＊11，＊聾讐灘鰐灘顎懸蘇注　1　法務総合研究所の調査による。　2　記号は，有意差検定の結果，＊＊：pく01，＊：p＜，05，†：pく10を指し，灘璽灘：　：有意に少ない箇所を示す。　3　各項目のカテゴリーは以下による。　�@「π4引受人の同居の有無」：非該当（引受人がいない場合，又は更生保護施設）を除く。　�A「皿6加入（交際）の主なきっかけ』：r自ら進んで」と回答したものを噛発的」とし，その他の「先輩・友込　等に誘われて』　「仕事関係を通じて」などをまとめて，r誘われて』とした。　�B「皿9離脱・絶縁意思に関する保護観察官の判断j：r非常に強く認められた1「一応認められた』をまとめて　「認められた」とし，　「全く認められなかったj　rあまり認められなかった」をまとめて「認められなかった」とした。　�C「IV6（4）職業」＝「定収入のある者」及びr家事従事者」を除く。　4不明を除く。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究105　以下，各項目との関連について要点を述べると，次のようになる。�@　年齢層との関連については，29歳以下と30歳以上とで分けると，29歳以下で公判請求ありの者の比　率が高く，30歳以上で公判請求なしの者の比率が高い。終了事由との間では，30歳以上では期間満了　が多い傾向がある。�A　犯罪・非行処分歴の有無との関連について見ると，保護観察処分歴，少年院送致歴のある者は，分　析に用いたすべての基準に照らして成り行きが悪い者の比率が高い。刑事処分歴の有無との間では，　交通罰金歴のない者は罰金等に処された再犯のある者の比率が高いが，これは，交通罰金歴のない者　は年齢の若い者が多い（交通罰金歴のある者では，29歳以下が35．8％であるのに対して，交通罰金歴　のない者では66．2％）こととも関連があると考えられる。�B薬物使用歴，暴走族加入歴のある者は，いずれも，分析に用いたすべての基準に照らして成り行き　が悪い者の比率が高い。�C　教育程度との関連については，中学卒業以下の者では，分析に用いたすべての基準に照らして成り　行きが悪い者の比率が高く，高校卒業以上の者では成り行きがよい者の比率が高い。これは，学歴が　低いと職業選択等に関して不利になり，他の生活を選択できる余地が乏しくなるためとも考えられる。�D加入（交際）歴等との関連については，加入（交際）年次は遅い者，加入（交際）年齢は若い者の　方が，成り行きの悪い者の比率が高い。平成4年3月には暴力団対策法が施行されているが，加入（交　際）年次が平成4年以降である者の多くは，暴力団対策法の施行にもかかわらず加入（交際）してい　ることになり，それだけ暴力組織との関係が強い者であることが推測される。�E加入（交際）の主なきっかけが「自ら進んで」である者は，成り行きが悪い者の比率が高い。�F　調査対象事件については，共犯者がないものよりも，あるもの，また，本件と暴力組織との関連が　ないものよりも，あるものの方が，成り行きがよい者の比率が高い。これは，共犯者がないもの及び　本件と暴力組織との関連がないものの中には，再犯率の高い覚せい剤取締法違反等の薬物事犯が多く　含まれていることにもよると思われる。また，本件と暴力組織との関連がない者では，加入（交際）　の主なきっかけが「自ら進んで」である者が多く，自発的に加入（交際）して暴力組織と無関係な犯　罪をする者がいることを示している。�G保護観察開始時に引受人と別居している者は，同居している者よりも，公判請求された再犯がある　者の比率が高く，また，取消しで終了する者の比率が高い。また，保護観察開始当初又は保護観察の　過程で発生した問題点のうち，「家族から見放されている」及び「同居家族の監督能力が低い，保護観　察に無関心又は拒否的である」に該当する者は，成り行きが悪い者の比率が高い。保護観察終了時に　配偶者がいる者は，成り行きがよい者の比率が高い。これらのことから，暴力組織関係者であっても，　その立ち直りには引受人や家族が重要な意味を持っていることがうかがえる。�H職業については，保護観察開始時，終了時とも，有職者の方が成り行きがよい者の比率が高い。�I　接触困難又は生活実態把握が困難な状況が，「当初から一貫して，常時」見られたものは，公判請求　された再犯がある者の比率が高く，また，取消しで終了する者の比率が高い。また，所在不明状態に　なったことがある者は，ない者よりも，公判請求された再犯がある者の比率が高く，取消しで終了す　る者の比率が高い。�J　分類処遇制度に基づく当初の分類がA分類であるものは，B分類のものよりも成り行きが悪い者の　比率が高く，当初の予測が妥当なものであったことをうかがわせる。離脱・絶縁意思に関する保護観　察官の判断については，離脱・絶縁意思が認められた者の方が成り行きがよい者の比率が高い。106法務総合研究所研究部報告14　　（2）ロジスティック回帰分析の結果　これまでは，調査対象者の保護観察の成り行きに関連する要因について，要因ごとに分析してきたが，調査対象者の成り行きは，一つの要因によって決定付けられるものではなく，幾つかの要因が重なりあって決定付けられるものであると考えられる。　そこで，ロジスティック回帰分析のステップワイズ法（変数増加法）という手法7を用いて，予測式（回帰式）に投入した説明変数の中から，調査対象者の成り行き（保護観察の終了事由及び公判請求の有無）を最も効果的に説明できる変数のモデルを構築し，成り行きを決定付ける要因を探ることとした。　回帰式に投入する際に選択した変数は，原則として，（1）の分析において統計的に有意な関連が認められたものを選択した。　ア　成り行きの基準別のロジスティック回帰式　　（ア\)　保護観察の終了事由　保護観察の終了事由においては，これまでの分析結果から統計的に有意な関連が認められた，�@犯罪・非行処分歴に関する2項目，�A薬物使用歴，�B暴走族加入歴，�C引受人の同居の有無，�D教育程度，�E暴力組織加入（交際）年次，�F暴力組織加入（交際）年齢，�G暴力組織加入（交際）の主なきっかけ，�H本件共犯者の有無，�I本件と暴力組織との関連，�J接触困難な状況，�K生活実態把握が困難な状況，�L所在不明状態の有無，�M配偶者関係，�N職業に関する2項目，�O問題点に関する5項目の22変数を回帰式に投入した。　2−4−2表は，採用された説明変数と，その係数有意確率（P値）及びオッズ比を示したものである。モデルを構築するために採用された変数は，予測式（回帰式）に投入された順に，�@職業，�A教育程度，�B配偶者関係，�C暴力組織加入（交際）の主なきっかけ，�D問題点：本人と暴力組織との関係が強い，�E問題点：犯罪・非行を反復している，�F接触困難な状況，及び�G本件と暴力組織との関連の8変数である。7　ロジスティック回帰分析とは，多変量解析の一手法である。回帰分析とは，ある一つの変数と別の変数との関係式を利用して，結果を予測すること，又は，ある結果に至った原因を探求し因果関係を解明するといった，要因解析を行うこと，の二つの場合に利用される統計的手法である。一般に，原因に使用される変数を「独立変数（又は説明変数）」といい，結果に使用される変数を「従属変数（又は目的変数）」という。このロジスティック回帰分析は，実務的により汎用性が広いため，コンピュータの進歩に伴い使用されることが多くなり，欧米の研究ではその頻度が高くなっている。たとえば，ある少年が�@将来犯罪を犯すかどうか（従属変数）を予測すること，�A目的変数を予測及び説明するために最も効果的な，少年に関する要因（独立変数）を見つけ出し，予測のための理論的モデルを構築するために使用される。　本分析では，ロジスティック回帰分析の中で，ステップワイズ法という手法を用いた。これは，まず最も有効な独立変数を一つ投入し，そして残った変数の中で最も有効な独立変数をさらに一つ投入していき，最終的には「これ以上投入しても，あまり有効なモデルが構築できない」ところまで投入を続ける手法である。　ここで，本文及び表で使用した用語を説明する。実際には，高度な数学的知見に基づいているため，ここではごく簡単な記述にとどめておきたい。　「予測式（回帰式）及び係数」とは，ある従属変数を説明するための方程式を言う。たとえば，独立変数（X）として，X1，X2，X3、が採用された場合の予測式（回帰式）は，　係数1×X1＋係数2×X2＋係数3×X3＋定数項　となる。　「有意確率（P値）」とは，有意差が偶然に出現する確率をいう。本分析では，おおむね10％以下の有意水準を基準と　して，独立変数を選択している。　「オッズ比」とは，見込み比とも言われ，その変数が一単位変化することで，従属変数が変化する（たとえば，「保護観察の終了事由」が「取消し」から「期間満了」に変化すること）確率をさす。0から∞の間を動き，オッズ比が　1のとき，取り上げた従属変数と独立変数との間に関連はないと判断される。　以上については，石井貞夫，デスモンド・アレン「すぐわかる統計用語」，東京図書，1997に詳しい・暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究1072−4−2表　ロジスティック回帰式（保護観察の終了事由）独　　立　　変　　数ステップ変数名（変数の概要）係　数P値オッズ比1職業　（無職／有職）2，8820，00017，8552教育程度　　（中学中退・卒業／高校中退／高校卒業以上）0，042：�@　中学中退・卒業／高校中退，高校卒業以上2，8180，02816，741：�A　高校中退／高校卒業以上3，2720，01226，3543配偶者関係　　（なし・内縁関係／あり）2，4730，00411，8614暴力組織加入（交際）の主なきっかけ　　（自発的／誘われて）1，3800，0953，9745問題点1本人と暴力組織との関係が強い　　（非該当／該当）一1．5440，0360，2146問題点：犯罪・非行を反復している　（非該当／該当）一2．1620，0350，1157接触困難な状況　（当初から全くなし／途中ややあり／大いにあり）0，080：�@　当初から全くなし／途中ややあり，大いにあり0，0820，9131，085：�A途中ややあり／大いにあり一2．8430，0360，0588本件と暴力組織との関連　　（関連なし／関連あり）1，3340，0553，798【定数項】一4．166注　法務総合研究所の調査による。　つまり，�@有職で，�A高校卒業以上で，�B配偶者があり，�C暴力組織には誘われて加入（交際）して，�D本人と暴力組織との関係が強くなく，�E犯罪・非行を反復していなく，�F接触困難な状況が，当初から全くない又は途中ややある程度で，�G本件は暴力組織と関連があるものであった場合には，期間満了になる可能性が高い。逆に，�@無職で，�A高校中退以下で，�B配偶者がない又は内縁関係で，�C暴力組織には自発的に加入（交際）して，�D本人と暴力組織との関係が強く，�E犯罪・非行を反復しており，�F接触困難な状況が大いにあり，�G本件は暴力組織と関連がないものであった場合には，取消しになる可能性が高いことを意味する。　なお，本回帰式に，調査対象者を当てはめてみると，「期間満了」の92．6％，「取消し」の82．9％，合計で89.3％を説明でき，終了事由の予測精度が高いモデルであるといえる。　（イ）公判請求の有無　公判請求の有無においては，これまでの分析結果から統計的に有意な関連が認められた，�@年齢層，�A犯罪・非行処分歴に関する2項目，�B薬物使用歴，�C暴走族加入歴，�D引受人の同居の有無，�E教育程度，�F暴力組織加入（交際）年次，�G暴力組織加入（交際）年齢，�H暴力組織加入（交際）の主なきっかけ，�I本件共犯者の有無，�J本件と暴力組織との関連，�K接触困難な状況，�L生活実態把握が困難な状況，�M所在不明状態の有無，�N配偶者関係，�O職業，�P問題点に関する5項目の22変数を回帰式に投入した。　2−4−3表は，採用された説明変数と，その係数，有意確率（P値）及びオッズ比を示したものである。モデルを構築するために採用された変数は，予測式（回帰式）に投入された順に，�@職業，�A暴走族加入歴，�B接触困難な状況，�C問題点：本人と暴力組織との関係が強い，�D暴力組織加入（交際）年次，�E問題点：同居家族の監督能力が低い，保護観察に無関心又は拒否的である，�F引受人の同居の有無，及び�G暴力組織加入（交際）の主なきっかけの8変数である。　つまり，�@有職で，�A暴走族加入歴がなく，�B接触困難な状況が，当初から全くない又は途中ややあ108法務総合研究所研究部報告14る程度で，�C本人と暴力組織との関係が強くなく，�D暴力組織に加入（交際）したのは平成3年以前で，�E同居家族の監督能力が低くなく，保護観察に無関心又は拒否的ではなく，�F引受人が同居しており，�G暴力組織には誘われて加入（交際）している場合には，公判請求に至る再犯がない可能性が高い。逆に，�@無職で，�A暴走族加入歴があり，�B接触困難な状況が大いにあり，�C本人と暴力組織との関係が強く，�D暴力組織に加入（交際）したのは平成4年以降で，�E同居家族の監督能力が低く，保護観察に無関心又は拒否的で，�F引受人とは別居で，�G暴力組織には自発的に加入（交際）している場合には，公判請求に至る再犯がある可能性が高いことを意味する。　なお，本回帰式に，調査対象者を当てはめてみると，「公判請求なし」の90．0％，「公判請求あり」の82．1％，合計で87．2％を説明でき，公判請求の有無の予測精度が高いモデルであるといえる。2−4−3表ロジスティック回帰式（公判請求の有無）独　　立　　変　　数P値オツズ比ステップ変数名（変数の概要）係　数1職業　（無職／有職）2二8780，00117，7722暴走族加入歴　　（なし／あり）一2．1350，0210，1183接触困難な状況　　（当初から全くなし／途中ややあり／大いにあり）0，106：�@　当初から全くなし／途中ややあり，大いにあり一〇．0610，9390，941：�A途中ややあり／大いにあり3．4210，0390，0334問題点1本人と暴力組織との関係が強い　　（非該当／該当）2．0760，0070，1255暴力組織加入（交際）年次　　（平成3年以前／平成4年以降）一2．0190，0050，1336問題点：同居族の監督能力が低い，保護観察に無関心又は拒否的であ一2．5890，0050，075る　（非該当／該当）7引受人の同居の有無　（同居／別居）一1．5650，0320，2098暴力組織加入・交際の主なきっかけ　（自発的／誘われて）1，3000，1003，669【定数項】5，064注　　　法務総合研究所の調査による。　　「配偶者関係」の変数は，一旦は投入されたが，「問題点：同居家族の監督能力が低い，保護観察に無関心又は拒否的　　である」の変数が投入された後，除外されている。　イ　成り行きに関連する要因に関する若干の考察　ロジスティック回帰分析の結果，保護観察の終了事由，公判請求の有無のいずれにおいても，成り行きのよい場合（期間満了又は公判請求なし）の約9割，成り行きの悪い場合（取消し又は公判請求あり）の約8割を説明できる，予測精度の高いモデルを構築することができた。採用された変数は，保護観察の終了事由と公判請求の有無とで一部異なっているが，いずれも，職業の有無が最も重要な要因であった。また，暴力組織加入（交際）の主なきっかけが自発的であること，問題点「本人と暴力組織との関係が強い」に該当すること，接触困難な状況が大いにあることは，保護観察の終了事由と公判請求の有無とに共通する決定要因であった。　採用された変数の中には，保護観察開始時にすでに決定していて過去にさかのぼって変更できないもの（例えば，暴走族加入歴，暴力組織加入（交際）年次，暴力組織加入（交際）の主なきっかけなど）もあるが，そうでないものもある。特に，最も重要な要因である職業の有無については，保護観察開始暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究109時に無職であっても，その後の指導や本人の努力によって就職する可能性は大いにあり（2−2−10図問題点の改善状況別構成比を参照），保護観察開始時の条件だけで成り行きが決まってしまうというわけではない。　いくら予測精度の高いモデルであるといっても，それですべての再犯等を予測できるわけではなく，よい条件がそろっていても予測に反して再犯してしまう者もあれば，反対に，悪い条件にあっても更生していく者もある。予測がはずれるのは，偶然による場合もあろうが，それが処遇者の働きかけによるものであることも，考えられないことではない。予測からはずれて再犯した者，更生した者については，今後，事例研究等によって，処遇内容を検討していくことが望まれる。110法務総合研究所研究部報告14第3　まとめ調査結果の概要を，調査対象者の属性，保護観察実施上の問題点及び保護観察処遇の成り行きを中心にまとめる。　1　調査対象者の属性等�@　年齢は，24歳以下が4割近くを占め，20歳代後半，30歳代，40歳代以上がそれぞれ約2割である。　平均年齢を，保護観察付き執行猶予者全体と比較すると，調査対象者の平均年齢（30．9歳）は，保護　観察付き執行猶予者全体（33．5歳）より2歳以上若い。�A　教育程度は，中学卒業以下が46．4％で最も多く，次いで，高校中退，高校卒業以上の順になってお　り，調査対象者は，保護観察付き執行猶予者全体よりも教育程度が低い。�B保護観察開始時の職業を見ると，無職者が31.6％であり，職業に就いている者のうちでは，技能工・　採掘・製造・建設作業者及び労務作業者が3割以上を占めている。保護観察終了時には，無職者の比　率は，総数の24．2％に低下している。�C調査対象者の罪名は，覚せい剤取締法違反が最も多く，全体の4割近くとなっており，以下，傷害　（20．9％），恐喝（15．2％），窃盗（11.3％）等となっている。�D　初度の執行猶予の言渡しに伴い裁量的に保護観察に付された者が調査対象者の92．4％を占め，保護　観察付き執行猶予者全体（87．8％）よりも比率が高い。�E　薬物使用歴については，調査対象者の6割近くの者が何らかの薬物使用歴を有しており，保護観察　付き執行猶予者全体（30．9％）と比較すると，薬物使用歴のある者がかなり高率となっている。特に，　調査対象者は，保護観察付き執行猶予者に比べて，覚せい剤及びシンナーの使用歴を有する者が多い。�F　暴力組織内の地位又は暴力組織との関係については，幹部が1割，組員が4割弱等となっている。　年齢層では，幹部は40歳以上に多く，組員は20歳代前半に多い。暴力組織に加入し，又は暴力組織加　入者と交際していた期間が10年以上の者では，幹部が3分の1を占めている。　2　保護観察の実施状況�@　遵守事項を守るための指示事項の内容を見ると，最も多い事項は，往来訪の確保・生活実態の把握　に関する指示事項であり，暴力団関係者との交際等の禁止関係を内容とする指示事項及び就労関係の　指示事項が，調査対象者の半数以上に付けられている。�A調査対象者が暴力組織からの離脱や絶縁の意思を有することを示す何らかの資料が認められたの　は，43．0％である。�B保護観察開始当初又は保護観察の過程で発生した問題点について見ると，「就労状況が不安定（頻回　転職，無職）である」及び，「本人と暴力組織関係が強い」には，それぞれ6割以上が該当している。　また，「規範意識，遵法精神が欠如している」及び「薬物の乱用が見られる」には，それぞれ総数の3　分の1以上が該当している。�C　問題点の改善の有無について見ると，改善したとするものの比率が高いものは，「薬物の乱用が見ら　れる」（54．7％），「就労先又は生計の手段に問題がある」（44．0％）などである。一方，改善しなかっ　たとするものの比率が高いのは，「言動に表裏性がある」（75．8％），「価値観が偏っている」（53．8％）　などである。暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究111　3　成り行き�@保護観察終了事由は，期間満了が62．6％，執行猶予の取消しが35．8％（再犯31.8％，余罪1．3％，遵　守事項違反2．6％）となっており，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体と比べ　ると，期間満了者の比率がやや低く，取消しがやや高くなっている。�A保護観察期間中の成績の推移は，保護観察成績が一貫して「良好状態で推移した」者が23．0％，「保　護観察の経過に伴い成績が向上した」者が10．0％であり，両者を合わせると，調査対象者総数の約3　分の1を占める。一方，「不良状態で推移した」者は5．3％，「保護観察の経過に伴い成績が低下した」　者が14．3％で，両者を合わせると約2割である。終了事由との関係で見ると，保護観察成績が「良好　で推移した」者のうちの11．6％，「普通で推移した」者のうちの41.5％が，再犯又は遵守事項違反によ　る執行猶予取消しで終了しており，表面では問題がないように見せかける面従腹背的な態度のため，　生活実態の把握が困難な者が少なくないことがうかがえる。�B　期間満了者について見ると，保護観察終了時の成績が良好の者（45．0％）と仮解除で終了した者　（10．1％）を合わせて，期間満了者の過半数は成功裡に終了している。なお，仮解除で終了した者の調　査対象者総数に占める比率（6．3％）は，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体　に占める仮解除中の者の比率（11．0％）と比較すると低い。�C　公判請求された再犯，罰金等に処された再犯，又は，起訴猶予のいずれかがあった者は，総数の50．3％　に当たる152人である。公判請求された再犯があった者は，総数の36．8％に当たる111人であり，この　うち102人（91.9％）は，執行猶予取消しにより保護観察が終了している。また，罰金等に処された者　について，9割近くは保護観察所において何らかの措置がとられている。公判請求された者，罰金等　に処せられた者のいずれにおいても，再犯事件と暴力組織との関連があるものは少ない。�D　公判請求された再犯について，再犯までの期間別に累積してみると，約半数は保護観察開始後10か　月以内のものであり，また，約8割は24か月以内のものである。実刑歴の有無別に見ると，保護観察　開始後24か月までは，実刑歴のある者の方が公判請求された再犯の累積比率が低いが，25か月以降は　逆転し，実刑歴のある者の方が高くなっている。また，暴力組織内の地位又は暴力組織との関係別で　見ると，幹部では，保護観察開始後6か月以内の短期間に再犯する者と，24か月前後に再犯する者と　に二極化する傾向が見られる。�E　調査対象者と保護観察付き執行猶予者全体を，再犯又は遵守事項違反による執行猶予取消しで終了　した者の総数に対する累積比率で比較すると，保護観察開始後14か月までは調査対象者の方が低く，　15か月以降は逆転して，調査対象者の方が高くなっている。　4　成り行きと関連のある要因の分析�@　29歳以下と30歳以上とで分けると，29歳以下で公判請求ありの者の比率が高く，30歳以上で公判請　求なしの者の比率が高い。保護観察処分歴，少年院送致歴，薬物使用歴，暴走族加入歴のある者，中　学卒業以下の者は，いずれも，分析に用いたすべての基準に照らして成り行きが悪い者の比率が高い。�A加入（交際）歴等との関連については，加入（交際）年次は遅い者，加入（交際）年齢は若い者の　方が，成り行きの悪い者の比率が高い。加入（交際）の主なきっかけが「自ら進んで」である者は，　成り行きが悪い者の比率が高い。調査対象事件については，共犯者がないものよりも，あるものの方　が，成り行きがよい者の比率が高い。また，本件と暴力組織との関連がないものよりも，あるものの　方が，成り行きがよい者の比率が高い。�B保護観察開始時に引受人と別居している者は，同居している者よりも，公判請求された再犯がある112法務総合研究所研究部報告14　者の比率が高く，また，取消しで終了する者の比率が高い。また，保護観察開始当初又は保護観察の　過程で発生した問題点のうち，「家族から見放されている」及び「同居家族の監督能力が低い，保護観　察に無関心又は拒否的である」に該当する者は，成り行きが悪い者の比率が高い。保護観察終了時に　配偶者がいる者は，成り行きがよい者の比率が高い。これらのことから，暴力組織関係者であっても，　その立ち直りには引受人や家族が重要な意味を持っていることがうかがえる。�C　職業については，保護観察開始時，終了時とも，有職者の方が成り行きがよい者の比率が高い。�D接触困難又は生活実態把握が困難な状況が，「当初から一貫して，常時」見られたものは，公判請求　された再犯がある者の比率が高く，また，取消しで終了する者の比率が高い。また，所在不明状態が　あった者は，ない者よりも，公判請求された再犯がある者の比率が高く，取消しで終了する者の比率　が高い。�E分類処遇制度に基づく当初の分類がA分類であるものは，B分類のものよりも成り行きが悪い者の　比率が高く，当初の予測が妥当なものであったことをうかがわせる。離脱・絶縁意思に関する保護観　察官の判断については，離脱・絶縁意思が認められた者の方が成り行きがよい者の比率が高い。�Fロジスティック回帰分析の結果，保護観察の終了事由，公判請求の有無のいずれにおいても，成り　行きのよい場合（期間満了又は公判請求なし）の約9割，成り行きの悪い場合（取消し又は公判請求　あり）の約8割を説明できる，予測精度の高いモデルを構築することができた。採用された変数は，　保護観察の終了事由と公判請求の有無とで一部異なっているが，いずれも，職業の有無が最も重要な　要因であった。また，暴力組織加入（交際）の主なきっかけが自発的であること，問題点「本人と暴　力組織との関係が強い」に該当すること，接触困難な状況が大いにあることは，保護観察の終了事由　と公判請求の有無とに共通する決定要因であった。　5　おわりに　今回の研究結果から見て，次の2点が，今後の施策を進める上で重要な要素と考えられる。　�@暴力組織関係保護観察付き執行猶予者（調査対象者）に対する保護観察処遇の実効性　冒頭でも指摘したように，調査対象者は，処遇困難が予想される者であり，そのため成り行きは，一般の保護観察付き執行猶予者よりもかなり悪い結果となることが想定された。確かに，調査対象者のうち，保護観察中に何らかの再犯があった者は半数を超えており，執行猶予取消しで終了した者の比率も，平成11年に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者全体と比べると，やや高くなっている。しかし，このデータでは，統計的には有意差は認められず，実際の比率から見てもその差は少ないと言える。また，調査対象者の無職率は，保護観察開始当初の31．6％が，終了時には，24．2％に低下しており，薬物の乱用についても，54．7％の者に改善が見られる。これらを総合すると，暴力組織関係保護観察対象者（調査対象者）に対する保護観察処遇は，ある程度の効果を挙げていると見ることができる。　�A今後重点的な対策が望まれる分野　成り行きと関連のある要因の分析結果からは，暴力組織関係者であっても，その立ち直りには引受人や家族が重要な意味を持っていることがうかがえた。また，ロジスティック回帰分析の結果からは，成り行きを決定付ける最も重要な要因は職業の有無であることがわかった。　保護観察開始時の引受人や家族との関係，職業の有無といった要因は，保護観察の過程で変化していく可能性があるので，今回の調査結果は，その後の保護観察処遇によって成り行きに影響を与え得ることを示唆している。　したがって，今後の処遇は，関係機関等とも連携を強めっっ，暴力組織関係保護観察対象者の家族間暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究113の調整の促進並びに適職確保及び安定就労を目指すことが必要と考えられる。　なお，今回の調査では，成り行き及び成り行きに影響を及ぼす要因を分析することを目的の一つとしたため，保護観察終了事件を対象とした。そのため，保護観察実施中の調査であれば把握できるはずのデータの収集が不十分であったことは否めない。また，暦年統計の調査項目上の制約から，保護観察付き執行猶予者全体についての比較データがない項目もあった。処遇とその効果についての研究も課題として残されている。今後，調査を重ねることによってこうした点を補い，あるいは事例研究等による処遇内容の検討の集積に努めることが望まれる。114法務総合研究所研究部報告14資　料法研究第　10　号　平成11年10月25日保護観察所の長　　殿法務総合研究所長　河　内　悠　紀　　　「暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究」に係る調査の実施について（依頼）　この度，当研究所において，標記調査を下記のとおり実施することになりました。　つきましては，御多忙中のところ誠に恐縮ですが，本調査の実施方について何分の御協力をお願いします。　なお，本件については，法務省保護局と協議済みですので，申し添えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　1　調査目的　暴力組織犯罪に関する近年の社会的関心の高まりを踏まえて，処遇が困難で，再犯率も高いとされる暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関して，その諸属性，保護観察の実施状況，保護観察の成り行き及びそれらに影響を及ぼす要因等を調査し，相互の関連等について分析することにより，この種の対象者に対する効果的な処分及び処遇の在り方を検討するための資料を提供することを目的とする。　2　調査対象者　平成11年1月1日から同年10月31日までの問に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者で，次のいずれかの要件に該当する者を対象とする。なお，（1）の場合，類型認定の時期は，保護観察開始当初であるか否かは問わない。また，（2）に該当する者は，暴力組織関係者として類型認定されている必要はないo　（1）「保護観察類型別処遇要領の制定について」（平成2．3．22保観第108号保護局長通達）別紙の類型の　　区分に従い，「暴力組織関係対象者」と認定された者　（2）誓約書（丙）の「遵守事項を守るための指示事項」において，暴力組織に関する記載がなされて　　いる者　3　調査方法　（1）上記2の要件に該当する者の総数（調査予定対象者総数）を，別紙1の様式に記載の上，平成11　　年11月10日までに，下記5（1）のあて先に返送する。なお，平成11年1月1日から同年6月30日まで　　の間に保護観察を終了した保護観察付き執行猶予者のうち，保護観察・更生緊急保護事件終了調査　　票により，受理時不良集団関係が「暴力団」とされた者の各庁別の該当数は，別紙3のとおりであ　　るので，調査予定対象者総数把握の際の参考とされたい。　（2）調査予定対象者の把握に当たっては，次の諸点に留意する。　　ア　暴力組織の類型に該当する者の検索に当たっては，事件ホルダー上に必ずしも類型該当を示す　　　表示がなされていない場合もあるので，実際に事件記録の内容を確認の上，類型認定の有無を判　　　　　　　　　　　暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究　　　　　　　　　　　　115　　断すること。特に，移送受理事件については，類型該当の表示方法が自庁とは異なる場合がある　　ので，注意されたい。　イ　刑執行猶予取消しで保護観察が終了した事件については，当該事件記録が，環境調整事件の記　　録に収納されている場合があるので留意する。（3）別添調査票は，調査票上に記載されている記載要領に従って記載する。（4）記載者は，調査対象事件が終了時に係属していた保護区を，本調査の時点において担当している　保護観察官とする。（5）調査票の用紙が不足した場合は，コピーで対処する。4　調査票の返送　調査票に，送付票（別紙2）を添付し，平成11年11月30日までに，下記5（2）のあて先に送付する。　調査票返送期限　平成11年11月30日5　調査票返送先及び照会先（1）別紙1の返送先　　法務総合研究所　研究部　　FAX　　O47−382−1688（2）調査票返送先　　〒279−0013　千葉県浦安市日の出11番地　　法務総合研究所　研究部（3）照会先　　TEL　O47−382−1018　研究官　　吉　田　研一郎　　　　　　047−382−1683　研究官　　中　野　陽　子　　　　　　047−382−1015　研究官補　染　田　　惠　　　　　　047−382−1020　　研究官補　横　地　　環　　　　　　047−382−1016　研究官補　岡　田　和　也116法務総合研究所研究部報告14別紙1庁名保護観察所支部「暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究」に係る調査予定対象者数報告書　平成11年1月1日から同年10月31日までの間に終了した保護観察付き執行猶予者で，「保護観察類型別処遇要領の制定について」の別紙類型の区分に従い，「暴力組織関係対象者」と認定された者の合計数は次のとおりである。合計名うち男名うち女名暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究117別紙2庁名保護観察所支部「暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究」に係る調査票送付明細票「暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究」に係る調査票を，次のとおり送付する。合計部うち男部うち女部118　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告14　　　　　　　　「暴力組織関係保護観察付き執行猶予者に関する研究」調査票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所記載要領・回答の形式□内に該当する番号を記入するものと，［二二ニコ内に文章を記入するものがあります。　2　□内に該当する数値がない場合は，下の例のように○を記入してください。　　　例：生年朋が9年9月・日の場合一回回年囹国月団□日　　　　　刑期が8月の場合　　　　　　　→　　［囹年［召［囹月　3　罪名及び職業は，「保護統計符号表（平成9年10月7日付け法務省司調第484号）」に基づいて記入してください。　4　回答が複数ある場合は，下の例のように，r・」で区切って記入してください。　　　例：罪名が傷害，窃盗，覚せい剤取締法違反の場合　→　　！6　・23　・　60　　（＊順序は問いません。）　5　「不明」の場合は，すべて9又は99と記入してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川藤亡ii＝ゴ磁薪自灘1　本人に関する基礎的事項1　氏名2　性別　　　　　　　　　　　　1　男　　　　　2　女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□3　生年月日　　　　　　　　　1　大正　　　　2　昭和　　　　　　　　　元号□　　□□年□□月□□日4　受理時年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□□歳5　罪名　　（＊「罪名又は非行名符号表」により，越当塑罪名を記入してください。）6　刑名・刑期　　　　　　　　　1　懲役　　　　2　禁錮　　　　　　　　　　　　　　　　　刑名□　　□年□□月7　執行猶予期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成□□年□□月□□日から□年間8　初度目・再度目の別　　　　　1　初度目（裁量）　　2　再度目（必要）　　　　　　　　　　　　　　　　　　□皿　保護観察受理時の状況等1　犯罪・非行処分歴　　（＊本件を除きます。）　（1）保護観察処分　　　　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　（2）少年院送致　　　　　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　（3）罰金（一般）　　　　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　（4）罰金（交通）　　　　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　（5）起訴猶予　　　　　　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　（6）単純執行猶予　　　　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　（7）保護観察付き執行猶予　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　（8）実刑　　　　　　　　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□2　薬物使用匿　　（＊最も使用の程度の深いものを1つだけ記入してください。）　　　0　なし　　　1　麻薬・大麻・あへん　　　2　覚せい剤　　　3　シンナー・ボンド・トルエン等　　　4　その他　　　9不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□3　暴走族加入歴　　　0　なし　　　　1　あり　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究1194　引受人　（1）00　なし　　　01　配偶者（内縁関係を含む）　　　02　父母　　　03　子　　　04　兄弟姉妹　　　　05　その他の親族　　　06　知人　　　07　雇主　　　08　更生保護施設　　　09　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＊「09その他」の場合，具体的に記入してください。）　（2）上記引受人の同居の有無　　　　1　同居　　　　2　別居　　　　3　非該当（上記（1）で引受人がrO　O　なし」rO8　更生保護施設」の場合）□□□5　教育程度　　　（＊法務大臣官房司法法制調査部発行「保護統計作成の手引」に基づき，記入してください。）　（1）1　小学校　　　2　中学校　　　3　高校　　　　4　大学　　　9　不明　（2）1　在学　　　　2　中退　　　　3　卒業　　　　　　　　　　　9　不明□□6　当初の分類　　　　1　評定項目で「A分類」と認定された。　　　　2　評定項目で「B分類」であったが，検討事項でrA分類」と認定された。　　　　3　評定項目で「A分類」であったが，検討事項でrB分類」と認定された。　　　　4　評定項目でrB分類」と認定された。□7　指示事項　　（＊「誓約書（丙）」に記載されている「遵守事項を守るための指示事項」をすべて記入してください。なお，表現が下記の選択肢と　　同一でなくとも，同様の内容を含んでいる場合は，それらも該当としてください。）123456789暴力団関係者との交際等の禁止関係　（例:絶縁すること，付き合わないこと）薬物関係者との交際の禁止関係　（例:付き合わないこと，近づかないこと）薬物の使用禁止関係　（例：覚せい剤，大麻などの薬物を使用しないこと）粗暴な行為禁止関係　（例；他人に対して暴力を振るわないこと）本件犯罪行為（3，4を除く）の反復禁止関係　（例；他人の金品に手を出さないこと）就労関係　（例：定職についてまじめに働くこと）家族等関係　（例：家庭での自分の立場を自覚し，責任ある行動をすること）往来訪の確保，生活実態の把握関係　（例二毎月担当保護司を訪ね，生活状況を報告し，その指導を受けること）その他　　　　　　　（＊r9その他がある場合，記入してください。）皿1暴力組織関係「暴力組織』類型認定の有無　0　なし　　　　1　あり□2〔響鵯解．纏犠黛驚慧響繊欝当しn働組織〕加入（交際）団体　　1　山口組　　　　　　　2　稲川会　　　　　　　3　住吉会　　4　その他指定団体　　　5　非指定団体　　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　　　　　（＊「4　その他指定団体」とは，以下の団体を指します。）　　　　　　工藤會（旧・工藤連合草野一家），旭琉会，沖縄旭琉会，会津小鉄会，共政会，合田一家，小桜一家，浅野組，道仁会，　　　　　　親和会，双愛会，山野会，侠道会，太州会，酒梅組，極東桜井総家連合会，極東会，東組，松葉会，國粋会120　　　　　　　　　　　　　　　　　法務総合研究所研究部報告143　組織内における地位又は関係　　　　1　幹部　　　2　組員　　　3　準構成員　　　4　元組員　　　5　関係者（「4　元組員」を除く）　　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　（＊「5関係者」の場合，具体的な関係を記入してください。）4　上記問2・3に関する資料　（1）言渡裁判所作成の資料（r判決書j　r執行猶予者保護観察事件調査票」等をさす。以下同じ。）における記載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　なし　　　1　あり　（2）「暴力組織に関する照会」に対する警察署等からの回答　　　0　なし　　　1　あり　（3）本人・家族と面接した際の供述　　　　　　　　　　　　　0　なし　　　1　あり　（4）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　なし　　　1　あり　　　　　　　　　（＊（4）その他でr1　あり」の場合，具体的に記入してください。）5　加入（交際）歴・時期　（1）最初に加入（交際）した時の年次　　　　1　昭和30年代以前　　　　　2　昭和40年代　　　　3　昭和50年代　　　4　昭和60年〜平成3年　　　　5　平成4年以降　　　9　不明　（2）最初に加入（交際）した時の年齢　　　　1　19歳以下　　　　2　20〜24歳　　　　　3　25〜29歳　　　4　30〜34歳　　　　5　35〜39歳　　　　　6　40歳以上　　　9　不明　（3）加入（交際）期間　　（＊複数の団体に加入（交際）していた場合，それぞれの期間を合計してください。）　　　1　1年未満　　　　　2　1年〜5年　　　　3　6年〜10年　　　　4　10年以上　　　9　不明6　加入（交際）の主なきっかけ　　　1　自ら進んで　　　2　先輩・友人等に誘われて　　　3　親，兄弟等の親族を通じて　　　4　盛り場等で遊んでいる時に誘われて　　　5　仕事関係を通じて　　　6　薬物の使用，売買を通じて　　　7　無理やり加入させられた　　　8　その他　　　9　不明□□□□□□□□□（＊「8その他」の場合，具体的に記入してください。）7　身体上の特徴　（1）指詰め　　　　0　なし　（2）入れ墨　　　　0　なしあり　　　9　不明あり　　　9　不明□□暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究1218　加入（交際）中のできごと又は生活　　（＊該当するものをすべて記入してください。）9123456789暴力的犯罪行為（殺人，傷害，恐喝等）賭博，ノミ行為，ダフ屋薬物の密売みかじめ料，用心棒代，債権等の取立て露店の手伝い暴力団組事務所の電話番・運転手暴力団対立抗争への参加性風俗関係の営業への関与その他　　　（＊「9　その他」の場合，具体的に記入してください。）離脱・絶縁見込み（1）離脱・絶縁意思を有することを示す資料　　　0　資料がない。　　　1　離脱届（脱退届）を提出したことを示す資料がある。　　　2　破門状が出ていることを示す資料がある。　　　3　（上記1・2以外で）言渡裁判所作成の資料に，離脱・　　　4　その他の資料　　　　　（＊「4　その他の資料」の場合，具体的に記入してください。）（2）離脱・絶縁意思に関する保護観察官の判断　　　1　非常に強く認められた。　　　2　一応認められた。　　　3　どちらとも言えない。　　　4　あまり認められなかった。　　　5　全く認められなかった。　　　9　不明絶縁意思の記載がある。□10　本件について　（1）共犯者の有無　　　　O　共犯者なし　　　1　（2）本件と暴力組織との関連　　　　0　関連はなかった共犯者1名2　共犯者2名1　関連があった9　不明3　共犯者3名以上9　不明□□□（＊「1　関連があった」の場合，どのような関連が認められたか，具体的に記入してください。）�W1保護観察の経過保護観察開始時の出頭状況　　　1　確定前　　2　確定後7日以内　　3確定後1月以内　　4　確定後1月を超える　　5　不出頭2　保護観察の実施態勢　　（＊保護観察期間を通じてとられた，主な態勢を1っだけ記入してください。）　　　　1　保護司と保護観察官との協働態勢　　　　2　保護観察官直接担当3　更生保護施設□□122法務総合研究所研究部報告143　接触等に関する問題について　（1）接触の状況　　　　　　　　　（＊下記の選択肢から選んでください．）　（2）生活実態の把握の状況　　　　（＊下記の選択肢から選んでください。）　　　　0　当遡∠⊆，接触困難／生活実態把握が困難な状況は，全く又はほとんど見られなかった。　　　　1　当一，接触困難／生活実態把握が困難な状況が，壁皇見られた。　　　　2　当魍∠⊆，接触困難／生活実態把握が困難な状況が，賞壁見られた。　　　　3　一，接触困難／生活実態把握が困難な状況が，塾見られた。　　　　4　一，接触困難／生活実態把握が困難な状況が，堂壁見られた。　　　　5　当塑，接触困難／生活実態把握が困難な状況であったが，一好転した。4　所在不明状態の有無　　　　0　なし　　1　当初から所在不明状態　　2　途中から所在不明状態　　　3　一時，所在不明状態□□□5　関係機関との連携　　　（＊例えぱ，警察署（ただし，「暴力組織に関する照会」等を除きます。），暴力団追放センター，職業安定所，福祉事務所，　　　病院等との，本人の処遇全般に関しての連携について，記入してください。）　　　　0　特になし　　　　1　あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□（「1あり」の場合，機関名とその内容を，具体的に記入してください。）6　居住態様等の変遷　　　（＊以下の設問において，再犯による刑執行猶予取消しの場合の「終了時」は，再犯時で判断してください。）　（1）居住態様　　　00　単身　　　　01　配偶者（内縁関係を含む）と同居　　　　　　02　父母と同居　　　　03　子と同居　　　04　兄弟姉妹と同居　　　　05　その他の親族と同居　　　　　　　06　知人と同居　　　07　雇主又は飯場等で同僚と同居　　　　08　更生保護施設　　　　09　その他　　　99　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件時□ロー保護観察開始時□ロ　ー終了時□□　　　　（＊r・9その他」の場合，具体的に記入してくださレ�`［ニコ　　［二二二］　「ニコ　（2）配偶者関係　　　0　なし　　　1　配偶者あり　　　2　配偶者あり（内縁関係）　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件時ロ　　　ー保護観察開始時ロ　　　ー終了時□　（3）居住場所　　　1　暴力組織事務所と同一　　　2　暴力組織事務所と近接（交通網等から判断して，容易に接触がとれる範囲をさします。）　　　3　暴力組織事務所の遠方　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件時ロ　　　ー保護観察開始時ロ　　　ー終了時□　（4）職業　　　　（＊「職業符号表」に基づき記入してください。ただし，不明の場合は「99」と記入してください。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件時□ロ　ー保護観察開始時□ロ　ー終了時□□　（5）上記職業と暴力組織との関連　　　0　関連なし　　　1　関連あり　　　2　非該当（職業がrX　無職」r99　不明」の場合）　　　9　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件時ロ　　　ー保護観察開始時ロ　　　ー終了時□暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究123V　保護観察実施上の問題点とその改善状況A【処遇計画票B　【保護観察の経過c　【改善の有無”　　　　　　曾万問　　　題　　　点A処　　　遇計　画　票（該当する場合，○印をつけてください　）B保護観察の　経　過（該当する場合，○印をつけてください。）C改善の有無　1　改善した　2　どちらとも言えない　3　改善しなかった（該当する番号に○印をっけてください。）（1）暴力組織に関するもの　　　　　　　　　　　　　　　　　（例：暴力組織関係者と同居している。組事務所又はその近�@居住環境に問題がある。　　　　　黛焦景惹している2＿11　　　2　　　3�A就労先又は生計の手段に問題がある。織書艦難趨綴簸黎雲騰斧1暴力組織を1　　　2　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　（例1活動（交際）歴が長い。今後も交際を継続する意思が�B本人と暴力組織との関係が強い。　　　　　　　　　　　　　　　　　ある。暴力組織の価慎観』行動様式が身に付いている。）圭　　　窪　　　3�C本件が暴力組織と深く関連している。�Dその他　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）垂　　　「2　　　薯（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）王　　　2　　　3（2）生活基盤に関するもの�@収入が不安定である。圭　　　…2　　　3�A借金がある，又は多額の被害弁償が見込まれる。1　　　2　　　3�B就労状況が不安定（頻回転職，無職）である。ま　　　彦　　　3�C住居が不安定である（例：転居の可能性がある。無届転居のおそれがある。）。1　　　2　　　3�Dその他　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）巽　　　塞　　、薯、〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉韮　　　2　　　3（3）性格・行動特性に関するもの�@言動に表裏性がある（例：嘘をつく，約束を守らない。）。1　　　2　　　3�A攻撃的又は粗暴である。韮．　　、2　　　輩、�B価値観が偏っている（例1一獲千金的志向，せっな的・享楽的傾向など）。1　　　2　　　3�C規範意識，遵法精神が欠如している。1　　　2　　　3�D心身の問題がある（例＝知的能力が劣る。病気・けがをしている。）圭、　　2・　　3�Eその他　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）圭　　　…琶　　　3（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）圭　　　2　　　3（4）行状に関するもの�@かけごとに凝る。1　　　2　　　3�A浪費癖がある。圭　　　罐　　　3�B家出，無断外泊等が多い。圭　　　躍　　　3�C過度の飲酒がみられる。韮　　簸　　　　き�D薬物の乱用がみられる。圭　　　匿　　　3�Eその他　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）圭　　　窪　　　3（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藁1　　　2　　　3（5）家族等に関するもの�@家族との葛藤がある。1　　　窪　　　3�A家族から見放されている。葦　　　2　　　3�B同居家族の監督能力が低い，保護観察に無関心又は拒否的である。亜　　　2　　　塾�C家族に問題行動（犯罪，暴力，かけごと，飲酒，徒遊，暴力組織との関係等）がある。圭　　　2　　　3�D身近に更生援助者がいない。韮　　　2　　　3�E暴力組織関係者以外にも，不良な交友が多い。1　　　2　　　3�Fその他　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）1　　　2　　　3（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漢韮　　　2　　　3（6）犯罪・処分歴に関するもの�@犯罪・非行を反復している。�A前回の保護観察成績が不良である。�Bその他　　　《　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（7）その他（以上の項目以外に関するものがある場合に，処遇計画票に記載されているとおりに記入してください。）�@　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）ま　　　彦　　　3�A　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）1　　　2　　　3�B　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉1　　　2　　　3　保護観察闘凱作成した処遇計画票に記載されている問題点が，以下の項目に該当する場合には○印をつけてください。処遇計画票の表現と完全に一致しなくても，意味が同じであれば該当としてください。　Aで○印をつけなかったものについて，保護観察の過程で発生した問題点がある場合には○印をつけてください。　上記A又はBのいずれかに○印をっけたものすべてについて，保護観察が終了した時点での，当該問題点の改善の有無を評価して，該当する番号に○印をつけてください。124V【保護観察の成り行き1　終了日2　終了事由　　　11　期間満了　　　21　取消し（再犯）　　　31　死亡法務総合研究所研究部報告1422　取消し（余罪等）平成11年□□月□□日23　取消し（遵守事項違反）□□3　保護観察の成績の推移1234567良好状態で推移普通状態で推移不良状態で推移保護観察の経過に伴い成績が向上した保護観察の経過に伴い成績が低下した保護観察の成績が上昇下降を繰り返したその他　（＊r7　その他」の場合，具体的に記入してください。）□4　終了時の成績　　　（＊刑執行猶予取消しで終了している場合は当該決定のあった時点，死亡で終了している場合は死亡した時点で判断してください。）　　　　1　良好　　　　2　普通　　　　3　不良　　　　4　評定除外（仮解除中）　　　　5　評定除外（所在不明）　　　6　評定除外（身柄拘束中）　　　　　　□5　仮解除　　0　なし　　　　　　　　　　　　　　　一右回答欄に記入の上，問6へ進んでください。　　1　あり（仮解除のまま終了した）　　　　一　回欄に記入の上　問5−2へ　　2　あり（途中で仮解除取消しとなった）　一　回倣　に記入の上　問5−3へ5−2上5でr1り　のま　したの△のみ口□　　仮解除となった時期5−3上5でr1　し途で　取5しとなったの△のみ・保護観察開始後□年□□月目仮解除となった時期仮解除取消しとなった時期保護観察開始後□年□□月目保護観察開始後□年□□月目6　再犯について　（1）�@公判請求されたものが　　　　　0　なかった　　　　　一右回答欄に記入の上，（2）へ進んでください。　　　　　1あった　　　二＿　　　　　　　　　　　ロ　　　�A罪名　（＊r罪名又は非行名符号表」により，一罪名を記入してください。）　　　�B再犯の時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護観察開始後□年□□月目　　　�C再犯事件と暴力組織との関連　　　　　　。関連はなかった　、関連があった　9不明　　　　　　　　□（＊r1　関連があった」の場合，どのような関連が認められたのか，具体的に記入してください・）暴力組織関係保護観察付き施行猶予者に関する研究（2）�@罰金，起訴猶予等の処分が，　　　　ア　罰金（一般事件）　　　　イ　罰金（交通事件）　　　　ウ　拘留・科料　　　　工　起訴猶予0　なしO　なし0　なし0　なし1　1回1　1回1　1回1　1回2　2回2　2回2　2回2　2回33333回以上3回以上3回以上3回以上125□□□□�A罪名　（＊「罪名又は非行名符号表」により，一罪名を記入してください。）�B再犯の時期（＊不明の場合は，9年99月目と記入してくださレ・．）　　保護観察開始後□年□□朋�C再犯事件と暴力組織との関連　　　。関連はなカ、った　、関連があった　9不明　　　　　　　□（＊r1　関連があった」の場合，どのような関連が認められたのか，具体的に記入してください・）�D保護観察所の措置　　　ア　措置の有無　　　　　　1　特に措置はとらなかった　　　　　　2　措置をとった　　　　　　　二2一　　　イ　措置の内容　　　　　（＊該当するもの巡，⊆壁っけてください。）　　　　　　1　出頭指示等により，本人に対して面接指導をした。　　　　　　2　質問調査及ぴ指導をした。　　　　　　3　関係人調査をした。　　　　　　4　警察署・検察庁等，関係機関と協議した。　　　　　　5　刑執行猶予取消申出を行った。　　　　　　6　その他（出頭指示をしたものの，本人が応じなかった場合を含みます。）□（＊r6その他」の場合，具体的に記入してください。）＊調査項目は,これですべて終了です。長時間にわたりご協力ありがとうございました。法務総合研究所研究部報告　14平成13年3月印刷 平成13年3月発行東京都千代田区霞が関1−1−1法務総合研究所印刷所　ヨシダ印刷両国工場

